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本日の会議に付した事件 

 

                      平成２７年第３回山元町議会定例会（第５日目） 

                      平成２７年９月１６日（水）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第５５号 山元町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第 ３ 議案第５６号 山元町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議案第５７号 山元町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第５８号 山元町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議案第５９号 山元町町営住宅条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第６０号 山元町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第６１号 平成２７年度 社総交（復興）請２号 町道４１８４号高瀬笠野線道

路改良工事請負契約の締結について 

日程第 ９ 議案第６２号 平成２６年度 復興交付金事業 町道２８号上平磯線道路改良工事

（その１）請負契約の変更について 

日程第１０ 議案第６３号 平成２５年度 債務負担行為 磯浜漁港施設災害復旧工事請負契約の

変更について 

日程第１１ 議案第６４号 和解について 

日程第１２ 議案第６５号 平成２７年度山元町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６６号 平成２７年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第６７号 平成２７年度山元町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第６８号 平成２７年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第６９号 平成２７年度山元町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第７０号 平成２７年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第７１号 平成２７年度 社総交（復興）請１号 町道２７号町中浜線道路改良

工事請負契約の締結について 

日程第１９ 議案第７２号 平成２７年度 産振農復物１号 山元町園芸作物用機械等整備事業

（大型トラクター等導入）に係る物品購入契約について 

日程第２０ 議案第７３号 平成２７年度 産振農復物３号 山元町園芸作物用機械等整備事業

（フォークリフト導入）に係る物品購入契約について 

日程第２１ 委発第 ３号 山元町議会委員会条例の一部を改正する条例 

日程第２２ 認定第 １号 平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について（委員長報告） 

日程第２３ 認定第 ２号 平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（委員長報告） 

日程第２４ 認定第 ３号 平成２６年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て（委員長報告） 

日程第２５ 認定第 ４号 平成２６年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（委員長報告） 
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日程第２６ 認定第 ５号 平成２６年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（委員長報告） 

日程第２７ 認定第 ６号 平成２６年度水道事業会計決算認定について（委員長報告） 

日程第２８ 認定第 ７号 平成２６年度下水道事業会計決算認定について（委員長報告） 

日程第２９ 閉会中の継続調査申し出について 

日程第３０ 常磐自動車道建設促進特別委員会中間報告 

日程第３１ 東日本大震災災害対策調査特別委員会中間報告 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２７年第３回山元町議会定例会第５日目の会議を開きま

す。 

      これから本日の会議を開きます。 

      災害ＦＭりんごラジオから写真撮影の申し入れがあり、これを許可しております。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、１２番佐山富崇

君、１３番後藤正幸君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 

      陳情の受理。陳情２件が提出されたので、その写しを配布しております。 

      議員委員会提出議案の受理。委員会から議案１件が提出され、これを受理したので、

その写しを配布しております。 

      長送付議案等の受理。町長から議案３件が追加送付され、これを受理したので、その

写しを配布しております。 

      監査検査結果報告書の受理。監査委員から例月出納検査及び財政援助団体監査の結果

報告書が提出され、これを受理したので、その写しを配布しております。 

      委員会審査報告書等の受理。決算審査特別委員会委員長から審査報告書、総務民生常

任委員会、産建教育常任委員会の各委員長から所管事務調査報告書と視察研修報告書、

３常任委員会委員長から閉会中の継続調査申出書、常磐自動車道建設促進特別委員会、

東日本大震災災害対策調査特別委員会の各委員長から中間報告書が提出されたので、そ

の写しを配布しております。 

      議員派遣結果報告書の受理。議員派遣結果報告書が提出されたので、その写しを配布

しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．議案第５５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。それでは、私のほうからご説明をさせていただきたい

と思います。 
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      本日、ご提案申し上げております手数料条例の一部改正につきましては、マイナンバ

ー制度の施行に伴っての改正ということもあり、あと決算審査特別委員会の中でもマイ

ナンバーについてのご質問をいただきました。そういった関係もございますので、まず

最初に、マイナンバー制度の概要につきましてご説明を申し上げ、その後に改正条例の

ご説明をさせていただきたいと思います。 

      本日、お配りしております配布資料の中で「マイナンバー制度が始まります」という

政府広報紙、これが入っているかと思うんですが、これに基づきましてご説明をさせて

いただきたいと思います。 

      まず、１、２ページをお開きいただきたいと思います。 

      平成２７年１０月５日から日本国内の全住民に通知される１人１人異なる１２桁の番

号をマイナンバーと、そのようになります。個人が特定されないように住所地や生年月

日など関係のない番号が割り当てをされるということでございます。 

      マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつス

ムーズに確認するための基盤になります。このマイナンバー制度で期待できる効果とし

ましては、次の３つが挙げられるということでございます。 

      まず、第１点といたしまして、公平・公正な社会の実現といたしまして、マイナンバ

ーの活用により所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不

当に逃れることや不正な受給の防止と、あと本当に困っている方へのきめ細かな支援が

できるという内容でございます。 

      第２といたしましては、国民の利便性の向上といたしまして、例えば年金や福祉など

の申請時に用意しなければならない書類が減ると。これにより行政手続も簡素化され、

国民の負担が軽減されるということでございます。あと、行政機関にある自分の情報を

確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるよ

うになるということでございます。 

      あと、３つ目としましては、行政の効率化といたしまして、行政事務が効率化され、

国民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。例えば、被災者台帳の

作成などにマイナンバーを活用することで迅速な行政支援が期待できるというようなこ

とでございます。 

      次に、３、４ページをお開きいただきたいと思います。 

      平成２８年の１月１日以降に、マイナンバーは国民の行政機関や地方公共団体などに

おいて社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになります。 

     まず、１点目としまして、社会保障関係の手続といたしましては、年金資格取得や確

認、あと給付、あと雇用保険の資格取得や確認、給付などでございます。あと、税関係

の手続といたしましては、税務署に提出する確定申告書、あと届け書、法定調書などに

マイナンバーを記載するというようなことになります。あと、都道府県、市町村に提出

する申告書、あと給与支払報告書などにもマイナンバーを記載するというような形にな

ります。 

     あと、３点目といたしまして、災害対策といたしまして、防災・災害対策に関する事

務の手続、あと被災者生活再建支援金の給付、あと被災者台帳の策定事務などに利用さ

れるということでございます。 

     あと、その下になりますが、マイナンバー制度の実施の流れというようなことになり
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ます。 

     来月の１０月以降、住民票の住所地にマイナンバーを通知するというような形になり

ます。あと、年が明けまして、平成２８年の１月からはマイナンバーの利用が開始され

るということでございます。それにあわせまして、申請をいただいた方に対して個人カ

ードの送付も開始されるということでございます。 

     あと、その後、平成２９年の１月には個人ごとのポータルサイトの運用開始というこ

とで、マイナンバーをどういったものに誰が提供したか、そういったことを確認できる

ような仕組みが開始されると。あと、国の機関の間で情報連携がこの時期から開始をさ

れるということになります。 

     あと、平成２９年の７月につきましては、地方公共団体も含めた情報連携の開始、本

格的に平成２９年の７月から開始されるというような流れのようでございます。 

     続きまして、５ページ、６ページをお開きいただきたいと思います。 

     マイナンバーは、先ほど申しましたように、平成２７年１０月５日以降に送付されま

す。まず、住所の確認といたしまして、原則といたしましてマイナンバーは住民票の世

帯ごとに送付するということでございます。ただいま被災者の方など、実際に住民票を

置いている場所と居所が違う方もかなりおられるというようなことから、送付先の確認

等について現在調査を行ってございます。 

     あと、書留の中身を確認ということで、これが１０月５日以降に送付される中身でご

ざいます。簡易書留で郵送されるということでございます。その中身には、マイナンバ

ーの通知カード、あと個人番号カードの申請書等が入ってございます。個人番号カード

を申請する方については、その申請書を利用していただいて申請をいただくと。あと、

オンラインでの申請ということで、スマートフォンからも申請ができるという形になり

ます。 

     あと、来年の１月１日以降になりますが、個人番号カードを受け取るには市町村の窓

口で受け取ることができるということでございます。受け取る際に必要なものといたし

ましては、前に送付した通知カード、あと個人番号カードの準備ができたことを知らせ

る交付の通知書、あと本人確認をするための免許証などの確認書類が必要になるという

ことでございます。 

     次の６ページでございますが、個人番号カードは無料で取得できるということでござ

います。本人確認に利用できる公的身分証明書になるということでございます。 

     そこに個人番号カードが載ってございますが、表面には氏名、住所、生年月日、性別、

あと本人の写真と、あと裏面にマイナンバー等が記載され、ＩＣチップが搭載されると

いうようなものが来年の１月以降に申請により交付されるということでございます。 

     あと、次の７ページ、８ページの部分につきましては、セキュリティー関係というこ

とでございますが、マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム

面の両方から個人情報保護の措置を講じるというようなことでございます。 

     制度面といたしましては、法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管

を禁止していると。あと、なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人

確認が義務づけられると。あと、マイナンバーが適切に保管されるかを特定個人情報保

護委員会という第三者の機関が監視・監督をするということでございます。あと、法律

に違反した場合の罰則につきましては、従前より強化されているということでございま
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す。 

     あと、システム面での関係につきましては、個人情報は従来どおり年金の情報は年金

事務所、税の情報は税務署といったような分担型で管理することになることから、芋づ

る式に情報が漏えいするということにはならないというような形でございます。 

     あと、行政機関での情報のやりとりはマイナンバーを直接利用しないと。システムに

アクセス可能なものを制限管理し、通信する場合は暗号化するということでございます。 

     あと、平成２９年の１月から情報提供記録用開示システムが稼働予定であると。マイ

ナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不適切な照会、提供が

行われていないかなど、ご自身で確認することができるというシステムになっていると

いうことでございます。 

     簡単な説明ではございますが、以上でマイナンバー制度の概要の説明とさせていただ

きたいと思います。 

     続きまして、手数料条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 

     条例の中に配布しております配布資料ナンバー１でご説明をさせていただきたいと思

います。 

     議案第５５号山元町手数料条例の一部を改正する条例。 

     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律が平成２７年

１０月５日から施行されることに伴い、山元町手数料条例についても所要の改正を行う

ため提案するものでございます。 

     まず最初に、３番の３項をご覧いただきたいと思います。 

     まず、１０月に通知される通知カードでございますが、交付の時期につきましては、

１０月５日以降、順次交付をしていくということでございます。対象者につきましては、

全員と、山元町に住民登録のある方に対して交付をするということでございます。あと、

有効期限につきましては、なし。あと、初回の手数料につきましては、無料ということ

でございます。あと、１月から交付される個人番号カードにつきましては、１月から順

次交付をしていくということでございます。あと、交付の対象といたしましては、個人

番号カードの交付を希望し、申請書を提出した方に対し交付をするということでござい

ます。あと、有効期限につきましては、２０歳未満の方につきましては、発行から５回

目の誕生日までが有効期限、あと２０歳以上につきましては、発行日から１０回目の誕

生日までが有効期限ということでございます。あと、初回の手数料につきましては、個

人カードも無料というようなことでございます。 

     続きまして、改正の内容についてご説明申し上げます。 

     番号法の施行により交付される個人番号の通知カード及び個人番号カードの再交付す

るものについて手数料の規定を追加するものでございます。 

     新たに追加する項目としましては、通知カードの再交付として１件につき５００円、

あと個人番号カードの再交付につきましては１件につき８００円でございます。この手

数料の関係につきましては、隣接市町とも同額での条例改正を予定いたしてございます。 

     あと、番号法の施行により廃止となる住民基本台帳カードの交付についての規定を削

除するものでございます。「住民基本台帳カード１件につき５００円」という部分を削除

するということでございます。 

     住民基本台帳カードにつきましては、１２月いっぱいまでについては発行を行います
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が、番号カードが発行されてからは番号カードのほうに切りかえをするというような内

容でございます。 

     施行日でございますが、平成２８年の１月１日からの施行につきましては、個人番号

カードの再交付と、あと住基台帳カードの廃止の部分については１月１日の施行でござ

います。あと、通知カードの再交付手数料については平成２７年の１０月５日施行とい

うことでございます。 

     よろしくご審議をいただき、ご可決いただきますようお願いを申し上げ、説明とさせ

ていただきます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ６番遠藤龍之君の質疑を許します。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。きょう初めてこういうのを見せらって、初めて説明受けたんで

すが、そして今の説明だけでどのくらい理解されたかという、ちょっとその辺が不安な

中での質問となります。 

      このマイナンバーが手続きするときマイナンバーわがんねどぎ、町の役場窓口さ来て

わがんねがったどぎはどういうふうな対応とられるんですか。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。ただいまのご質疑でございますが、通常、通知カード

につきましては全員の方に通知をされるということでございます。その番号カードが必

要な関係の手続に来られた際には、その通知カードを持参していただき、そのカードと、

あとは本人が確認できる免許証等で本人の確認、あとはマイナンバーの確認をさせてい

ただくというような形になろうかと思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。今のような答えは、これを見れば多分わかるんだと思うんです

が、その際に、んだがらその通知カードっつうのあんのね。通知カードというのが、そ

れを忘れてきたときに、そして本人も当然頭に、１２桁だがら、ないどぎには、そのカ

ードがわがんないんでは、この手続はできませんというごどで追い返すよというような

ことになるんですかと、そういう具体的な、現実的な質問なんです。あり得る話だとい

うことでね。とりわけ、ひとり暮らしのお年寄りとかね。そもそも、もうそういう認識

でっつうか、自覚っていうかね。私、私のこと言ってあれなんだけれども、今住基カー

ドっつうかね、あれすらちょっとどごを探せばそんなのが出てくんのがというような状

況もあったりしますよね。その際には町の対応としてどうなのかなという質問なんです

よ。簡単に言えば、その通知カードっていうのわがんないがらね。で、せっかぐ来ても

らったんだげんとも、ごめん、まだ家さ帰って確認してきてくださいというようなこと

になるのかね。これ、こんなにばかにしてだめなんだげっともさ、なぐしたりする可能

性だってあんだよな、持っている人さ。という場合が多々あると思われるんですが、だ

ってしょっちゅう、しょっちゅう使うもんでねえがら、そういう場合、ほれ、何十万人

に１人だがもわがんねよ、そういう方はね。でも、そういう具体的にあったときに町の

対応としてはどうなのかなという疑問から生まれてきた質問です。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。まず、マイナンバーカード及び通知カード、紛失した

ような場合については、窓口のほうに来ていただいて、再交付の手続をしていただくと。

新たに再交付する番号につきましては、従前の番号については誰かが拾われた場合とか、

そういったことも想定されますので、新たな番号を付して再交付を行うというような形
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になろうかと思います。 

      あと、１点目の申請の際ということでございますが、通常の町民生活課での住民票の

申請、戸籍の申請、そういった部分についてはマイナンバーカードの記載というものは

ございませんが、年金の申請とか、あと今後どういったものに活用されてくるか、今後

町のほうでも検討していくというような形になろうかと思いますが、そういったものに

ついては新たな条例を改正しまして、このマイナンバーカードで対応できるような制度

改正を行うということになります。その時点において、どういった形でその確認ができ

るものなのか。ただ、本人確認が免許証等でできれば、そのマイナンバーの部分につい

ても役所のほうでお知らせをするということが可能かどうか、その辺も含めて今後検討

させていただきたいと、そのように考えてございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。単純な質問したつもりなんだげんとも、そういうときちゃんと

手続っつうか、処理してくれるのですかと。忘れたり、持っていがながったりしたとき

ね。という単純なっつうか、素朴なというか、しかしあり得ることだなと。だから、そ

んどぎは家さ帰って通知カードをまた確認して、また来てくださいというような対応に

なるのかどうかという点についての疑問といいますか、です。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。今の遠藤さんのご質問、かなりそういったことがあろ

うかと想定されます。で、本人確認、この方が間違いなくご本人であるということが確

認できれば、そういった方向で、できるような形で検討させてもらいたいなと、そのよ

うに考えてございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。その際っていうか、これ町ではわがってることになんの。町で

わがってれば、ああ、あんだのこういう番号だがら、んでこいづでってこうということ

で手続きができるのかどうか。私も本当心配しているんだげんとも、そういうのこう忘

れだりね、あるいはなぐしたりしてしまったりすっと、どごがら自分の番号持ってきて

いいのがというのわがんねぐなるよな。そんどぎはこの町でそれはお知らせしてくれる

ということになるのかどうか。町でちゃんと全住民の個人カード、このちゃんと管理し

てで、そして、なくしたというか、そういう際にはそこから引っ張ってきて処理をする

というようなことは可能なのかどうかというか、そういうことになんのがどうか、ある

いはできないのかどうか。その件について確認します。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。システム上で確認はできるかと思いますが、ただ、こ

の住基カードといいますか、そこの管理をする者については多分限定されたような形で

の管理の仕方というような形になろうかと思いますので、その辺も含めて検討させてい

ただきたいと思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。それでは、このナンバー１の附属資料といいますか、概要説明

書の中で質問させていただきます。 

      ３番目の３項ですが、その枠の下から２番目、有効期限とありますが、２０歳未満は

５回目の誕生日までと、２０歳以上は 10回目の誕生日ということで、1つは、この分け

たのはどういう理由、何の目的で分けたのかの説明をちょっとお願いしたいと思います。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。この有効期限につきましては、二十未満の方であれば

成長に応じて、ちょっと成長なされるんで顔も変わったり、そういったこともあろうか

と思いますので、そういった方々については５年間というような形での、この時限の設
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定になっているのかなと、そのように私としては受け取っております。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。そうしますと、生まれたらすぐ番号が交付になると思うんです

が、５歳、１０歳と、その段階ごとにやっていくと、二十になるまでということになる

わけでしょうか。確認ですが。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。議員おっしゃるとおりでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。そうしますと、２回目は再発行という形になって料金がかかる

という解釈でよろしいんでしょうか。例えば、５歳時にですね、５００円と８００円か

かると、そういうことになるんでしょうか。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。国からの通知といいますか、その内容ですと、個人番

号カードの有効期限満了に係る再交付手数料の取り扱いについては、現在検討中という

ようなことでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。最後に、いわゆる免許証なんかの場合は、切れる場合には案内

状が、登録していれば来るんですが、それはこう切れますよという案内は、国あるいは

町のほうから直接各世帯、あるいは特に子供の場合は親宛てに行くのかどうかわかりま

せんが、通知が来んのかどうか。それ以外も全町民ですか、山元町の場合は町民ですが、

全部案内をされんのかどうか、最後に確認しておきたいと思います。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。そこまでの詳細については、まだ把握してございませ

んが、通知カード自体については、これ国の制度でございますので、国のほうからどう

いった指示があるものか、今後そういった情報を入れながら取り組んでまいりたいと、

そのように考えてございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。往々にして忘れるというケースもあろうと思うんですね。事前

に通知をすると、ぜひそういう方向での検討をいただきたいということで終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第５５号山元町手数料条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３．議案第５６号を議題とします。 

本案について説明を求めます。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。議案第５６号山元町個人情報保護条例の一部を改正する条例

につきまして、その概要をご説明を申し上げます。 
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      配布資料ナンバー２、条例議案の概要のほうをご覧いただきたいと存じます。 

      まず、提案理由でございますが、本議案につきましても、前件議案第５５号同様、行

政手続における特定の個人を識別するための法律、以下「番号法」と表現をさせていた

だきますが、この番号法の施行に伴い、個人番号を含む個人情報を保護する必要性から、

現行の条例に特定個人情報の保護に関する規定を追加するなど所要の改正を行うため、

提案をさせていただくものでございます。 

      次に、具体の改正内容についてご説明させていただきますが、１の改正内容の（１）

から（５）までの５項目にわたる改正を行うものでございます。 

      まず、（１）の部分でございます。番号法に基づく情報にの取り扱いを明確にするため、

特定個人情報及び情報提供記録に関する定義を新たに追加をいたします。それぞれの具

体の定義につきましては、①、②にそれぞれ記載しております。ご覧いただきたいと存

じます。この規定が追加されることによりまして、個人情報等に関する従来の定義のイ

メージが、お手元の資料の中段ぐらいの個人情報等の定義イメーシ図のように変わるよ

うになります。 

      改正前におきましては、氏名、生年月日等の個人が識別できる情報のみが個人情報と

して定義されておりましたが、改正後におきましては、新たに個人番号が付された、例

えば源泉徴収票や被保険者資格届などの特定個人情報と特定個人情報の照会や個人情報

を提供した者の名前などの情報提供等に関する記録につきましても個人情報として取り

扱われることとなります。 

      なお、点線部分のところになりますけれども、特定個人情報のうち③のくだりでござ

いますが、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に役員に関す

る情報につきましては、個人情報には該当しない特定個人情報、ちょっとわかりづらい

んですけれども、そのように分類されることになります。 

      次に、（２）及び（３）の改正についてでございますけれども、これにつきましては、

特定個人情報の目的外利用の制限と当該情報の提供の制限に関する規定の追加を行うも

の、また（４）におきましては、個人情報の開示、訂正、利用停止及び不服申し立ての

対象に、個人情報に該当しない事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他

の団体の役員に関する特定個人情報を追加するものでございます。 

      最後に、（５）の改正についてでございますが、特定個人情報の開示、訂正、利用停止

の各請求権を認める範囲につきまして、これまで法定代理人に限られておりましたが、

これに加え、本人の委任に基づく委任代理人にも認められる内容に請求権の拡大を図る

ための改正を行うものでございます。 

      なお、法定代理人、再確認の意味でちょっと触れさせていただければと思いますが、

これ法律により代理権が発生する代理人というふうに表されるものであり、例えば未成

年者に対する親権者、成年後見人などが法定代理人というふうに表されるものでござい

ます。そしてまた、任意代理人の関係でございますけれども、これは本人の委任に基づ

くということでございますが、本人代理権の授与を行う委任契約等による代理人という

ふうなことでの解釈というふうになろうかと存じます。 

      ただいま申し上げました５項目の改正内容に関連いたします具体の改正箇所等につき

ましては、議案書のほうに添付してある新旧対照表の表中のアンダーライン部分に相当

いたします。後ほどご覧になっていただければと存じます。 
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      最後に、施行期日の関係でございますが、第２８条の改正規定を除きまして、番号法

の施行期日を定める政令によりまして、本年１０月１日からの施行というふうなことに

なります。 

      以上、議案第５６号につきましてご説明を申し上げました。どうぞご可決を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ７番齋藤慶治君の質疑を許します。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。今、条例の説明を受けたんですが、これが私たち現実的にどう

いう形でなってるかというのがなかなかつかめないというのが今の説明で、もうちょっ

と何か具体的な特定個人情報云々で、今回のこの改正の必要性というのを何かこう簡単

にわかるような説明の仕方というのはないんでしょうか。条例の内容だけではちょっと

理解しがたいというなんで、もし再度何かもうちょっと具体的な事例の中で、一例でも

いいですが、判断基準が示されると助かります。以上です。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。なかなか事例を示してというふうなことになりますと説明も

容易ではないわけでございまして、そもそもはマイナンバー法の施行に伴って個人情報

の保護の重要性というふうな観点から、関連して個人情報の保護に関しても、その定義

関係につきましてもより明確にし、個人情報の保護を図るという目的のもとに関連して

改正整備がなされるというところが大きな趣旨でございます。ここの部分につきまして

は、ただいま説明させていただいたような個々の改正というふうなことになりますので、

大きなくくりでご理解をいただければよろしいのではないかなというふうなことで、ご

理解を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。質疑も中途半端になると失礼なので。ここに、イメージの下に

事例が例として載っていますよね。特定個人情報の中には源泉徴収票なり云々という。

そして、特定個人のほうには個人商店の事業所の確定申告書などという形のこのちょっ

と例があって、これが今度のマイナンバーとかに、制度に付された場合に守るべき情報

なのか含めて明確に定義するというような概要には見えるんですが、さりとて、どれが

どうなのかというのがいまいち私ら、普通の生活において新たに守れるよりは、今回の

は定義なんでね、ここら辺の個人情報の定義等の具体的な事例がもうちょっとあると何

となく、あっ、これはマイナンバー制に入って、これは今度の山元町の個人情報保護条

例で一応守られる項目に明確に定義されたというような概要がもうちょっと整理される

と、この条例というのが理解しやすいんですが、そこら辺、総務課長、再度、何か具体

的な事例含めてあると助かります。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。このマイナンバー法の施行に伴って今後、さまざまな分野で

活用が図られ、情報の管理がしやすくなると。それゆえ、その個人情報というふうな部

分の保護というふうな部分にも十分配意していかなければならないというところがあり

まして、個人情報につきまして先ほど、従来の個人情報が個人情報と特定個人情報とに

細分化されると。その細分化される中身につきましては、従来の個人情報につきまして

は個人番号が付されていない情報、これが個人情報でございますね。で、特定個人情報

につきましては、この番号法によって番号が付された個人の情報というふうなことにな

りまして、その番号が付された情報がいろいろ相互に接に関連し、情報収集が容易にな
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る。よって、そこの部分について、より厳格に管理をする必要性があるというふうなこ

とから今般、個人情報保護につきましても、それに関連する定義関係を明記をし、個人

情報の保護に努めるというふうなことで取り扱われる性質のものというふうにご理解い

ただければと存じます。 

議 長（阿部 均君））ほかに質疑はありませんか。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。分かったような感じもしねごどもないんだげんとも、今出てき

た個人番号が付されてない情報っつうのは、どういう情報になんですかね。個人番号が

付されていない情報というのは、あんまり危険性がないから少し放置しておくっつうこ

となんだよね。で、特定番号は、これ重要な、それぞれ個人にとって重要な情報だがら、

これは特定して、これはきちっと管理するというふうに今のお話で理解したんですが、

残っている個人番号が付されてない情報っつうのはどういうものなのかということの確

認です。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。氏名、生年月日、性別、住所などでございますね。これらが

組み合わさって個人が特定できるような情報というふうなことでございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第５６号山元町個人情報保護条例の一部を改正する条例を採決

します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．議案第５７号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。それでは、議案第５７号山元町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

      配布資料ナンバー３、条例議案の概要をご覧いただきたいと存じます。 

      まず、提案理由でございますが、職員の単身赴任手当につきましては、これまで支給

に関する規定が未整備であったことから、所要に改正を行うため提案するものでござい

ます。 

      なかなかこれだけではわかりづらいかと存じますので、ちょっと補足説明を加えさせ

ていただきます。 

      山元町では、これまで役場から６０キロメートル以上離れた勤務場所への異動があり
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ませんでした。で、この６０キロメートルというのは単身赴任の移動距離のことでござ

いまして、６０キロを超える赴任というふうな場合に単身赴任手当が該当になってくる

というところで、この６０キロメートルという数値になってくるわけでございますが、

役場から６０キロ以上離れたような勤務場所、新たな公署への異動事例はなかったと。

せいぜい本町の場合ですと坂元支所程度であり、単身赴任手当の支給要件、そもそも距

離要件等に該当する事例もなく、不都合がないまま今日に至っておったというふうなこ

とが背景にございます。しかし、今年度、自治法派遣職員の受け入れを行ったことに伴

い、単身赴任手当の支給対象案件が新たに発生したと。で、現行条例のままですと、当

該派遣職員につきましては、派遣元自治体と山元町とで給与面での処遇格差が生じ、不

利益となるというふうな問題が発生したというふうなことでございます。よって、今般、

かかる問題の是正ということと、近い将来、町職員であっても６０キロ以上離れた公署

への派遣勤務の可能性、こういったものも考慮し、人事院規則に基づきまして単身赴任

手当の支給根拠について明文規定化を行いたいというふうなことが背景にございます。 

      次に、具体の改正内容についてでございますけれども、大きく２点の改正を行うもの

でございます。 

      １つ目は、職員に支給される手当の種類に新たに単身赴任手当を追加するもの。２つ

目につきましては、この単身赴任手当の支給月額を定めるものでございます。 

      表の１の主な改正内容の（１）部分に目を転じていただきたいと存じますけれども、

１の単身赴任手当についてでございますが、支給要件につきましては、内容欄に記載し

ておりますように４点ほどございます。まずは、公署を異にする異動等に伴い住居を移

転すること。２つ目につきましては、やむを得ない事情により配偶者と別居することと

なった職員に対してであること。３つ目が、単身での生活というふうなことでございま

す。そして、４つ目が距離制限６０キロ以上というふうなことの、この４要件を全て満

たす職員を支給対象とするというふうなことでございます。 

      次に、（２）の単身赴任手当の支給月額についてでございます。本来、基礎額３万円と

加算額の合計額が支給されることになるというふうなことでございます。この加算額に

つきましては、（３）の規則で定める規定というところの表の一番下のところに、１００

キロメートル以上３００キロメートル未満の月額６，０００円から２，５００キロメー

トルの月額５万８，０００円までの範囲の中で１０段階で定められております。この加

算額が合計されて支給されるというふうなことが単身赴任手当の内容でございますけれ

ども、ただし、この基礎額の３万円部分につきましては、平成３０年３月１日までの間

につきましては、人事院勧告に基づき、町の給与条例の附則におきまして月額２万６，

０００円に減額されて支給されることとなります。よって、本来の３万円と加算額とい

うふうな形は平成２３年４月１日以降というふうなことになります。 

      なお、繰り返しになりますけれども、ただいまの説明の中にやむを得ない事情、そし

てあるいは加算額という部分についてお話をさせていただきましたけれども、しからば

やむを得ない事情とは何ぞやというふうなことなど具体の内容につきましては規則で定

められておりますけれども、ご理解いただくべく参考として（３）のところに関係部分

を抜粋し、開設を加えさせていただいておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 

      最後に、施行期日の関係でございますが、公布の日から施行し、本年４月１日に遡及

適用するということでございます。 
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      以上、議案第５７号につきましてご説明を申し上げさせていただきました。どうぞご

可決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ８番佐藤智之君の質疑を許します。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。確認でございますけれども、この条例の該当する方は、もちろ

ん山元町の職員、当然ですよね。それで、今、各地から応援をいただいている職員につ

いては該当するのかどうか、ちょっと素朴な質問ですけれども。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。お尋ねの件でございますが、ほとんどの派遣職員の方々につ

きましては、派遣協定に基づきまして、負担金で派遣元自治体のほうから支出されると

いうことで該当はございません。んで、具体の該当者数については１名でございます。

んで、この案件の該当になる可能性のある者としては、宮城県並びに柴田町から町に派

遣をいただいておって、山元町から派遣協定に基づき給与を支給する職員がこの内容の

対象者になり得ます。実際のところは１名でございます。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。もう１点でございますけれども、加算額の中で２，５００キロ

以上、月額５，８００円。ということは、ここから沖縄以上の距離になります。現実的

にはないとは思いますけれども、一応規定上は定めるということですか。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。なかなか山元町、市町村の事例でいきますと、こういったケ

ースに該当するというのはほとんど可能性はないのかなとは思われますけれども、この

規則の内容につきましては人事院規則に基づきまして、本町に限らず、国・県・町、同

様に定めをしております。２，５００キロ以上というと海外派遣的なことなど想定され

るところでございますけれども、必要部分だけというわけにもいきませんので、一体整

備の中でこれを規定させていただくというふうなことでございます。（「はい、了解しま

した」の声あり） 

議 長（阿部 均君））ほかに質疑はありませんか。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。ちょっと恥ずかしい質問になるかと思うんですが、下のほうの

やむを得ない事情による配偶者と別居ということのこの理解なんですが、①の場合は具

体的にどういうことを指しているのかということの確認したいんです。旦那はこごさい

で、配偶者が東京さ行って子供を面倒見てる場合にその対象になるというふうな理解で

いいのかどうか。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。的確にお答えできるかどうかちょっと自信ないんでございま

すけれども、配偶者が養育している子供といいますかね、そういった子供が、わかりや

すく言うと、義務教育なんかの例でお話しさせていただければ、当然養育する関係から

一緒にいないとだめだというふうなことで、その面倒を見るために配偶者とやむなく別

居すると。んで、その配偶者が面倒を見る子供については、何ていうんですかね、社会

人になっていない、各種学校に入っている子供の面倒を見るというふうな事情で離れら

れない、こういった部分についてもこの対象に包含されるというふうなことになってご

ざいます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。俺、何だ、簡単に聞いたのに、何だがごちゃごちゃにするんだ

ね。私が聞いたのは、ここ山元町の職員の配偶者が、例えば東京だったら６０キロ以上

になるの。東京に子供がいて、その人の面倒を見るためにそっちで生活して、そのため
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の別居というときには、その対象になんのがという確認しているんです。以上。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。それは単身赴任の意味合いからはちょっと外れるのではない

かなと。要は、こっちで、もともとの勤務場所にいて、そこで生計が維持されていて、

そこを根拠に通学している子供の面倒を見る、子供が東京の大学に行ったから東京に行

ってというのは、ちょっとその概念からは外れるものというふうに理解されます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。この内容の、どう理解するかということで、その確認だったん

ですけれども、配偶者が主語になっていたので確認しました。はい、わかりました、一

応。 

議 長（阿部 均君））ほかに質疑はありませんか。 

 ４番（菊地八朗君）はい、議長。施行期日の関係なんですが、例えば②は２番の関係で、平成３

０年３月３１日までは特例の規定により２万６，０００円となってで、んで、こちらで

施行期日は平成２７年４月１日から施行すると。どっちをどっちに、どういうふうにこ

の施行期日が２万６，０００円にするのか、プラス改定期日を４月からするのか、ここ、

ちょっと不明だったんでお願いします。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。ご質問についてでございますけれども、この４月１日から適

用するという部分については、派遣職員の方が４月１日から山元町に勤務をし、４月分

から山元町から給料が出ているというふうなことで、で、現在はここの部分については

支出根拠、支給根拠がないというところで、これは留保されている状況です。よって、

ここの部分については４月１日から当然対象になるわけですので、それを救済するため

の措置としての遡及であるということです。 

      それで、片や２万６，０００円の関係でございますけれども、これは昨年の人事院勧

告に基づきまして、こういうふうなことでの勧告がございまして、本町の給与条例の附

則について改正を加えております。んで、実際に４月１日から支給される金額につきま

しては、基本額２万６，０００円というふうなことになりますので、この４月１日と２

万６，０００円というふうな部分については関連性があるようでないと言ったらいいん

でしょうか、そういうふうなことでございますので、これは切り分けてご理解をいただ

ければありがたいというふうに存じます。 

議 長（阿部 均君））よろしいですか。ほかに質疑は。 

 ９番（岩佐 豊君）はい、議長。１つ確認だけしておきたいと思います。 

      先ほど佐藤智之議員の質疑に対して、今、本町においては１人の対象ということでし

たけれども、これまでの私たちの説明にあったのには、今は震災で派遣元に対して国か

ら、簡単に言えば交付金何なりが行ってて、それで該当しないから今まではよかったけ

れども、これから国のそういう方向もどうなるかわからないのでという、何かそういう

不具合に対してこうするというふうな説明があったんですけれども、今後ふえるという

か、そういう可能性はたくさんありますよね。その辺だけちょっと確認しておきたいん

ですけれども。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。岩佐議員さんのご質問の趣旨が、ちょっと混同されているの

ではないかなというふうに思われますので、今後発生するであろう可能性という部分に

ついては、山元町の職員が今まで、例えば坂元支所ぐらいの異動きりなかったから、こ

ういうものがなかった。はい。で、ちょっとつけ加えさせていただきますが、災害派遣

ですね、今現在山元町が全国各地の自治体から派遣をいただいておりますけれども、あ
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ってはならないことではありますけれども、逆に必要によってはというふうなことなん

かも逆のケースとして想定されると。よって、そういうときの対応のために現段階で整

備しておかないと、やっぱりどうしても不具合が生じるというふうなことでございます。 

      そして、あと議員さんからのご質問の中で派遣職員の部分に言及されておられたかと

思いますけれども、こういったケースが出てくるのは、派遣元自治体が甲としますね。

で、乙が山元町としたときに、その派遣協定の中で、この赴任手当については乙が負担

するというふうな、要は山元町が負担するというふうな取り決めがある場合であって、

その前提になるのは山元町が給与を支払うようなケースということなので、もう大部分

は逆に負担金のほうでお支払いをさせていただくような形になりますので、類似事案の

発生というふうなのはないんだろうなと、ないほうが強いだろうというふうに解釈をし

てございます。 

 ９番（岩佐 豊君）はい、議長。今の説明受けますと、私が間違って解釈していたと。要するに、

今後国の方針がどう変わるかわからないから、そういうふうに何か手当てしておくとい

うふうな私は受けとめたんですけれども、じゃ私が解釈間違っていたんですね。そうい

うことはないんですね。国の方針として今後、応援自治体に対してそういう、何ていう

のかな、支援がなくなるということはないっていうことですね。はい、わかりました。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。財源的な部分でのお話じゃないかと思いますけれども、派遣

職員に係る人件費については国のほうできちんと面倒を見るというふうなことになって

ございますので、現段階においてはそれを信頼したいというふうな状況でございます。 

議 長（阿部 均君））ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第５７号山元町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といたします。 

午前１１時０５分 休 憩 

                                             

午前１１時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議 長（阿部 均君）日程第５．議案第５８号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。それでは、議案第５８号山元町職員等の旅費に関する条例の

一部を改正する条例につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

      配布資料のナンバー４、条例議案の概要書のほうをご覧いただきたいと存じます。 

      まず、提案理由でございますけれども、職員の赴任に伴う旅費の支給について、これ

まで支給に関する規定が未整備であったというようなことでございまして、今般それら

の改正を行うため提案をさせていただくものでございます。 

      これにつきましても、ちょっとこれだけではその必要性がわからないかと存じますま

で、補足という形でつけ加えさせていただきたいと存じます。 

      山元町では、これまで５０キロメートルを超える転任、この５０キロメートルという

のは、５０キロメートルを超えた場合に赴任旅費が支給されるという距離的要件でござ

いますが、この５０キロメートルを超える転任というふうな部分につきましては、先ほ

どもご説明申し上げましたように、坂元支所程度ぐらいの異動ぐらいきりなかったとい

うことで、これも想定されていなかったということであり、また実例もなかったという

背景がございます。したがいまして、前議案同様、赴任に伴う旅費の支給に関する規定

を、規定が未整備であったんだが、特段の不都合もなかったということがその背景にご

ざいます。しかし、今年度の自治法派遣職員の受け入れに伴いまして、赴任旅費の支給

対象案件が新たに発生したというふうなことでございます。こうしたことから、現行規

定のままでは赴任旅費の支給対象になっている職員に赴任旅費が支給できず、派遣元自

治体で保障されている処遇が確保されないという不利益な状態が生じてございます。こ

うしたことから、この問題の是正というふうな問題に加えまして、これまた近い将来、

町職員が５０キロメートル以上離れた公署への派遣勤務等の可能性も考慮しまして、こ

れにつきましても人事院規則に基づいて、赴任旅費に関する支給根拠を明文規定すると

いうふうなことの改正でございます。 

      次に、具体の改正内容についてご説明させていただきますが、１の主な改正内容のと

ころの（１）から（３）までの所要の改正を行うものでございますけれども、まず（１）

の部分、ご覧になっていただきたいと存じます。 

      本町におきましては、職員に支給される旅費につきましては、これまで出張の場合の

み支給される規定というふうなことになっておりました。これに新たに、赴任に伴う旅

費、これを支給対象として追加をするというふうなことでございます。 

      次に、（２）の部分でございますが、これまでの旅費の種類、例示をさせていただきま

すと、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料など９種類ほど規定されておったと

ころでございますけれども、これに新たに赴任旅費を構成するところの移転料、着後手

当、扶養親族移転料の３種類を追加するというふうなことでございます。 

      なお、それぞれの内容につきましては、表に記載してございますので、ご覧いただき

たいと存じます。 

      続きまして、（３）の部分でございますが、これにつきましては、赴任旅費として支給

される移転料、着後手当、扶養親族移転料のおのおのの額の算出基準を定めるものでご

ざいます。 

      具体的には、表の区分欄に従いまして、縦にご覧になっていただきたいと存じますが、
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この区分欄に従って、それぞれ移転料、着後手当、扶養親族移転料、これが算出される

ことになります。これらの合計額が赴任旅費というふうな形で支給されるというふうな

ことでございます。 

      これだけではなかなかわかりづらいかと思いまして、欄外に事例をお示しさせていた

だいております。事例的には、例えば、これまで富谷町にお住まいであったと、仮にで

すね、仮に富谷町でお住いであった方が山元町に移転した場合は、移転距離は６０キロ

になります。扶養親族は移転しないで、そのまま富谷町のままにしておきますとしたと

きに、移転料につきましては路程に応じた定額の２分の１というふうなことになります

ので、定額は１２万３，０００円でございますので、この場合、６万１，５００円とい

うようなことで支給されます。これに、あと扶養親族が移転しない場合ですと日当定額

とか宿泊料とかが５日分ほどを限度として加えられて支給されると、このような形で縦

の区分に応じてそれぞれ算出をされ、その合計について赴任旅費として支給されるとい

う性質のものでございます。 

      この施行期日でございますけれども、公布の日から施行し、本年４月１日から適用す

るというようなことでございます。これにつきましても、前議案同様のケースに対応す

るための遡及措置というようなことで、ご理解いただければというふうに存じます。 

      以上、議案第５８号山元町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきま

してご説明を申し上げさせていただきました。どうぞご可決を賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。       

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第５８号山元町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条

例を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第６．議案第５９号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。議案第５９号山元町町営住宅条例の一部を改正す

る条例についてご説明申し上げます。 

      議案の概要につきましては、配布資料ナンバー５でご説明いたしますので、ご覧くだ



- 18 - 

さい。 

      本案件は、今年度、新山下駅周辺地区及び新坂元駅周辺地区における災害公営住宅の

整備の完成に伴い管理する住宅戸数が増加することから、適正かつ効率的な管理体制を

構築する必要があり、公営住宅の規定に基づき、管理代行制度に関する規定等を追加す

るため条例の一部を改正するものであります。 

      管理代行制度導入への予定スケジュールですが、平成２７年９月定例議会に山元町町

営住宅条例の一部を改正する条例を提案しております。平成２７年１２月議会定例会へ

管理代行制度移行に伴う債務負担の予算を提案し、債務負担年度は平成２８年４月から

平成３１年３月までの３年間を予定しております。平成２８年４月から管理代行制度に

移行というスケジュールで予定しております。 

      次に、改正内容についてご説明いたします。 

      管理代行制度の導入に関する規定の追加ですが、公営住宅法第４７条第１項の規定に

基づき、宮城県住宅供給公社へ町営住宅の管理代行を行わせることができる規定を追加

するものです。 

      代行業務の主な内容については、代行業務にて行うものとしましては、入居者の募集・

決定に関すること、住宅の維持修繕に関すること、家賃・敷金の徴収、収納事務に関す

ること、明け渡し請求に関すること、収入状況の報告の請求に関することが主な業務で

す。 

      次に、町が行うものとしましては、家賃の決定に関すること、家賃、敷金、その他金

銭の請求に関すること、減免に関すること、法的措置等に関することなどが主な業務に

なります。 

      次に、管理代行委託計画戸数についてですが、全体の整備戸数は６３０戸で計画して

おりますが、平成２８年４月１日時点で見込んでいる管理代行導入時の予定戸数は５４

２戸です。その内容については記載のとおりでございます。 

      ２、町営住宅の名称と位置に関する規定の追加についてですが、山元町町営住宅条例

第３条第２項の規定に基づき、町営住宅の名称と位置を２カ所追加するものであり、そ

の名称及び位置については記載のとおりでございます。 

      施行期日ですが、この条例は公布の日から施行いたします。 

      今後管理代行に移行しましても町が行う業務もあることから、担当職員を配置し、町

に家賃や諸問題等で問い合わせがあった場合は管理代行先の住宅供給公社と調整を図り

ながら住民サービスが低下しないよう町でも対応してまいります。 

      以上で、議案第５９号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜

りますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。ありませんか。 

      ２番岩佐哲也君の質疑を許します。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。配布資料のナンバー５の一番下ですね、代行業務の主な内容・

範囲ということで、上から３行目になりますが、家賃、これは確認ですが、家賃・敷金

の徴収、収納事務に関することは代行業務が行うと。町のほうでは家賃、敷金、その他

金銭の請求に関することを行うと。請求は町が行い、収納は管理代行業務が行うという

確認ですが、そういうことでよろしいんですね。 
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まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。はい、そのとおりでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。そうしますと、代行業務の一番下に書いてある、家庭の収入状

況の報告の請求に関することが代行業務が行うと。本来ならば、これは町が行って、金

銭の請求を町がそれに基づいて行うということで、これは町が行ったほうがいいんでは

ないかというような感じを受けるんですが、この辺の説明をお願いしたいと思います。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。これまで住宅供給公社と打ち合わせした中で、町

でしたほうがいいという、今議員さんのご指摘もありましたけれども、他市町村の状況

を踏まえて、この内容で管理委託代行ということを考えております。以上です。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。先ほどの個人情報関係も含めて、そういった関連からいくと、

各家庭の収入状況その他というのは町が管理して、代行のほうで管理するというのはち

ょっとおかしいんではないかなという感じがするんですが、その辺の問題は発生する危

険性というか、そういうことはないんでしょうか。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。住宅供給公社のほうでも、その守秘義務というの

が発生しておりますので、そこについては大丈夫だと思われます。以上です。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。そうあってほしいと思いますが、そういう懸念もあるんではな

いかなということだけで、質問を終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。この町営住宅の管理関係、平成２５年でしたっけ、１回定例会

で提案され、時期尚早という判断の中で、災害公営住宅の入居は町が責任を持ってとい

う形で２年前、１回、議会のほうで結論出して、今度は来年の４月１日に向けて結構整

備がしてきて、それに対しての職員の対応とか含めて、これからの将来に向けて管理代

行というのが必要だということで、当産建教育委員会でも２回、３回と調査・審議した

内容になっています。その中でちょっと何点か不安な点、正直言って、私ら議員として

も山元町としてはこの公社等に委託することがどういうふうになるかというのが結構不

安な点、見えない点があります。そこら辺のやっぱり安心な形をお聞きしたいんで確認

いたします。 

      まず、ちょっと第１点として、既存住宅として１４０戸でしたっけ、本町の、結構古

いですよね、年数含めて。そういう状況の中で、この修繕の関係も公社のほうに委託っ

て、先ほど項目に入っていたんですが、そこら辺、町が入って修繕費、どこが必要だ、 

こうだという形になるんだろうけれども、そういう形の修繕の方針の決定とか、修繕に

対しての対応というのはどういうふうな形で町が関与していくのかなと。そこら辺がち

ょっと見えないんですね。特に既存の古い、古いっちゃ、既存の築３０年、４０年たっ

ている町営住宅の修繕に対して全面的に公社に委託というふうになるのか。いや、修繕

するものは町できちんと修繕するのか、まず第１点、お聞きしたいと思います。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。今の修繕につきましては、供給公社への管理の修

繕につきましては小規模修繕を予定しておりまして、ドア等建具の調整等の修繕を予定

しております。以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。それで、もう１点、大規模修繕はどうなるかまで、ちょっと答

弁を求めます。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。大変失礼しました。今、町営住宅の大規模修繕に

つきましては、今ご指摘のとおり、建築年数が古くなっていることから、現在も町営住
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宅の状況については調査しておりまして、今後、そろそろ大規模に修繕するようなとこ

ろも見受けられております。そこにつきましては、今後役場のほうで、本庁のほうでそ

の修繕計画というのは立てていかなくてはならないと思っております。以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。これから修繕というのは毎年毎年発生する事例なので、小規模、

大規模の今管理の仕方というのはお聞きしましたが、そこら辺、特に規模の大きい、修

繕費がかかるような項目に関しては町が責任を持って対応するというふうに、まずこの

第１点は理解します。 

      あと、第２点なんですが、公社のほうに全面的に、全面じゃない、管理代行になると

距離的なもの、県の住宅公社に委託するとなると公社と山元町の距離というのが、本当

は隣町だら何かすぐ来てくれるような気がするんですが、離れている場合の対応の仕方

が心配で、当産建教育委員会の今回の閉会中の報告書の中にも、ここら辺の対応を、ち

ょっとした相談なり、町営住宅に関しての問題に関しては町が責任持って、やさしく含

めて、これは町の仕事ではないから公営住宅の仕事じゃなくて、きちんとしたやっぱり

全ての者に親切に対応できる窓口というか、人がいないと、何かこれは町でのはない、

これは公社だとか、そういう形になると私は大きく町民の不安もなるし、サービスの低

下になるのかなと。そこら辺が一番の危惧なんですね、心配事なんですね。そこら辺の

体制をもう少し明確にしてもらうと、いろんな問題が発生したときの対応の、町で親切

に対応できるような組織体制というのは整備できないものかどうかをお伺いしたいと思

います。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。現在の管理の体制といたしましては、まちづくり

整備課の施設管理班のほうで担当しておりまして、担当職員でその住宅担当というのは

決めております。今後、４月以降につきましても、うちの担当職員がいなくなるという

ことには、町の業務もありますし、今後宮城病院等もできた暁には、その入居手続等も

出てきますので、４月以降につきましても担当職員を配置し、住民の皆様から要望等が

あった場合につきましては対応していきたいと思っております。以上です。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。今の体制は、今課長が言われたように班体制の中できちんと対

応してもらっていると思いますが、これが４月以降、半分公社に委託になると、何か責

任が半分なくなったような形で対応してもらっては困るんですがね。どこに責任あるか

としても、第一義的には町が責任持って町営住宅に対しての業務、極端な話、一番困る

のはクレームだよね。クレーム処理とか、そういうのもやはり１回相談に来たら明確に

町が対応し、それを公社に伝えるとか、そういう形の役割分担の中で親切な対応ができ

る、住民に不安が起こさないような組織というか、班体制、人員体制含めて、そこら辺

が私ら産建教育委員会の中でも求めたいということを強く打ち出したんで、そこら辺、

課長または課長がだめなら町長のほうでこの考え方、方針をお伺いしたいと思います。 

副町長（嘉藤俊雄君）はい、議長。齋藤議員からのご質問でございます。町営住宅であることに関

しては管理代行を通っても変わりません。そういう意味において、町が住民の方々から

いろいろな相談を受けるという部分については的確に対応し、また供給公社のほうとの

連携もきっちり進めてまいりたいと、そのように考えてございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。そういう体制、方針の中でも、今はこれから４月に向けてとい

う準備段階にもし議会で通ればなるんだろうから、そこら辺の住民サービスを低下をさ

せないような体制を明確にとるということを最後に町長、副町長では正直言って不安な
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ので、最終決定者である町長にそこら辺の方針を少し明確に打ち出していただきたいと

思います。以上です。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今回の住宅の管理代行制度の導入ということにつきましては、

他の業務の委託もそうでございますけれども、やはり町とその委託先、受託してもらう

先とやっぱりしっかりと機能分担をして、お互いにいい形でやるというようなことが大

前提だろうというふうに思います。その大前提の上に立って、ご指摘のような、できる

だけ住宅に入っている方々と顔の見える関係を維持しながら、少なくても制度が変わっ

たことによって何か少し最近サービス低下が感じられるというようなことのないように、

しっかりと委託先のほうと連携をとりながら取り組んでまいりたいというふうに思いま

す。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ８番（佐藤智之君）はい、議長。一番下の代行業務の主な内容の中で代行業務にて行うものの４

番目、明け渡し請求に関することとなっていますけれども、これ単純に事情があってそ

の住宅を出る、そういう単純なものなのか、それとも、いい例ではございませんけれど

も、家賃が滞納して出ていってくれと、そういったことに関する請求なのか、その辺の

区別がちょっとわからないです。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。代行業務にて行うものの明け渡し請求につきまし

ては、単純なものと想定しております。一応、町が行うもので今法的措置が必要と、そ

ういうちょっと単純でないものにつきましては町のほうで行う予定としております。以

上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第５９号山元町町営住宅条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

      お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第７．議案第６０号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。それでは、議案第６０号山元町非常勤消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

      お手元の配布資料ナンバー６の条例議案の概要をご準備いただきたいと思います。 

      提案の理由といたしましては、東日本大震災の影響により消防団を取り巻く環境は激

変しており、団員の確保についても大変厳しい状況にあります。今後の復興まちづくり
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を進める中で当面は現下の情勢を反映した組織運営が必要であることから、組織及び定

数の見直しを行うため、山元町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正を提案するものでございます。 

      １、改正の内容でありますが、消防団員の定数は第２条において４００人と規定され

ておりますが、５０人削減し、定数を３５０人に改正するものであります。 

      ２の消防団組織、体制、定数の考え方でありますが、資料の裏面をご覧いただきたい

と思います。左側が改正後の体制、右側が改正前の平成２３年３月１１日、震災前の体

制となっております。 

      震災前の本町消防団は本部分団を含め７分団２５班体制、実団員数は３７３人であり

ましたが、震災により第５分団及び第６分団内の消防班においては震災の影響により町

内外への移転を余儀なくされた団員も多く、団員の急激な減少により消防団としての活

動が厳しい状況となりました。このような状況にあることから、ことし４月１日から組

織体制の暫定見直しを行い、第５分団の第１班上平と第２班磯を統合、第３班中浜と第

４班新浜を統合、それに第６分団の第２班花釜東と第４班花釜西を統合し、３班減の２

２班体制とし、実団員数は３１５名となっております。また、今後の復興まちづくりと

して新山下駅の行政区設置に伴う新たな消防班の設置として約１５人、及び減少してい

る消防団を補うため機能別消防団員の導入や新規隊員の確保など、約２０名を見込み、

条例定数を３５０人としております。 

      なお、補足説明させていただきますが、今後新市街地や町内への移転など復興が進み、

また浜通りの行政区の見直しなどが完了した時点においては、改めて消防団全体の組織

体制の見直しを行う必要があると考えております。 

      また、消防団員については、退職報償金制度や公務災害補償制度があり、毎年宮城県

市町村非常勤消防団員補償報償組合に対し条例定数１人に対し２万１，５００円を負担

し、納付しているところでございます。実団員に合った条例定数に見直すことにより経

費等の削減も図れるものと考えております。 

      本改正の施行期日につきましては、公布の日から適用するものであります。 

      以上をもって、議案第６０号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      １２番佐山富崇君の質疑を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。最後に室長が説明した浜通り地区なりなんなりの行政区がきち

っとできた時点で消防団も配置見直しをするという話ですよね。そういう話からすると、

町内移転の分があって、例えば磯の方が大平に行っていたと。あるいは山寺に行ってい

たという方であっても磯の、つまり第５分団の第１班っていうのかな、こういう形にな

るわけですか、具体的に。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。ただいま、佐山議員のほうからご質問がありました、磯

の方が丘通りの行政区へ行った場合というふうなことなんですけれども、現在について

は、まだそのもとの磯浜の団員として現在は取り扱っております。ただ、今後、丘通り

に移転された団員につきましては、やっぱりその地元とのコミュニティーというふうな

こともございますので、今後見直しを行う中で丘通りの消防班へ移転といいますか、異
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動がえというふうなことで対応していきたいというふうに考えております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。ですから、さっき言ったとおり、その配置がえ、次の区のあい

つができないうちはしないと言っている。その時点まではこのままでいると、こういう

ことですよね。それを聞いたんだから。どの時点でやるんだということを具体的にだか

らお答えくださいということを聞いているんです。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。どの段階というふうな具体的な時期でございますけれど

も、今消防団本部会の中でもそのようなことで、今後どの時期だというふうなこともご

ざいますけれども、例えば、間もなく新市街地のほうでの行政区の設置というふうなこ

ともございますので、そういうふうな時折々、節目の中で早い段階で対応していきたい

というふうに考えております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。全然今の答弁では、私、意味がわからないですね。今の答弁を

私なりに解釈をすれば、その折々にしていきますからと。つまり、いつとは言えません

と、そういうふうにきり聞こえなかったんですが、そういうふうに理解していいのかな。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。いつというふうなことで、私らも消防団本部の事務局と

いうふうなことでございますので、消防団の幹部の方々で地域、班の実情などを踏まえ

ながら早く、そういうふうな異動された、転居された方については、その班に早目にな

じんでいただけるような対応をとっていきたいというふうに考えておりますので、そう

いうふうなものを踏まえながら消防団幹部と協議しながら早急に対応してまいりたいと

いうふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。何、答弁するごとにわがんなぐなるんだね。ですから、言った

のは、時期はできないと、言えないと、私さっき言ったのはそういうふうに言ったんで

す。時期はできないと。その折々にやっていきますと、そういうふうに理解していいん

ですかっつったら、またごちゃごちゃってお話しになったんで、またまた理解できなく

なってきてしまったんですが、改めてお伺いします。例えば、今度のこの条例で４００

人条例定数が３５０にすると。これは、この数字ですからはっきりしているんでわかり

ます。で、その実団員数ということで、この第１分団から第６分団まで各班ごとに員数

も入ってます。員数も入ってる。これが例えば現在移転っつうが、あるいはみなし、あ

れだな、仮設に行ってらっしゃるのだの皆見ても、この員数は間違いなくいるの、それ

の浜の班に。例えば第５分団の１班、第２班、つまり１班は上平と磯、それから２班が

中浜と新浜と先ほどの説明では伺いました。そういうことで、中浜と磯の方々が散り散

りになっていても１６人は団員として確保されているんですね。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。今、佐山議員からお話がありましたように、実際の団員

としてこの班の中に所属していると。ただ、町内とかそういうふうな方で実際、その地

元には残っている方はごくわずかではございますが、仮設とか町内への中で存在してい

る団員であります。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。つまり、地元にはいないがというのは、地元というのは山元町

を含めて言っているんでしょう、地元というのは。それを聞きたいの。 

      あと、んだがら町外に出ている方は何人で、山元町にいる方は何人か、それだけお聞

かせください。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。例えば、例として例えば５－１というふうなことで上平

と磯がですね。（「いやいや、私聞いているのは第２班の中浜と新浜の団員のことを聞い
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ている、この１６人を聞いているんです。それの内訳」の声あり） 

      はい。それでは、中浜、新浜の５－２の人数でございますけれども、実団員数１６名

というふうなことで、町内に居住している方が１０名、町外、みなしとか、そういうふ

うな形で町外に行っている方が６名というふうなことでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。よく理解できました。町外が６名、町内が１０名ね。はい、結

構なことであります。終わります。それぐらいの数字だったら結構です。 

      そういうことで、改めて申し上げておきますが、早急に、できればここ１年以内ぐら

いにだね、見直ししないといけないと。その地区にいないのに私は磯の団員です、ある

いは中浜の団員ですって言っていたんでは、その人、その地区で浮き上がってしまう、

その団員の方々は。極力これは住んでいる地区の団員として登録してもらうようにしな

いと、かわいそうと言ってはおかしいけども、団員として浮いてしまうんだね。そこの

ところ十分認識を深めていただきたいということを申し上げて私の質疑を終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今回の条例の提案の中で暫定的に、今の室長の説明だと暫定的

に変えていくというお話です。今同僚議員からもいろいろ質問あったんで、私のほうか

らは基本の関係のお話をしたいなと思います。 

      この条例を改正する、あるいは団員の定数を決めるときに、どういう考え方のもとに

決めていくのかということで、例えば人口とか、あと面積、あるいは町のいろいろな状

況、あるいは今までの経緯的なもの、そういった組織されたもの、いろいろ勘案されて

これから暫定の整備で今回の条例、あるいは暫定ということであれば本整備という形で、

今同僚議員からも早急にという話も出たんで、早急に整備する必要はあっかなあと思う

んですけども、その辺の基本的な考え方で、山元町の消防団の組織の考え方もあると思

うし、あるいはほかの市町村の、この定数を決めるときの考え方だったり、あるいは班

編成の考え方もあるんでね、それも含めてお話をしていただきたいなと思います。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。消防団の定数のその考え方というふうなことなんですけ

れども、山元町の消防団については今４００名ということで、昭和４３年ごろから４０

０名というふうな団員数かというふうに記憶しております。 

      消防団の団員数のその考え方というふうなものにつきましては、消防力の基準という

ふうな指針がございまして、その中で、これまで平成２６年、昨年度改正になったわけ

なんですが、それまでについては、例えばポンプの所有する台数に対して人数何名とか、

それから大規模な災害時の避難誘導に必要な人数というふうなことで、小学校の可住面

積を基準にとかっていうふうな詳しい、細い数字があったわけなんですけれども、今回

の改正、平成２６年の改正によりまして、その明確な定数の根拠というふうなものはな

くなりまして、例えば火災の鎮圧とか救助、大規模災害時の住民の誘導など、その団の

業務を行うために必要な人数、また地域性や歴史的な背景など、町、地域実情に合った

人数というふうなことで改正されております。以上でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。私が言ったように、やっぱり人口だったり、面積だったり、町

の状況、それを勘案した中で組織として定数を決めていきなさいということなんですね。

そういうふうに考えると、山元町の適正な規模というのはどのくらいに見ていくのかと

いうことが非常に大事かなと思うんですよね。震災で非常に沿岸部の住民の人たちが人

口的に減ってきたとか、あと全体の住宅の張りつけ等も大分変わってきているという現
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状もありますので、その辺を勘案してね、現時点では３５０人で推移すると。 

      ただ、これからどの推移を見ながら考えていくのかということと、あともう一つは、

先ほどこの提案の説明の中でもあったように、やはり団員の確保の問題、それも私はあ

ると思うんですよ。ただ、今の本当に暫定的な部分で考えるとね、やはり町外にいらっ

しゃる団員の皆さん、実質はなかなかやっぱり活動てきないということが勘案されると

思いますので、それらも考えた中で、やはり条例の定数を、条例というか、今回の条例

改正の中での定数というのを考えていくべきだなと思うんですね。その辺で、今の時点

で消防団の皆さんのお話を聞くというのが、これは必要でありますけれども、ただ町と

してどういう形でこの危機管理の中で災害を考えた中での定数の配備をしていくのか。

それとあわせて、団員の確保で、この人口から見てどのくらいの確保をしていけばいい

のか、その辺は私は十分にね、暫定的な今回の考え方であってもね、これから本定数に

向けて十分に考えていく必要があるのかなと思いますので、その辺のちょっと考え方と

か、あと見通し、あと現在の状況も含めてちょっと答弁いただければなと思います。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。今、団員の今後の考え方とかというふうなご質問でござ

いますけれども、これまでの消防団の各班の経緯というふうなのがございまして、１５

名、平均的には１班当たり１５名が平均の団員数というふうなことでございます。ただ、

場合によっては１８名とかというふうな、その行政区の広さ、人口等によってもばらば

らというふうなのが現状でございます。今後につきましては、その適正な消防団員数と

いうふうなもの全体数を踏まえながら各行政区の見直しなど、そういうふうなものを踏

まえまして、その世帯数、それからその班の所管する面積なども踏まえて検討をしてい

きたいというふうに考えております。 

      ちなみに、県内の消防団全体を見ますと、消防団員１人当たりが担当する人数という

ふうなもの、これを見ますと、県平均では１人当たり大体１１２名というふうな人数に

なっております。山元町を考えますと、１万３，０００に対して３１０数名というふう

になりますと 1 人当たり４０名というふうな人数で、平均よりも１人当たりの抱える住

民数が少ないというふうな数字なんかもありますが、こういうふうなものが一概にこれ

で山元町は、んで、もっと減らしてもいいんではないかというふうには言えないかと思

いますんで、そういうふうなこれまでの経緯、経過、そういうふうなのも踏まえて適正

な人数というふうなものを検討してまいりたいというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今課長がおっしゃったように、実際にはやっぱりある程度の基

準もあったり、あとやっぱり先ほど言ったように、全体のやっぱり町のその地理的な状

況、あと災害時の対応の中でどういう形で班編成をしていんか。いろいろの課題も残る

と思います。ただ、やはり災害から４年と一応６カ月を超しているということなんで、

やはり暫定でって考えていくということも１つですけれども、やはり今ちょっと話をし

たように、班の中でも実際に丘通りの分団についてはずっと残っているんでね。考え方

によっては浜通りの分団の分とか、あと新市街地の分、それをどう考えていくかという

ことだと思うんですけれども、ただその改正だけでなくてね、やはり丘通りも含めて全

体のやっぱり人数をどう考えていくのかね、班も含めて。そこを今度の本当の改正の中

できちっとやっぱり考えていくということと、あとやはり同僚議員も言ったように、人

数が大分少なくなってきているということも、団員の確保の体制も大変だということの

中で、やはり早く本改正にしていくべきだと思いますのでね、ここ暫定の改正から１年
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くらいをめどに、きちっと改正できるように現課のほうでもきちっとやっぱり体制づく

りをするということと、あと町長含めた執行部のほうでも、それに向けてきちっと指揮

を高めながら指示をしていくという形で団員内のそういった議論も見て、十分な対応を

していただけるようにお願いをしたいなと思いますので、その辺については最後に町長

からお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。町の消防を中心とした安全・安心体制をいかに再構築していく

かというようなことでございますけれども、先ほど来から担当室長のほうからるるお答

えしている中でもわかるとおり、昭和４３年からの定数できているというふうな中で、

町が置かれたこの間の変化というもの、あるいはいろんな面で施策をしながら議員ご指

摘のような整理なり対応をしていく必要があるんじゃないのかなと基本的には思います。 

      具体的には、昭和４３年以降に常備消防というものが、これが新たに整備されてきて

いるというような部分もございますし、それから町としても、たしか平成７年をピーク

にして人口減少、今回の震災でのさらにその人口減少が加速をしていると。大震災での

町の土地利用の変化、まちづくりの変化というふうなものもございますので、こういう

ふうな部分と町が置かれている、どういうふうな災害にどの程度安全・安心を確保する

ために体制づくりをしていったらいいのかというふうな、この辺の兼ね合いをしっかり

と見きわめながら、他の自治体の取り組みなどを参考にしながら、あるべき姿をできる

だけ早目に再構築していけるように取り組んでまいりたいなというふうに思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６０号山元町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

                                            

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１時１５分といたします。 

午後０時０７分 休 憩 

                                            

午後１時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

議 長（阿部 均君）日程第８．議案第６１号を議題とします。 
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      本案について説明を求めます。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。議案第６１号平成２７年度 社総交（復興）請２号 

町道４１８４号高瀬笠野線道路改良工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

      なお、議案の内容につきましては、別紙配布資料ナンバー７にてご説明いたしますの

で、ご覧願います。 

      議案の概要についてご説明申し上げます。 

      町道４１８４号高瀬笠野線道路改良工事請負契約の締結に当たり、地方自治法第９６

条第 1項第５号の規定により、議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      各項目及び内容について説明させていただきます。 

      契約の目的としましては、平成２７年度社総交（復興）請２号 町道４１８４号高瀬

笠野線道路改良工事でございます。 

      契約の方法につきましては、随意契約でございます。なお、随意契約とした理由を申

し上げますと、本工事は町道高瀬笠野線とＪＲ常磐線新ルートが交差する部分をアンダ

ーパスとして整備している工事でございますが、ＪＲ交差区間につきましては町からＪ

Ｒ東日本に工事を委託しておりまして、現在工事を実施しております。本工事で施工す

るＵ型擁壁、こちらは現在ＪＲ東日本に委託し、施工中のボックスカルバート及びＵ型

擁壁に接続するものでございまして、ＪＲ委託部分のＵ型擁壁と一体構造でございます。

そのため別の業者の施工では構造物の品質管理の責任等所在が不明瞭になるという問題

がございます。また、仮設資材も共用し、取り扱いも複雑になり、また工事進入路が１

カ所であることや施工ヤードも限られていることから複数業者での施工は困難と考えま

す。よって、ＪＲ東日本委託箇所の施工業者である鉄建建設株式会社東北支店を契約先

として選定いたしました。 

      契約金額といたしましては、３億４，９９２万円、こちらは消費税を含むものでござ

います。落札率は９８．１６パーセントとなります。 

      契約の相手方ですが、仙台市青葉区本町一丁目１２番７号、鉄建建設株式会社東北支

店執行役員支店長髙橋昭宏でございます。 

      工事の場所につきましては、山元町高瀬地内、次ページ地図をご覧願います。こちら

山元町中央部、町道高瀬笠野線とＪＲ常磐線の新ルート、こちらの交差部、延長２４０

メーターの区間が施工位置となってございます。 

      議案の概要にお戻り願います。 

      工事の概要につきましては、施工延長２４０メーター、全幅７メーターの道路幅員５．

５メーターになってございます。 

      なお、工事概要につきましては、別紙平面図、２ページ後ろのほうをご覧いただけれ

ばと思います。 

      こちら平面図に示しております、緑で着色しておりますＪＲ常磐線の新ルート中央を

下から上に常磐線が走っておりますが、こちらをアンダーパスする計画の工事でござい

ますが、今回発注しておりますのは先行して工事しているＪＲ東日本で施工しておりま

す、ちょうどこの緑の部分に係るボックスカルバート及びＵ型擁壁に接続する赤色で着

色している区間でございます。こちら場所はＵ型擁壁工ということで、こちらの標準横

断図のほうに示しておりますコンクリート構造物、車道と歩道を擁壁で押さえるような

形の構造になっておりますが、こちらの延長１３５．７メーター及びこの施工に伴いま
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して発生します切土工６，３００立米、盛土工１，８００立米及びＵ型擁壁とボックス

カルバート内の、こちら車道及び歩道の舗装並びに防護柵、こちら及び転落防止柵や側

溝ということでなってございます。 

      議案の概要にお戻り願います。 

      詳細な推移は、こちらの概要に示すとおりでございます。 

      工費といたしましては、採決された日の翌日から平成２８年３月３１日までというこ

とでございます。 

      以上で、議案第６１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜

わりますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ７番齋藤慶治君の質疑を許します。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。施工の関係でちょっと確認したかったんですが、ここは本町に

おいては珍しい鉄道の少し下を通るという形の設計なんですが、排水対策関係がちょっ

とこう見ると、この工事費の概要には載ってなかったんですが、色の着色見ると排水経

路みたいのが色はついてると推定はされるんですが、ここら辺、道路が低くなった分、

排水対策というのは十分考慮されていると思うんですが、再確認したいと思います。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。こちら排水対策といたしましては、こちらの平面図

の右側上に上って斜め上、方向でいうと北方向に向かって排水系統が描いていると思う

んですが、こちら高瀬川のほうに排水する計画でおりまして、こちらアンダーパスの一

番低いところよりも低い箇所に排出する形で自然流下で考えてございます。 

      ただ、水位が上がったり想定以上の降雨等も降ることも考えられますので、そちらの

ほうにつきましては、ポンプ等を今後設置等を検討しまして排水対策のほうは考えてい

きたいというふうに考えております。以上でございます。 

 ７番（齋藤慶治君）はい、議長。今、結構大雨含めて排水、ましてここは避難道路的な位置づけ

もありますので、せっかく来たら水深が１メーターぐらいあってだめだというふうにな

っては困るので、逆にそういう設計になっているんだら、最後のほうの維持管理のほう

もきちんとした対応をとって建築に当たられたいと思います。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。今の続きなんですが、高瀬笠野線のその隧道の一番低い面と高

瀬川の排水面の上辺、どの辺ぐらいの違いあるのか、ちょっと教えてください。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。アンダーパスの一番低いところで標高、高さが１．

３３４となっておりまして、高瀬川の排水計画位置が１．１２３ということで、こちら

長さがおよそ１００メーター離れている箇所に排出する計画でございまして、流水勾配

も１．５パーセント確保しているということから排水については問題ないというふうに

考えてございます。以上でございます。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。再度伺いますがね、この高瀬川の１．１２３ていう水位のとこ

ね、高瀬川の水位が、何ていうのか、川の土手の高さと比べると、どのくらい下がった

ところが１．１２３なんでしょうか。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。こちら流末位置で、その高瀬川の底盤位置より、そ

の位置の箇所、排水路の底盤が０．０６ということから、およそ１メーター程度、１．
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０６ほど高い位置、その河床の底盤より１メーター程度高い位置に排水する計画になっ

ておりまして、それで、もしそれ以上水位が上がったときには、フラットゲートといい

まして、逆流しない弁が塞がるような形の計画になっておりますので、まず常時は、通

常流下という形で自然流下で流すというふうに考えておりまして、もし水が吐き出すと

ころより上がった場合には、フラストゲートという塞がるゲートをつけておりますので、

それで塞がった形になって、ポンプで内側から排水するという計画になってございます。

以上でございます。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。この排水口の近くに私の田んぼがあるんですが、毎年大雨降れ

ば毎年ですよ、稲が完全にくぐるんですからね、あの高瀬川から逆流して。そして、国

道のローソンあるところから笠野におりてぐ農道あるんですが、あの農道を越えて、そ

の高瀬川の水は笠野のほうさ流れていぐんですよ、毎年必ずあるんだから、それ。そう

いう条件下でこれをまたやって、本当にこの道路が、先ほど慶治君心配してたんだげっ

ともね、避難道路にもなってっとこがね、もし雨んとき避難道路なんて浸かったら本当

に大変じゃないかなと、余計な心配かどうかわかりませんが、心配なもんで質問してる

んですが。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。こちら、今おっしゃっている心配も、確かに全体と

しての排水計画という問題もあるかと思います。それで、そちらのほうの排水対策とい

うのもある中で、さらにこのアンダーパス、こちらの利用についても大雨時大丈夫かと

いうお話も確かにあるかと思います。これにつきましては、まずポンプで当然内水とい

うか、たまった水を吐くという対策と、あとどうしてもアンダーパスという性質上、降

雨量によっては通行どめにしなきゃいけないというようなケースも出てきまして、ただ

そういった降雨の状況というのは、あたりが冠水するような大雨時なので、そこまで行

く状況等もいろいろルート等の避難する際の検討計画とあわせて考えていく必要がある

のではないかというふうに思います。以上でございます。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。信用しないわけではないんですがね、毎年大丈夫だ、大丈夫だ

って言われた田んぼが毎年そのようになっているんですよね。そして、被害出たとき、

想定外だったと言われるのが、いっぱい心配な点があります。契約してしまったんだ、

何ぼ仮契約とはいえどもね、したのかもしれませんが、今後に対して管理、十分やって

ほしいということと、もし直せるんだったらもう少しできないかなという思いをお伝え

します。 

農業基盤整備推進室長（大和田 敦君）はい、議長。じゃ、私のほうから今後藤議員のおっしゃっ

ている、高瀬川そのものの話が非常に心配だというふうな話が出ましたので、補足しま

してお話しさせていただきたいと。 

      ご承知のとおり、農免農道から上流部分については、今般、農水省のほうで直轄で直

してございます。そこから上流部、後藤議員が指摘されるところの区間については、亘

理土地改良区の所管する排水路というふうな位置づけになっています。今年度、高瀬川

についても改良区のほうで浚渫するというふうな話もいただいていますし、やっぱりご

心配なのは、土砂がたまると、その分断面が確保できなくなるというふうなものがあり

ますので、これらについては定期的な維持し浚渫を施しながら排水断面の確保を図りな

がら、今般の復興整備のほうで対応する排水路についても、あわせて対応してまいりた

いというふうなことで考えております。よろしくお願いします。 
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１３番（後藤正幸君）はい、議長。今の説明ですと、今回の契約と関係なく、高瀬川の水位を余り

上がらないように計画しているからあんまり心配しないでというような説明だったと思

います。そういうことで了解しました。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 １番（青田和夫君）はい、議長。簡単なことだけちょっとお伺いします。１点だけ。先ほどフラ

ップゲートの話をされましたけれども、逆流しないようにということなんで、その辺を

詳しくちょっと説明していただけますか。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。今質問がございますフラップゲートというのは常時、

先ほど排水する高瀬川の用水路のほうに水が流れるときは倒れて出てくる、水が流れる

形。ただ、用水路の水位が上がったときには、逆にすると今度、水位が上がった場合に

はアンダーパスに逆流したら困るので、水位が上がった場合には塞がる構造のゲートの

ことをフラップゲートという形で呼ばれておりまして、そちらを施工するという計画で

ございます。以上でございます。 

 １番（青田和夫君）はい、議長。そうすると、樋門形式のやつで想定していればいいんですね。

そうすると今度水位の高さ。例えばそういう樋門だと高さ、高潮のときに入ってこない

ようにする、上がる、戻るときに逆流しない、そのような形で、これは何基つける予定

なんですか。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。こちらの平面図で示してございます位置、ちょうど

右斜め前に上がっていくところなんですが、こちら１カ所で排水するというわけでござ

います。以上でございます。 

 １番（青田和夫君）はい、議長。そうすると、１基だけということで、それで水位が上がっても

きちんとなると、支障はないと、そういうふうに理解していいわけですね。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。常時排水が今のような形で流して、雨が降った場合、

もしくは水が負けた場合、こちら水位標とかつけてポンプ等を稼働させる計画でおりま

すので、そちらの場合、負けた場合にはポンプを稼働させて流すような計画で現在考え

てございます。以上でございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６１号平成２７年度 社総交（復興）請２号 町道４１８４

号高瀬笠野線道路改良工事請負契約の締結について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 
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議 長（阿部 均君）日程第９．議案第６２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。議案第６２号平成２６年度 復興交付金事業 町道

２８号上平磯線道路改良工事（その１）請負契約の変更についてご説明申し上げます。 

      なお、議案の内容につきましては、別紙配布資料ナンバー８にて説明いたしますので、

ご覧願います。 

      議案の内容についてご説明申し上げます。 

      町道２８号上平磯線道路改良工事（その１）請負契約の一部に変更が生じたことから、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を要するので提案するもの

でございます。 

      各項目及び内容について説明させていただきます。 

      契約の内容としましては、平成２６年度復興交付金事業町道２８号上平磯線道路改良

工事（その１）でございます。 

      契約金額につきましては、現契約金額が１億３，５００万円（消費税を含むもの）か

ら変更契約といたしまして１億４，８１４万５，７６０円に変更するもので、増額分と

いたしましては１，３１４万５，７６０円（消費税を含むもの）でございます。 

      契約の相手方は、仙台市青葉区上杉一丁目 6 番１１号、株式会社大林組東北支店常務

執行役員支店長髙槻幹雄でございます。 

      工事の場所につきましては、山元町磯地内ということで、１ページ、位置図をご覧い

ただければと思います。こちら、常磐線新ルートと町道上平磯線交差部で上記、赤い印

をつけたところでございます。 

      議案の概要にお戻りいただきたいと思います。 

      工事の概要といたしましては、こちら、行ったり来たりで申しわけないんですが、再

度、次ページの図で説明させていただきたいと思います。 

      変更の概要としましては、まず土工事で、補強土断面図、こちらの右側の真ん中に書

いてあります補強盛土断面図をご覧いただきたいと思いますが、こちらに示す赤い着色

部、こちらが掘削断面となっております。当初、こちらの掘削断面の土砂が土砂掘削で

１，７００立米設計で計画しておりましたが、現場を実際掘削したところ、土質条件の

相違が確認され、その結果、土砂掘削は９０立米、軟岩掘削が１，６００立米に変更し

たものでございます。その他、ＪＲ東日本との協議の結果、鉄道の運行の安全性を考慮

する必要があるということから、こちら附帯工、こちら側面図の赤く着色したところで

ございますが、こちら全体の構造物の中の着色された箇所、こちらに剥離防止材という、

コンクリートが剝がれて落ちるのを防ぐ材料、こちらを３２１立米増工、また下の補強

盛土断面図、こちらのほうに横に層状で補強材を入れておりますが、こちらも土が陥没

等をしてＪＲの走行に支障を来すのを防ぐ目的で補強材ジオグリッド及び層厚管理材ジ

オネット５２９平米を増工するような形で今回、内容の変更がございます。 

      前ページの議案の概要にお戻り願います。 

      詳細な変更内容は、こちらの工事の概要に示すとおりでございます。 

      工期につきましては、平成２６年１２月１６日から平成２７年９月３０日まで。 

      変更理由としましては、現場を掘削したところ、当初設計の土質条件と相違が確認さ
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れたこと、また工事発注後においてＪＲ東日本と施工協議を行ったところ、鉄道の安全

な運行確保の視点から門型カルバートの施工に伴う埋め戻し、掘削埋め戻し部に補強盛

土材を施工すること及びカルバート工の上部コンクリート内に剝離防止剤を投入するこ

ととしたためということでございます。 

      議決経緯といたしましては、平成２６年第４回山元町議会定例会議案第６１号となっ

ております。 

      以上で、議案第６２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜

りますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６２号平成２６年度 復興交付金事業 町道２８号上平磯線

道路改良工事（その１）請負契約の変更について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１０．議案第６３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

まちづくり整備課長（阿部勝則君）はい、議長。では、議案第６３号平成２５年度 債務負担行為 

磯浜漁港施設災害復旧工事請負契約の変更について説明申し上げます。 

      議案の概要につきましては、配布資料ナンバー９でご説明いたしますので、ご覧くだ

さい。 

      本案件は、磯浜漁港施設災害復旧工事の請負契約の一部に変更が生じたことから、議

会の議決を要するので提案するものでございます。 

      次に、主な事項と内容を説明させていただきます。 

      契約の目的は、平成２５年度債務負担行為 磯浜漁港施設災害復旧工事です。 

      契約の相手方は、仙台市青葉区所在の東洋建設株式会社東北支店執行役員支店長田中

啓之でございます。 

      契約金額は、現契約額が８億５，０６５万１，６５０円、消費税を含みます。変更契

約額が８億３，４３９万４，４１０円、消費税を含みます。減額が１，６２５万７，２

４０円、消費税を含みます。 

      工事の場所は、山元町坂元字浜崎です。 
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      工事の概要につきましては、裏面の別紙となりますので、ご覧ください。 

      主な変更点ですが、臨港道路については舗装工と排水構造物工の数量が減工となって

おります。北防砂堤についても上部工と舗装工が減工となっております。 

      概要にお戻りください。 

      工期は、平成２５年６月１９日から平成２８年２月２９日までで変更はありません。 

      変更理由は、臨港道路については２ページ目の平面図をご覧ください。 

      赤枠が当該災害復旧工事の施工範囲となり、青枠が別途実施している海岸保全施設の

堤防工事の施工範囲となります。赤枠と青枠が重なる部分の道路を災害復旧工事で施工

を予定していましたが、施工時期等の調整により海岸保全施設の堤防工事で実施するこ

ととなったため災害復旧工事から減工となりました。 

      北防砂堤については、３ページ目の標準断面図をご覧ください。 

      黄色い着色部分の上部工と舗装工を当該災害復旧工事において施工予定でしたが、国

土交通省が行う海中瓦れきの物揚げ場として利用しており、復旧については国が行うこ

とになったので減工となりました。 

      概要のページにお戻りください。 

      議決経緯は、記載のとおりです。 

      以上で、議案第６３号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決を

賜りますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６３号平成平成２５年度 債務負担行為 磯浜漁港施設災害

復旧工事請負契約の変更について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１１．議案第６４号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。それでは、議案第６４号和解についてご説明申し上げま

す。 

      配布資料のナンバー１０をもってご説明させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
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      まず、提案理由でありますけれども、次のとおり業務委託料等請求調停事件に関しま

して和解したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を

要するので提案するものでございます。 

      まず、内容でございますけれども、１として、この調停事件の相手方でありますけれ

ども、仙台市青葉区の株式会社東北地域環境研究室であります。 

      事件の番号といたしましては、仙台簡易裁判所に申し立てられておりますが、平成２

６年（第１１６号）業務委託料等請求調停事件であります。調停の申し立てが平成２６

年４月１日でございます。 

      請求内容でございますが、相手方からの請求として７８９万７，０００円とこれに伴

う支払遅延金、年５パーセントの請求であります。内訳といたしましては、業務委託料

の全体の契約額のうち前払いを除いた残額６９１万円、それに契約保証金を合わせて納

入しておりますので、その返還額として９８万７，０００円の内訳であります。 

      ５番といたしまして、事件の概要でありますけれども、この対象となっている業務委

託の内容につきましては、業務名が平成２４年地振委１号山元町農産物等直売所ほか建

設事業基本計画策定業務委託であります。 

      契約日は平成２４年の１１月２７日でありまして、履行期間がこの同年１１月２８日

から翌年の平成２５年８月３０日までであります。 

      契約額が９８７万円であります。このうち前払いが２９５万９，９５０円、これは平

成２４年の１２月１４日支払い済みであります。 

      あわせて、契約に伴って相手方から納入されている契約保証金が９８万７，０００円、

これについては平成２４年の１１月２７日に相手方から納入済みであります。 

      次に、この調停事件に至った端緒でありますが、この契約の内容につきまして、町の

ほうとして業務委託を点検、そして内容の確認をしている中で、報告書の内容に不備、

提案計画内容に具体性が乏しく、根拠がないものがあるというようなもののため、再三

修正指示を行ってまいりましたけれども、履行期限まで仕様を満たした報告書が提出さ

れず、その後も完成の見込みがないというようなことで、委託契約条項に基づきまして

契約解除をすることで相手方と協議をしてまいりました。しかしながら、相手方も弁護

士を入れて、町のほうとしてもやりとりをしてまいりましたけれども、平成２５年の１

０月の２０日、契約解除の通告を進展しないためにいたしました、町としてですね。相

手方については、これを無効だと主張しまして、平成２６年の４月４日付で調停を打ち

切って仙台簡易裁判所のほうに、この前払い以外の残額と支払遅延金を求める調停等の

申し立てをしてきたものであります。 

      裏面に参りまして、６番として裁判所からの調停案と町の対応ということでございま

すが、平成２７年７月２３日開催をした計８回目の調停において、裁判所のほうから相

手方の請求額７８９万７，０００円に対しまして町のほうでは２５４万５０円を支払っ

て、また相手方はその差額５３５万６，９５０円と支払遅延金の請求を放棄すると。一

切の清算することによって本件を解決することが相当であるという調停案が示されまし

たため、係争の今後の展開等を総合的に判断いたしまして、調停案を受け入れるべく和

解について今回、提案するものであります。 

      示された調停条項については、次のとおりであります。 

      まず、１番といたしまして、委託契約そのものについては、町が通告していたとおり、
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平成２５年１０月２日をもって契約解除して、まずこの契約は終了したということを確

認すると。それから、２番目に、町はその解決金として２５４万５０円を支払うと。こ

の積算基礎につきましては、表に整理をいたしておりますが、①の契約金額９８７万円

と、それから②契約保証金９８７万円を足した③の合計額１，０８５万７，０００円で

すね。これのおおむね５割というのが④として裁判所の調停案として示されたものが５

５０万円という額であります。この５５０万円から⑤の既に支払いを終えている前払い

金２９５万９，９５０円を差っ引いて、最終的には⑥の解決金２５４万５０円という残

額の支払いになります。この内訳といたしましては、備考欄に記載しておりますけれど

も、和解解決金といたしまして１９７万５，０５０円、それから９８万７，０００円の

契約保証金のうち相手方に５６万５，０００円を戻すというような内容の内訳でござい

ます。 

      下の欄外に米印で記載しておりますけれども、９８万７，０００円から５６万５，０

００円を引いた残額４２万２，０００円につきましては、地方自治法の規定に基づいて

町に帰属するという内容であります。 

      それから、３番目に、裁判所のほうから示されたのは、この相手方、申し立てをした

相手方については、町が支払う上記の解決金以外の差額５３５万６，９５０円と支払遅

延金年５パーセントの請求はもう放棄すると。 

      それから、４番目として、以上よって本件に関する一切を清算することをお互いに確

認する。 

      そして、最後に、これまで要した調停費用につきましては、各自の負担とするという

ことでございます。この５番目の、これまでに要した調停費用といたしまして、参考と

して、町といたしましては町の委任弁護士に対しまして、委任契約に基づいて経済的な

利益の１０パーセントというような規定がございますので、町が支払わないで済んだ額

５３５万６，９５０円の１０パーセントと、それに消費税を加えた５７万８，５５０円

を負担するというようなことになります。 

      和解の内容については以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６４号和解ついて採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 
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よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１２．議案第６５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。それでは、議案第６５号平成２７年度山元町一般会計補

正予算（第３号）についてご説明をいたします。あわせまして、補正予算附属資料説明

書もお手元にご準備いただければと思います。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ５１億１，２５２万９，

０００円を追加いたしまして、総額を３８４億８，３５８万３，０００円とするもので

ございます。また、歳入歳出予算の補正とあわせまして、債務負担行為の補正も行って

いるところでございます。 

      それでは、歳出予算のほうから順次ご説明をさせていただきます。１０ページのほう

をお開きいただければと思います。 

      まず、人件費についてご説明をさせていただきたいと思います。第１款議会費以下各

款におきまして、職員の給料、手当、共済費など人件費の補正を行っております。こち

らにつきましては、例年９月補正で行っております人事異動に伴うものでございます。

当初予算は１月１日現在の人員に合わせまして人件費を組んでおりますが、その後人事

異動等がございましたので、８月１日現在の人員で置きかえているものでございます。

以下、同じ考え方で人件費を割り振っておりますので、詳細については説明を省略させ

ていただきたいというふうに思います。 

      それでは、人件費以外について順次ご説明をさせていただきます。 

      まず、第２款総務費第１項総務管理費でございます。第５目の財産管理費につきまし

て、積立金を３３億４，０９７万５，０００円計上してございます。こちらにつきまし

ては、決算総括等々の際にもご説明をさせていただいたところではありますが、改めて

ご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

      復興交付金事業や町独自の津波被災住宅再建事業などにおける予算の繰り越しにつき

ましてですが、その財源としての基金繰入金が、もう既に収入が入っているということ

で、未収入特定財源ということでは認められないということになってございまして、繰

越事業分も基金から財源を繰り入れした上で次年度に繰り越す必要がございます。しか

しながら、繰越額はあくまでも予算ということでございますので、実際の事業決算額と

乖離が出てまいります。その結果、不用額が生じるという形になります。このため事業

費が減少した分につきましては、過剰に基金を繰り入れるという結果になりますが、原

則繰越予算額につきましては補正ができないということで、過剰繰入分については決算

におきまして剰余金という形になりまして、最終的には財政調整基金に積み上がるとい

う形になります。そのため決算が固まりました時点で翌年度の予算という形になります。

平成２７年度、今回になりますが、におきまして前年度平成２６年度の繰越事業の過剰

繰入金を基金に返納と、いわゆる積み立てをするというようなことでございます。です

ので、説明欄のほうにも平成２６年度繰越事業精算分という形で説明書きを入れさせて

いただいたというような内容になってございます。 

      次に、第６目企画費でございます。負担金補助及び交付金を２３０万円計上してござ

います。こちらにつきましては、自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用しま
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して、新たに整備する花釜区生活センターの備品を購入するものでございます。財源に

つきましては、全額諸収入という形になってございます。 

      次に、第１１目諸費でございます。まず、委託料、それから次ページにちょっと行っ

ていただいて申しわけないんですが、補償補塡及び賠償金、合わせて２５５万５，００

０円計上しております。こちらにつきましては、ただいま和解についてということで議

案議決いただいたところでございますが、農水産物直売所の業務委託契約解除に係る調

停に伴う弁護士費用及び和解解決金という形になってございます。 

      また、１０ページの一番下段の負担金補助及び交付金ということで２４万２，０００

円計上してございますが、こちらにつきましては鷲足公会堂改修工事のために必要な経

費を補助する内容となってございます。 

      議案書の１１ページを改めてお開き願います。 

      次に、第１８目防犯対策費でございます。こちらも負担金補助及び交付金ということ

で５５万円計上しております。こちらにつきましては、各行政区に交付する防犯灯維持

管理補助金に不足が生じたということで補正をするものでございます。 

      次に、第３項戸籍住民基本台帳費第１目戸籍住民基本台帳費でございます。こちら、

ちょっと人件費の補正も入っておりますので、ちょっとわかりづらいところはございま

すが、人件費の補正分を除きまして、合わせて６８１万２，０００円計上しているとこ

ろでございます。こちらにつきましては、補正予算附属資料説明書を用いましてご説明

をさせていただきたいと思います。 

      ２ページをお開きいただければと思います。 

      内容といたしましては、いわゆる番号法と呼ばれる法律の施行に当たりまして、個人

番号の通知カードが１０月から交付されます。これを受けまして、地方公共団体情報シ

ステム機構（Ｊ－ＬＩＳ）と呼ばれる、こういったマイナンバー関係の総括をする団体

があるんですが、そちらに対する負担金ですとか、住民の方が住所変更があった場合に

個人番号通知カードに裏書き、免許証のイメージを持っていただければよろしいかと思

いますが、住所を裏書きするということで、そのための印字システムを購入するもので

ございます。財源につきましては、国庫補助金が４９８万円という中身になってござい

ます。 

      議案書のほうに戻っていただきまして、１２ページをお開きいただければというふう

に思います。 

      続きまして、第３款民生費第１項社会福祉費でございます。 

      こちらにつきましては、繰出金ということで、国民健康保険事業特別会計繰出金を増

額してございます。こちらにつきましては、これ人件費の関係でございますが、国保特

会で人件費を措置している職員に係る人事異動がございました関係で、一般会計から繰

入額を増額しているという内容になってございます。 

      反対に、次の老人福祉費の繰出金をご覧いただきたいと思うんですが、逆に介護保険

事業特別会計繰出金のほうは７００万円ほどの減額ということで、こちらも先ほど国保

で説明申し上げた人件費の関係で、こちらは逆に人事異動の結果、繰り出しを減らした

というような中身になっているものでございます。 

      それから、同じ老人福祉費の第１９節の負担金の関係でございますが、後期高齢者医

療制度の関係での負担金の増ということになってございます。こちらにつきましては、
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平成２６年４月から実施しております後期高齢者医療の一部負担金免除に係る町負担分

というような中身になっているものでございます。 

      次に、１３ページは飛ばしまして、１４ページをお開きいただければというふうに思

います。 

      続きまして、第６款農林水産業費第１項農業費でございます。第３目の農業振興費に

つきまして、合わせて２０万円計上しております。こちらにつきましては、農地中間管

理機構の委託を受けまして山元東部地区などの農地集積を促進する事業を実施するもの

でございまして、財源といたしましては全額諸収入という形になっているものでござい

ます。 

      次に、第９目農業復興推進費でございます。合わせて２２３万５，０００円計上して

おります。こちらにつきましては、補正予算附属資料説明書を用いましてご説明をさせ

ていただきます。 

      ４ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

      こちら事業の内容といたしましては、農林水産業者、流通業者、食品事業者等のネッ

トワークを形成するとともに事業者間のマッチングを促進し、新商品の開発、販路の開

拓等の取り組みを行うほか、６次産業化を推進するためのプロジェクトリーダーの養成

に取り組むものとなってございます。詳細につきましては、附属資料のほうに記載ござ

いますので、こちらをご参考にしていただければよろしいかなというふうに思います。

財源につきましては、県補助金が７０万７，０００円ということになってございます。 

      議案書のほうにお戻りいただきまして、１５ページをお開きいただければと思います。 

      続きまして、第 7 款商工費第 1項商工費でございます。第４目商工復興推進費につき

まして役務費６万５，０００円ということで計上してございます。こちらにつきまして

は、新山下駅周辺地区及び新坂元駅周辺地区の商業用地に立地を予定しております各事

業者と、事業用定期借地権契約に当たりまして公正証書を作成しなければならないとい

うことで、その公正証書作成に要する経費となってございます。 

      続きまして、第 8 款土木費第２項道路橋梁費でございます。第１目道路維持費につき

まして委託料を６１０万円、第２目の道路新設改良費につきまして委託料を８８３万円

計上しております。こちらにつきましては、補正予算附属資料説明書を用いまして順次

説明をしてまいりたいというふうに思います。 

      ６ページをお開きいただければというふうに思います。 

      この道路維持費、それから道路新設改良費についてですが、今回の補正の経緯としま

しては、一般質問等々でもいろいろとお話しいただきましたが、町民懇談会の席上でい

ろいろな形で要望なり、意見なりが寄せられていると。そういったことを踏まえまして、

全てを一気にやることは当然できないわけですけれども、順次やっていくということで

今回、一部の経費について予算を計上させていただいたという中身になってございます。 

      まず、道路維持費につきましては、若干繰り返しになりますが、ことし４月以降の町

民懇談会ですとか、各行政区等から道路維持修繕、それから安全施設等についてご意見、

ご要望が多いということや、震災の影響によりまして急激に増加している土取り場から

往来するダンプの影響によりまして、その走行路線となっている路面の損傷が激しく、

同じく町民懇談会などの場面において多数の苦情が寄せられたというようなことを受け

まして、その道路維持修繕に要する経費、それから土取り場ルートの路面パトロールに
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要する経費を追加措置する内容となってございます。具体的な施工位置等については、

附属資料の７ページに記載がございますので、参考にしていただければと思います。 

      続きまして、同じく附属資料の８ページをお開きいただければと思います。 

      次に、道路新設改良費についてでございますが、こちらにつきましても町民懇談会、

それから各行政区等から今度、道路改良等に対するご意見、ご要望が多かったというこ

とを受けまして、新設改良となりますと急に公図というわけにはいきませんので、まず

測量なりその準備が必要だということもございましたので、来年度以降工事に着手でき

るように今回、測量設計費を計上するという内容になってございます。 

      具体の工事内容でございますが、鷲足地区の町道鷲足山崎線及び鷲足中筋線の排水対

策並びに狭小道路の改良を行うもの、それから町道大平宮前線と農道味曽野線の交差部

において交差角度や縦断勾配が急なっており、安全な通行に支障を来しているため、交

差部等の局部改良を行うという中身になっています。それの測量設計費ということでご

理解いただければというふうに思います。 

      それから、議案書１５ページにお戻りいただきまして、次に第３項河川費第１目河川

管理費でございます。工事請負費を１５０万円計上しております。こちらにつきまして

も町民懇談会、それから各行政区等から河川浚渫のご意見、ご要望も多かったというこ

とを受けまして、河川浚渫工事費を増額する内容となってございます。 

      議案書の１６ページをお開き願います。 

      次に、第５項下水道費第２目の下水道復興推進費でございます。負担金補助及び交付

金を２億７，１００万円計上しております。こちらにつきましては、下水道事業会計で

事業実施する磯地区農業集落排水事業に対しまして繰出基準に基づき事業費の一部を繰

り出すものでございます。財源につきましては、震災復興交付金基金繰入金が１億８，

６７６万６，０００円となってございます。 

      次に、第６項都市計画費第３目都市計画復興推進費でございます。合わせて１３億５，

４０９万４，０００円計上しております。こちらにつきましては、補正予算附属資料説

明書を用いてご説明をさせていただきたいと思います。 

      １３ページをお開きいただければというふうに思います。 

      役務費については、郵便料ということで説明を割愛させていただきます。 

      工事請負費から順次説明をしてまいります。 

      まず、津波復興拠点整備施設関係工事請負費ということで、これ具体に申しますと谷

地川排水路改修工事という中身になります。工事請負費として９，６１０万円計上して

おります。こちらにつきましては、新坂元駅周辺地区市街地整備事業にあわせて新市街

地南側の水路改修を行うことによりまして、大雨時における冠水被害を抑制するという

改修になっておりまして、国と調整の結果、復興交付金の一括配分枠を活用することが

認められたということから今回、補正をするものでございます。財源につきましては、

震災復興交付金基金繰入金が７，６８８万円という形になってございます。 

      次に、防災公園整備事業でございます。こちらにつきましては、津波襲来時に避難が

遅れた方々の一時避難場所として避難築山を含む防災公園、具体には牛橋公園、それか

ら（仮称）花釜公園、（仮称）笠野公園という３つの防災公園の計画を進めておりますが、

復興交付金の第１２回申請により認められたということで、整備工事を行うために必要

な経費といたしまして５億５，４４０万２，０００円を計上するものでございます。財
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源につきましては、震災復興交付金基金繰入金が４億１，５８０万１，０００円という

ような形になってございます。 

      補正予算附属資料説明書の１４ページをお開きいただければと思います。 

      次に、住宅かさ上げ助成事業でございます。負担金補助及び交付金ということで７，

５１１万円計上してございます。こちらにつきましては、第２種及び第３種危険区域並

びに１万平方メートル以上の造成団地、津波浸水区域において被災を受けた宅地におい

て住宅再建を行う際、地盤のかさ上げに対し、助成を行うという内容になっているもの

でございますが、今回、補助率や補助限度額の拡充を行うとともに、面積、高さの要件

を緩和することとしたことから必要な経費を追加措置する内容でございます。財源につ

きましては、全額震災復興基金繰入金という形になってございます。 

      次に、附属資料の１５ページをお開きいただければと思います。 

      津波被災住宅再建支援事業、町独自支援分でございます。こちらも負担金補助及び交

付金ということで６億２，８２５万円計上しております。こちらにつきましては、防災

集団移転促進事業及び崖地近接等危険住宅移転事業の適用とならない世帯等に対する、

いわゆる町の独自支援策ということでございますけれども、これまでの被災者支援にお

ける状況において各項目の支援の拡充ですとか、追加が必要と判断されたということで、

追加支援策の予算を新たに計上するという内容になってございます。 

      議案書の１６ページのほうにお戻りいただきまして、次に第１０款教育費第２項小学

校費及び１７ページにございます第３項の中学校費でございます。各校の教育振興費に

需用費を合わせて２０万円計上してございます。こちらにつきましては、寄附金を活用

いたしまして小中学校の図書を購入するものでございます。こちらにつきましては、そ

ういった内容の指定での寄附があったということで、その財源に活用をさせていただく

という中身になろうかと思います。 

      続きまして、同じく１７ページの第１１款災害復旧費の第３項文教施設災害復旧費で

ございます。第１目の公立学校施設整災害復旧費につきまして、合わせて１億４４８万

７，０００円計上しております。こちらにつきましては、現在工事が進められておりま

す山下第２小学校の新築復旧に伴う外構工事、具体に申し上げすと、例えばグラウンド

整備ですとかフェンス、遊具等の整備ということになろうかと思いますが、を実施する

ものとなっております。こちら災害査定が終了いたしましたことから経費を追加措置す

るものでございます。財源といたしましては、国庫補助金が８、８８３万３，０００円

という形になってございます。 

      それから、次に１８ページに移っていただいて、第５項の消防施設災害復旧費でござ

います。工事請負費を５００万円計上しております。こちらにつきましては、東日本大

震災の大津波により流出した花釜消防ポンプ置き場を復旧するものでございます。財源

といたしましては、国庫補助金が３３３万３，０００円という形になってございます。 

      歳出予算の最後になります。第１３款諸支出金第２項災害援護資金貸付金でございま

す。第１目災害援護資金貸付金につきまして２８０万円計上しております。こちらにつ

きましては、繰上償還された貸付回収金を９月末に県に償還する形になりますが、繰上

償還により回収された金額が当初想定を上回ったということで所要額を補正する内容で

ございます。 

      以上が歳出予算の主な内容でございます。 
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      歳入予算につきまして主なものを次に説明をしたいと思います。 

      議案書の７ページをお開きいただければと思います。 

      まず、第１０款地方交付税でございます。約３億２００万円、震災復興特別交付税を

計上しております。こちらは歳出のほうでご説明しました震災復興交付金事業等の補助

裏に充てるものということでの計上となってございます。 

      次に、第１４款国庫支出金でございますが、こちらにつきましては先ほど歳出予算で

ご説明したとおりの内容となってございますので省略をさせていただきます。 

      次に、第１５款県支出金でございます。民生費、農林水産業費といたしまして、それ

ぞれ記載の県補助金を計上しております。このうち児童福祉費補助金についてちょっと

ご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

      こちらにつきましては、前年度に引き続きまして、被災されたご家庭の経済的負担を

軽減するために、全壊世帯については保育料の全額を、大規模半壊及び半壊世帯につい

ては保育料の半額を免除するものとなりまして、その必要な経費に対する補助金が昨年

度に引き続き来たということでの計上という形になってございます。 

      それから、第１６款財産収入ということで、７ページの一番下にございますが、こち

ら１５万円ほどでございますけれども、こちらにつきましては新坂元駅周辺地区商業用

小区画の土地の賃借料収入ということで計上をさせていただいております。 

      議案書の８ページをお開きいただければと思います。 

      第１７款の寄附金につきましては、先ほど歳出予算でご説明をしたとおりの内容でご

ざいますので省略をさせていただきたいというふうに思います。 

      次に、第１８款繰入金でございます。第１項特別会計繰入金といたしまして、国保、

後期高齢者医療、それから介護保険の特別会計から、それぞれ一般会計に繰り入れをし

ております。これは平成２６年度の決算に基づき精算を行いました結果、一般会計に戻

しているというものでございまして、例年どおりの内容となっているものでございます。 

      第２項の基金繰入金につきましてですが、まず財政調整基金ということでございます。

約２６億５，４００万円取り崩しを増額してございます。こちらにつきましては、歳出

でもご説明しましたとおり、平成２６年度繰越事業の財源として既に取り崩しておりま

した震災復興交付金基金及び震災復興基金について事業の実績確定に伴い、約３３億４，

０００万円を基金に積み戻すほか、今回の補正予算編成に当たり財源調整を行った結果、

最終的に財政調整基金を取り崩すという形になったというものでございます。 

      その下の震災復興交付金基金及び震災復興基金につきましては、先ほどご説明させて

いただきました防災公園とか津波被災住宅再建支援事業などに充当いたしますことから、

それぞれ約６億８，０００万円、７億という形で取り崩しているものでございます。 

      次に、第１９款繰越金ということでございます。先ほども触れましたが、平成２６年

度決算に基づきまして約６億５，０００万円、繰越金を計上してございます。 

      平成２６年度の実質収支につきましては、決算の中でもご説明させていただいたとお

りでございましたが、平成２６年度繰越事業の精算分が含まれているということで、そ

の分を控除した上でルールに基づき、２分の１以上を財調に積み立てたわけですけれど

も、その残分を繰越金ということで計上したということでのこちらの金額という形にな

ってございます。 

      議案書の９ページをお開きいただければと思います。 



- 42 - 

      最後に、第２０款の諸収入でございます。このうち第５項の雑入第１目の雑入という

ことでございますが、このうちの契約不履行に伴う契約保証金につきましては、こちら

も先ほどの議案のほうでお話しさせていただきました農水産物直売所の業務委託契約解

除に係る調停に伴うものでございまして、調停案及び地方自治法に基づきまして、相手

方が納めた契約保証金の一部を歳入として受け入れるというものでございます。 

      以上が、今回の歳入予算の主な内容でございます。 

      最後に、議案書の４ページでございます。 

      債務負担行為の補正がございます。 

      山下第２小学校新築復旧に伴う外構工事につきましては、工期が来年度までかかると

いうことで、期間を平成２８年度、限度額を１億２７２万８，０００円とする債務負担

行為を追加するという内容になってございます。 

      以上が今回の３号補正予算案の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜り

ますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は２時３５分といたします。 

午後２時２６分 休 憩 

                                             

午後２時３５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ５番竹内和彦君の質疑を許します。 

 ５番（竹内和彦君）はい、議長。それでは、一般会計補正予算の１６ページの８款土木費の５項

２目の下水道復興推進費ですね。これの２億７，１００万円が補正額として見てます。

これ磯浜の、磯地区の農業集落排水の予算だと思いますが、現在磯浜地区、住んでいる

方が十数軒でございまして、これの下水となれば個別の処理槽、合併処理槽で対応して

も、補助金１戸当たり仮に５０万円出したとしても、十数軒で５００万ないし七、八百

万でおさまるというふうに思いますが、ここで２億７，１００万円を計上しているとい

うことはどういうことなのか、ご説明いただきたいと思います。 

上下水道事業所長（荒  勉君）はい、議長。今回の補正で２億７，１００万円を計上しておりま

すが、これについては昨年の１２月議会のときに合併浄化槽とあとは集合浄化槽、それ

の比較についてご説明申し上げまして、テレビカメラ調査の委託費を１２月補正で認め

ていただきました。それに伴いまして復興交付金の申請をしまして、今回、管路の復旧

と小規模処理施設の新設についての工事費が認められて今回、補正したわけでございま

す。 

      現在、磯地区に建物が残っているのが２４世帯ほどございます。その中で現在水道の

開栓やっている世帯が２２世帯ほどになってございます。これについては磯浜地区での

別荘扱いになっている方々とか、あとは今貸し家になっている方々とかがいらっしゃい

まして２２世帯というふうな形になってございます。 

      １２月補正の時点では２８世帯というふうな形で、平成２６年の１月に磯地区の方に

聞き取り調査したら、戻ってもいいようなお話があったんですが、現在、２４世帯の方々
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が家屋等がございまして、あと４世帯の方がまだ態度がはっきりしていないという状況

にございます。 

      今回の補正については、テレビカメラ調査に基づきまして復旧と、あとは小規模処理

施設の建設の部分が認められたため計上したものでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 ５番（竹内和彦君）はい、議長。十数軒と思っていたら２４世帯ということで、将来的にまたふ

える見込みがあるということで了解しました。 

議 長（阿部 均君）ほかに 質疑はありませんか。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ページ数、１４ページ。１４ページの農業復興推進費の、今回

の補正で６次産業化ネットワーク推進の関係の事業費、先ほど財政課長のほうから附属

資料を用いて説明はしていただいたんですけれども、これ先ほどの説明だとね、一応交

付金で出るんで、それでネットワークをつくるというお話だったんですけれども、具体

に今回の時期になったというのは、やっぱり予算の関係なのかどうか、まず１つと、あ

と今まで６次化ってずっと言われてきて、なかなか事業ができなかったという部分もあ

るんで、その辺をどう考えながら今回この予算、少ない予算ですので反映させていって、

山元町の６次化を進めていくためにどういう形にしていくのか、その辺についてもお伺

いできればなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今回の財源的には国のほうの補助制度がありまして、昨

年度の予算枠をとっている、国のほうでとっている中で手を挙げて、まだ予算の残があ

るというようなことで追加の手挙げがありました。そういったことから追加のほうに手

を挙げために今回の時期の提案ということになりました。 

      あと、６次化につきまして今後の考え方でありますけれども、商工会のほうでも新商

品については取り組んでおります。今回は、特に今回提案しているものについては交流

拠点の中に設置する直売所の計画、ソフトの、運営計画立てておりますけれども、そう

いった中で生鮮野菜以外にも品ぞろえとして加工だったり、あるいは飲食だったり、あ

るいはある程度品質の高いものであれば外商というようなことで運営計画を立てており

ます。そういった中で、この品ぞろえを充実させるというようなことも意識しながら取

り組んでいきたいというような考え方でおります。 

      商品につきましては、なかなか６次化したものについては、前もお話ししましたけれ

ども、１，０００あっても３つぐらいしかなかなかヒットしないというようなこともあ

りますので、時間をかけて取り組んでいこうというふうに考えておりますが、ことしに

ついてはこの生産者、それから加工に取り組んでいる方々等々、今後こういう直売機能

的なところができたときに、こういうところに出していくというようなことの機運醸成

を図っていきたいと。そして、最終的には新商品をつくりながら、そこの出荷体制の組

織化にもつなげていきたいと。それから、さらにこういう専門知識を持った人材ですね、

そういう方々を外部からお願いするだけではなくて、内部でも育成していこうという考

え方を２つ目にとっています。 

      あと、３つ目は、商品そのものを開発して、そしてそれを販路を直売所以外のところ

にも拡大するということを視野に置いた場合に、ことしはとりあえず試作品をつくって

みようと。来年度以降はその中で「これならば」というようなものがあれば、具体的に

販路拡大をするために町外の百貨店とか、高級スーパーとか、そういう差別化できるよ
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うなところへの商品の展開というようなものを次年度以降考えていきたいというふうに

考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。先ほど説明は補足で受けているので、今担当課長がおっしゃる

ようなことは理解しているんですけれども。ただ、問題は、交流拠点施設のお話も出た

んですけれども、実際直売所に売るためのものを製品づくりとして６次化でつくってい

くんだという捉え方も今の話でできるし、あるいは町が主体的に商品開発をしていくん

だという、そういった考え方にも聞こえるし、基本的にこの予算案の全体の配置のこの

１、２、３を見ると、民間の人たちに新しい商品の開発をすると。その応援を町でして

いくんだという形の予算づけからいくと捉えられるんですけれども、ただ交流拠点の中

でこれから実際に加工施設とか、あるいはそこに付随した関係で販売所もつくっていく

ということなんでね、交流拠点そのものの、運営そのものの中身がまだわかんないんで

すけれども、実際に第三セクでいくのか、あるいは民間に任せるのか、直接自分たちで

やんのか、いろいろな運営方法も含めてあると思うんでね、この予算の考え方をすれば

６次化の、これからの生産している皆さんを６次化に結びつけさせていくための予算づ

けであると。そして、ちょっと規模が小さいんで、これから毎年少しずつそういった予

算を拡大させるという意味合いでの捉え方ができるんですけれども、その辺については

課長、どうなんですか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。議員おっしゃるような基本路線でいきたいと思います。

ただ、運営主体は多分公設民営という形になろうと思います。そこの運営の方々が運営

していくにしても、そこに農産品だけではなかなか品薄だというようなことで、品ぞろ

えを充実させる、あるいは品切れがない状態にしていきたい。野菜ですとやっぱり波が、

というか季節、シーズンで品薄になるところがありますからね。そういったところを埋

めていくというようなことで取り組んでいくことになろうと思いますが、ただ、なかな

かこれも、ことしやったからすぐにというわけにいかないので、長期的に取り組んでい

かなければならないんだろうなという考え方で今おります。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。答弁聞くと、なかなか民間に支援していくのか、あるいは直売

所の交流センターを中心にして、これから町として商品の開発をしながら、ある程度の、

これからの直売所に向けて商品の数をふやして販売できるような形にしても、その辺が

ちょっとわからないんですけれども、先ほど私がお話ししたのは、やはりこういう形で

会議、６次化のネットワークの推進の考え方もあるんで、いろいろな皆さんに、山元町

内で農産物をつくっている皆さんに入っていただいて、６次化に興味がある人たちとか、

６次化したいという人たちに入ってもらって、そこで会議の中でいろいろ商品開発をす

るための今回の国からの予算、それを受けて町で体制を組んでいくということでないか

なとは思うんですけれども、ただ、商品開発とか販路の開発事業なんかは、実際に今６

次化を目指す人たちに支援するような形、そういう部分も含めて考えていらっしゃるの

かなと思ったんですけれども、ちょっと私の今お話しした内容と実際に違っているのか

どうか、その辺を確認したいなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。基本的には、ここにある機運醸成とリーダーになるよう

な方々を育成していく。そして、新商品開発、そして販路拡大ということに、３つにな

りますけれども、その中でも今回については、どちらかというと個別具体に６次化に取

り組む方々を個別に支援するというのではなくて、今回の予算はですね、町全体として
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６次化の商品に取り組む方々の、何ていうんでしょう、関心を集めて、あるいは取り組

みたいという醸成をしていくという部分と、あとやはり具体には交流拠点の直売所での

品ぞろえをというような考え方を、ことしについては持っているというようなことでご

ざいます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ちょっと答弁の中からはなかなかちょっとね、今のお話の中で

なかなか見えてこない部分があるんですけれども、課長は課長で考え方というのがおあ

りだと思うんですけれども、ただ、やっぱり６次化全体であり、山元町の産業振興を考

えたときに、やはり民間の人たちに頑張ってもらいながら、やっぱり商品開発を進めて、

そしてそこの中でいかに山元町、なかなか農産品も限られた農産品でありますので、そ

こに向かって、６次化に向かって進めるためにきちっとやっぱり方向性をつくってもら

うと。それを後押しをしてもらう形で町があるべきだなという私は捉え方をしているわ

けですけれども、その辺は具体的にこれから、この小さい予算ですので、先ほど私が言

ったように、少しずつ毎年毎年、やっぱり新しい、直売所できるまではまだ２、３年か

かっていくんでね、その中で具体的に新商品開発っていっても、先ほど課長言ったよう

に、なかなかすぐにこれぞと思うような商品が出るわけじゃないんでね、やはり何年か

積み重ねた中で消費者の人たちに理解してもらえるような商品をいかにつくっていくか

ということが大事だと思いますので、その辺は町が主体的に応援するという形の中で具

体的に商品開発をどういう形でやっていくのかということも含めてね、この予算を有効

に使えるような形にしていただければなと思いますので、その辺についてはちょっと町

長から最後に答弁いただきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。６次化については、議員も今触れておりましたように、やはり

６次化に取り組む意欲のある皆さん方を町として、行政としてバックアップしていくと

いうのが基本的なスタンスになろうかというふうに思いますので、なかなかいいものを

見出すためには一定の時間なり予算を必要とするだろうというふうに思いますので、必

要な支援をしっかりと取り組んでいきたいなと、そういうふうに考えているところでご

ざいます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、都市計画復興推進費、１６ページです。先ほど、同

僚議員が質問したやつとは違っています。負担金補助金のこの関係で先ほど財政課長か

らもお話を受けました。住宅のかさ上げ補助から全体のお話をしたいと思います。 

      全体的には、今こういう形で震災復興基金を使って今回、補助を拡大して拡充すると

いう点では非常に被災者の人たちも非常にありがたいと思うし、また町の今までの施策

の中で非常にいいことではあると思うんですけれども、その辺で今回の、これは何回も

質問の中で出てきていますけれども、この都市計画推進費のこの復興の関係の補助金で

復興交付金の金額がどのくらい、この補正でどのくらい吐き出して、どのくらい残って

いるのか、その辺のちょっと確認をしたいなと思います。基金ごとに教えていただけれ

ばと思います。復興基金だけなのかな。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。震災復興基金の平成２７年度末の残見込みというこ

とでお答えいたしますと、８億の県の震災復興交付金のほうにつきましては約１億７，

０００万弱ぐらいで、その他４３億のほうにつきましては３億６，０００万弱ぐらいに

なる予定となってございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。大分この問題についても、今回の決算の審査だったり、あと総
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括なりで大分話は出ているんですけれども、本来だと今回の補正も含めて、もう少し早

目に措置できれば非常に、震災の被災者の人たちも、この山元町から出て行く人の数も

少なくなったのかなということでありますけれども、それを今言ってもしようがないん

ですけれども、ただ、やはりそのタイムリーな時期にタイムリーに出すということを私

は言いたいんですよ。ですから、そのタイムリーな時期にタイムリーに出す、町長がい

つもタイムリーというお話ししているんでね、タイムリーな時期に出すということが非

常に望まれると思いますので、この８億の分と４３億の分、まだ１億７，０００万円、

これについては８億の分、あと４３億の分で３億６，０００万て言ったのかな、３億６，

０００万残っているんでね。この残っている分の使い道についての今の考え方について

お知らせしていただきたいなと、担当課長でいいですから。そして、今までの、この前

特別委員会でいただいた事業の、その被災者向けの住宅支援という中で具体に金額ずっ

と示しているやつがあったでしょう、その金額示したやつでどのくらいの差異があるの

か、その辺も具体的に教えていただければなと思います。変わった点もありますよ、変

わった点もあっけんとも…… 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、今後の使用見込みといいますか、そちらのほ

うでございますが、そちらのほうにつきましては、まず宮城病院地区の分に係る分につ

きましては、まだ完成ということではないものですから、例の４００万円の住宅団地の

移転補助、あと災害公営住宅の生活の借金等については、まだ予算化していないという

ような状況になってございます。そのほか浸水区域のかさ上げの関係につきましても、

想定件数ということがございまして、今若干、まだ含みということがございますが、今

回の追加支援策での全体の最終的な使用見込みの額につきましては、仮に今回の追加支

援策の部分まで含めて全部計画どおり消費した場合でございますが、８億円の分につい

ては７億９，０００万円ほどぐらいの使用見込みとなってございます。あと、４３億円

のほうにつきましては、一応計画ですと４２億４，０００万円ぐらいの使用見込みとい

うことで、残につきましては８億円のほうが約１，０００万円弱、４３億円のほうにつ

きましては８，０００万円弱ぐらいの残見込みとなってございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。いや、ですから先ほど具体的に宮城病院と、あとかさ上げの部

分で実際にどのくらいの額になるのかね。１億７，０００万円、一応残っているので、

それを残った額、そしてこれから実際にどのくらいその中で出てくるのか、その辺、ち

ょっと知りたいんで、今回の一応補正を受けて、その８億円の部分で１億７，０００万

円残ると。あと、今お話ししたように、宮城病院とか、かさ上げの部分も含めてどのく

らいになっていくのかね。何にでも使えるという形の、被災者向けに使えるというそう

いった名目でありますので、その辺を具体的にどういう形で使っていくかという部分も

あると思いますので、それちょっと金額を教えてください。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。大変申しわけありません。８億円の部分の中で残額

の見込みということではなくて、ほかに使える分があるかということでしょうか。大変

申しわけありません。（「んで、もう一度」の声あり） 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。宮城病院と、あと今課長がかさ上げの部分で１億７，０００万

円の部分を使っていきますよと。その部分が１億７，０００万円の中に入っているのか

どうか。あるいは、入っていれば具体的に、それ全部使って先ほどの７億９，０００万

円になって、１，０００万円しか残らないということなのかどうか確認しただけなんで
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ね。そういう形であれば、そういう形で答弁いただければいいですよ。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。大変失礼いたしました。先ほどお話ししましたかさ

上げとか、全体のやつになりますので４３億円と７億円の振り分けがございますが、先

ほどお話しいたしました、かさ上げとか宮城病院地区の部分も含めまして、使った結果

の残として今現在見込んでいる金額が先ほどお話しした金額となってございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、今からあれですね、宮城病院と、あとかさ上げの部

分、全部ある程度対応するようになってくると、これから先ほどの残と９，０００万円

と、あと約８，０００万円かな、合わせてね。そういう形になっていくということなん

で、その積み上げ的にはちょっと分けて、どういう形になるんですか。今４３億円と８

億円の部分のその金額。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。再度申し上げます。８億円の部分につきまして今現

在の積み上げ額が７．９億円ほどになってございます。残については、約１，０００万

円ぐらい。４３億円のほうにつきましては、積み上げで４２億４，０００万円余りとな

ってまして、残といたしまして約８，０００万円の残というような形でございます。（「そ

れ、何か宮城病院とかさ上げの部分で分けて、どういう形の予算を使っていくのかとい

うことを聞いているんですよ」の声あり） 

      大変失礼いたしました。かさ上げの部分につきましては、現在想定している未計上と

いたしましては約７，０００万円弱ぐらい、予算は未計上の予算額でございます。宮城

病院の４００万円の補助につきましては、この計画上のところでございますが、当初２

１戸分を想定しておりましたので若干数的にはあれなんですが、８，４００万円ほどと

なってございます。その他、利子補助、その他もろもろで約３千２、３百万円というよ

うなところでございます。また、今現在、利子補助等につきましては、実績で限度額が

影響しておりまして、限度額で積み上げているのとの差額金が現在差が出てきておりま

すので、その差を用いまして、あと全体的な再度補助の見直し等については検討してい

きたいというふうに考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。説明しているほうはわかっているんでしょうけれども、質問す

るほうからいくとなかなかわかりにくいと。全体で、先ほどの話だと５億３，０００万

円かな。全体でのお話だったのね、５億３，０００万円あると。その中で、今お話しし

たやつについて金額が合っていかないということなんで、その辺、具体的にどういう形

で使って、どのくらいの金額になって、先ほど言ったように、４２億４，０００万円使

ったり、あと７億９，０００万円使ったりするんですかという話ですよ。１億７，００

０万円と、今お話ししたように３億６，０００万円、これは実際残っているということ

なんでね、その使い道については説明を受けたんですけれども、きちっとその辺を教え

てください。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。大変申しわけありません。今、残高に対しまして今

後の使用見込みといったところで、最終的にそこの差分で１億６，０００万円ぐらいあ

るということでございます。８億円ですと１億６，０００万円ぐらいあるといったとこ

ろになると思いますが、そちらのほうの使い道という形でよかったんでしょうか。ちょ

っと確認をさせてください。（「そうです」の声あり） 

      大変申しわけありません。詳細のところで今実績の積み上げがまだ確定していない部

分もございまして、今の使用状況につきましては、もう少し整理をさせていただきたい
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というのが正直なところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。だから、さっき言ったように、実績積み上げなくても、きちっ

と数字だけを出せるんですね、４２億４，０００万円とかさ。あと、７億９，０００万

円とか。そういう形で、ある程度、総額だけわかっていても、何にどういう形で配分し

て被災者支援のためやっていくのかということをきちっとやっぱり考えて積み上げてい

かないと、今まで、何でこういう質問、今の時点でするかというと、今まで本当は平成

２５年度、平成２６年度ベースで被災者支援のために、住宅も含めてね、そのときどき、

先ほど言ったように、やっぱり時期、時期にタイムリーにやっぱりやることで、やるこ

とって、補助金を被災者の人たちにやることで、もっとやっぱり山元町の人口減に歯ど

めをかけるような形がね、私の考えですからね、これは、できたんでないかということ

もあるんで、執行部、町長も含めてね。やはりなかなか全体の中で事業が全体でわから

ないうちに小出しにしていくというのは、やっぱり事業費を考えるとできないというお

話もされたんですけれども、ただ、やっぱり被災者の観点からすれば、やっぱりその時

期、時期、例えば土地を買う時期、あるいは家を建てる時期、あるいはかさ上げする時

期、その時期、時期に本当はタイムリーに必要な私は補助金だったと思うんですよ。そ

れを時期が遅れれば遅れるほど、そういう有効に使えるお金がやはり使えなくなるとい

うことなんでね、その辺はきちっとやはり積み上げの段階でね、幾ら、予定でちゃんと

積み上げてあるんですから、それを実績ベースで常に繰り返して精査していくと、そう

いう形の作業をやっぱり事務段階でしていかないと、最終的に１年しか、あるいは２年、

３年と遅れてしまうということにつながるんでね、特にこのお金についてはもう被災者、

直接支援をする、そういった意味合いのお金でありますので、その辺は今回の補正予算、

先ほど前段で言ったように、ある程度拡充しながら使ったというのは評価できますけれ

ども、ただ、やっぱりせっかくここまで来ているんで、積み上げもちゃんとしながら精

査をして、きちっとそれをどういう形で使っていくかという部分も改めてやはり見直し

て、あるいは拡充する中できちっと考えてほしいなと思うんでね、今までも本当はタイ

ムリーな時期にやってほしいということも今申し上げましたので、その辺について、担

当課長からではあれなのでね、町長からでも答弁いただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。お尋ね趣旨は月曜日の審査会の中でも一定程度お話をさせてい

ただいたところでございますが、町としては２つの基金のこの使徒の範囲を考えながら、

できるだけ被災者の方々に格差のない形で、タイムリーな形でご利用いただけるように

いろいろと工夫してきたつもりでございます。その危険区域のエリアの違い、あるいは

もとの場所から移転されるのか、もとの場所で再建をされるのか等々考えながら、議員

ご指摘の被災者の方々の再建のタイミングというふうなものを相当程度勘案しながら肉

づけをしてきているというふうな条項があるわけでございますので、そしてまた、そう

いう部分については特別委員会のほうにも早目、早目に考え方をお示しをして、いずれ

本会議で可決していただくべく、事前のアナウンス効果なども期待をしながら、この問

題に取り組んできているというようなこともご理解をいただければありがたいなという

ふうに思います。そういう中で最終的には予定している方々の申請状況、予算の執行状

況を勘案しながら、その財源がどういうふうになっていくのか、場合によっては余裕的

なものがあれば、さらなる拡充策にも意を用いてまいりたいなというふうな考え方で取

り組んできているところでございます。一定の予算の執行状況を見据えた中で、さらな



- 49 - 

る拡充に向けてその考え方をお示ししていければなというふうに考えているところでご

ざいます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。この問題については、町長にもそうだし、あと担当の皆さんに

もお話をしているんですけれども、ただ、今お話ししたように、実際にどのくらい残っ

ているというのは確認していても、最終的にどういう形で使っていくかというのは、や

っぱり実績を常に頭に入れながら、どういう形の拡充策ができるのか、あるいは今まで

提示したいろいろな支援策で、その辺の対応でどのくらいの実績になるのか、その辺も

含めて私は対応すべきだと思うんでね。今担当課長からは、やっぱり今からの積み上げ

ができていないということだっんでね、今、もう一回、再度お話ししたわけで、町長も

その辺も頭に入れていただいて、実際には、今町長おっしゃるように、全体の事業推移

を見ながら、予算を考えながらいろいろ拡充策について検討してきたという形は我々に

報告受けたんだげんとも、ただ、実際にはあの拡充策全体では、ある程度、もっと当初

に我々示されているんで、それをいかに予算をつけていくかという形が一番本当は大事

だったんでタイムリーという部分もお話ししたんで、その辺はやはり執行部にもある程

度反省してもらいながら、これから残り少ない復興交付金の住宅支援策の部分、いち早

く対応できるように実績を確認しながら積み上げをしていただいて、そこをきちっとや

っていただくということを考えていただくように今回の質疑でお願いしたいなと思うん

でね、その辺について最後にちょっと答弁いただきたいなと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。執行部なりに、これまでもいろいろと努力してきたつもりでご

ざいますが、今のご指摘も十分踏まえまして、さらなる基金の拡充策といいますか、よ

りよい執行に意を用いてまいりたいなというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。３問目なんでね、最後です。これは、今回の、先ほどの町長の

お話の中、あるいは担当課長のお話の中でも出てきたんですけれども、町民懇談会によ

る補正の関係、これと、附属資料でちょっと申しわけないんですけれども、ちょっと６

ページから、一つ一つのことは言いません、７ページ、８ページにかけての関係ですけ

れども、通常、予算が、今回出てきた補正予算、これも予算でありますので、ただ、や

はり当初予算という形の考え方があって、それで道路整備、今どのくらいできてんのか、

あとこの補正予算、今回の補正予算、何件かあるんですけれども、これをいつまでに完

成させていくのか、その辺のちょっと考え方についてお聞きしたいなと思います、最初

に。 

まちづくり整備（阿部勝則君）はい、議長。全体の道路等の整備状況ということなんですけれども、

今、町民懇談会以外にでも要求等、要望等がございまして、今、これ以外にも道路計画

というか、必要な箇所はございますけれども、今現段階でどれくらいというと、その箇

所数としてはちょっと現在把握していない状況です。 

      これの今回補正でかけた測量委託等をかけまして、次年度以降、この箇所についても

工事のほうには着手する予定ではございますけれども、現段階でいつまでというのは、

予算の関係もありまして、現段階では言えない状況でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。一応我々の議会に予算としてかけていただくということ、そし

て、それは何でかというとね、私が言うまでもなくて、事業をきちっとやってもらうと

いう形で議会も認めているんで、最初の、前段で、今の時点で道路関係でどのくらい執

行して、あるいは発注済みのものとか、多分あると思うんですけれども、まだ全体でま
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だまだ終わっていないんでね、この例えば補正予算を組んで、その中できちっと、いつ

までって言えないっていう今お話しだげんとも、年度内に完成しなくてないんですよ、

これ。ねえ。それ補正予算の１つの考え方なんでね。だから、その辺をどういう形で、

予算づけをしていただくという部分は非常に、我々町民サイド、議員サイドからいうと、

今までの積み上げでなかなかできなかった事業、それをやっていただくというのは非常

にありがたいんでね。ただ、やっぱり体制的にきちっとできるのか、できないのかとい

うのを我々もやっぱり判断していかないとだめなんで、その辺をどういう形で担当課と

して考えていらっしゃるのか。その辺で先ほどお話ししたように、今までの執行率どの

くらいあってね、これからちゃんとできるようにできるのかどうか、その辺もちょっと

確認したくてお話ししているんで。 

まちづくり整備（阿部勝則君）はい、議長。済みません。今の道路の全体計画ということで拡大し

てしまいましたので、平成２７年度当初につきましては、維持管理費のほうはほとんど

もう使い終わっているような状況でして、道路工事につきましても、当初に計画してい

るものにつきましては１０月当初の発注と、あと一部用地の関係で多少遅れるところは

ありますけれども、年内には工事を全部発注し、終わらせる見込みとなっております。

はい、以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ちょっと当初予算の、平成２７年度の予算の道路関係の事業と、

あと今回補正で出された事業、その事業でどういう形で整備されていて、あと具体的に

今からの、今回の予算で具体的に整備する、そういったタイムスケジュールを決めて年

度にきちっと終わるのかどうかということを確認したかったんでね、その辺からちょっ

とお話、お伺いできれば。 

まちづくり整備（阿部勝則君）はい、議長。大変失礼しました。今回の補正につきましたやつは、

今後議会終了後、直ちに発注いたしまして、この補正のものについては年度内完了を予

定して進めてまいりたいと思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。年度内に完成するとなれば全部これ用地買収とか、そういった

工事に着手する１つの前提条件、それは全て済んでいるということで理解していいのか

な。 

まちづくり整備（阿部勝則君）はい、議長。失礼しました。今回の補正に関するものにつきまして

は、用地補償等が関連していませんので、委託等につきまして年度内完了という予定で

ございます。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今お話を聞く中では、当初予算の関係も繰り越ししなくてしっ

かりできるという形、あるいは補正予算のやつも全部できるというお話ですので、そう

すると間違いなく繰り越しはなくなったりするはずなんですけれども、ただ何でか繰り

越しになったりして事業ができなくなるということもあるんでね、やはり自分たちがき

ちっとできることをきちっとやっぱりやることで、今回の補正予算なんかも必要だから

町長がやるという形にしたんだと思うんでね、ぜひその辺は、当初予算でも仕事をやら

ないところがいっぱいあっから言っているんですからね。そこら辺、いっぱいやんない

どご、また今度補正で予算づけして、それでやっぱり発注体制だったり、何でできない

かというと、やはり最初の段階で、今お話ししたように、用地買収がすっかり済んでな

かったりしているのがたくさんあるんですよ、路線によっては。補正予算に関してはそ

れないという話だげんとも、当初予算でいっぱいあって発注しているんですよ。それで



- 51 - 

全体の事業がきちっとできるわけはないんでね、その辺、事業着手するときに全体の前

提条件の整備を終わらせた中で１つずつ事業に結びつけさせていくと。そうすると完了

については事業者の責任になってくるんで、その辺きちっとやっぱり考えながら、補正

予算の今回の事業もやっていただけるようにお願いをしたいなと思います。 

      あと、町長にですけれども、この補正予算のとり方として、本来だと、我々が今まで

考えた予算の考え方だと、やはり行政区だったり、あと町民の皆さんからいろいろ町全

体の状況、それをある程度積み上げ方式みたいな形で出て、区長さん方からの事業の要

望だったりして、それで積み上げる方式で事業を、当初の事業につなげてきたという部

分もあったんですけれども、今回は特に町長の懇談会の中でという形で補正予算の今回

提案理由に中にきちっと入っていたんで、今回についてはそういう形でも、これから例

えば財政状況がどうなるかわからないんですけれども、非常に窮屈な場面も出てくるの

ではないかということで、そういう形の捉え方で、例えばもっと議論したり、今回につ

いては予算がある程度確保できるという形の取り組みなんですけれども、やはりもっと

町長判断、あるいはその庁舎内での予算というのは全体の枠組みの中でどうすんのかと

いう部分の議論も私は必要なのかなと思いますので、これから町民懇談会とか直接受け

た事業について、最終的には町長の判断で事業執行するという形にはなっても、やはり

当初予算と、あるいは補正予算の基本的な考え方、補正予算というのはあくまでも緊急

性を要する事業だっていう私はずっと認識していたんで、その辺を今回の部分について

は、先ほど復興事業の中でのダンプの往来があって道路が壊れたとか、あと整備しない

とだめだとかという、そういったやっぱり緊急性の高いものもあるし、ただ、まだ町民

からの要望の中で具体的にそこまでの緊急性がない部分もあるのではないかと。そうい

う形で、補正予算の捉え方の中で、道路関係の整備含めてどういう形で町民懇談会のそ

の直接的な要望等を生かしながら町長として判断していくのか。その辺について答弁を

お伺いできればなと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。震災前からの道路問題、排水問題、相当山積しておったのかな

というふうな受けとめ方でございます。議員ご案内のとおり、ある時期までは各行政区

からの要望というようなことでもって、それをできるだけ計画的に執行をというような

ことで取り組んできた経緯があるわけでございますけれども、残念ながら余りにも要望

箇所、対応せざるを得ない箇所が私の就任以前からの山積した問題があって、途中で行

政区からの要望をとっても、なかなか対処し切れないというふうなことで、要望自体を

とることを中断してきた経緯がございます。 

      そういう中で、私の就任以降、震災というふうな大きな場面もありまして、どうして

もこの４年間というのは津波浸水区域の浜通りのほうに軸足を置かざるを得なかったと

いうようなことで、丘通りを中心とした課題が相当たまってきておったと。それが町民

懇談会の席上で、町に要望を出しても１０年間何ら変わることがないというふうな非常

に生々しい発言、要望を多々頂戴してきたところでございます。 

      私としても、かねがね復旧・復興に軸足を置きつつも、一定の時間経過する中で丘通

りの皆さんの環境整備等々にもそろそろ軸足を移していかなければならないというふう

な思いでおりましたので、この機会に、補正ではございますけれども、少しでも各行政

区の長年の課題解決に向けて、担当課長申し上げましたように、すぐ工事というわけに

はいかない側面がございますけれども、測量なり、調査なり、工事にかかれる体制を少
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しでも整えながら、それを次年度の当初予算に結びつけていって、少しでも多くの課題、

問題解決につなげていければなと、そういうふうな考え方のもとで今回、補正予算措置

をお願いをしてきたというようなところでございます。 

      ぜひ、そういうこれまでの経緯、経過をご理解いただく中で、ぜひよろしくお願いし

たいというふうに思いますし、我々もできるだけ、議員おっしゃるように、本来は予算

の性格上からすれば当初予算の中で十分措置していくというのが、これは本来あるべき

姿であるというようなことは承知しながらも、一日も早い課題解決への対応だというよ

うなことも、ここではご理解いただければありがたいなというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。震災前からのそういった部分もお話をしていただいて、これか

らの一つの考え方のメッセージ等にも触れていただいたんですけれども、答弁の中で、

ただ、やはりこれから行政区が再編をされるということとか、あとやはり行政区中心に

まちづくり、区づくりを進めてもらうという観点からいけば、やはり区の要望をどのく

らい取り入れっかは別にしても、やはりそういった部分の取りまとめの中での事業をき

ちっと、今お話しのように当初予算で組めるようにしていただくことと、あとやっぱり

緊急性の高い部分についてはぜひ事業としてやっともらいたいということもありますの

で、その辺の優先順位なり判断を、最終的には町長がきちっとやっぱりやっていただか

ないとだめだと思いますので、その辺についてはぜひ優先順位をつけながらきちっとや

れると。これから、先ほど申しましたように予算的に窮屈になってくるというのは、こ

れ間違いないんで、その中でやっぱり町民の皆さんの要望を具体的にどういう形で事業

に反映させていくかという部分は、やっぱり行政の大きな役割でもあると思いますので、

その辺については十分意を用いてやっていただければなと思います。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。１１ページ。１１ページの防犯対策費、先ほどの説明では各行

政区へ不足が生じたため増したということなんですが、これは当初がらとらってる予算

ではなかったのかなと思うんですが、どういう背景なんでしょうか。今まであったのに、

そんで足んにがらまた足すよという内容に受けたんですけれども、そういうことでよろ

しいのかどうか確認します。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。今回の補正に計上してあります防犯対策費の防犯灯の補

正なんですけれども、防犯灯の維持管理補助金につきましては、各行政区の電気代、そ

れからあと修繕等に対して交付する予定となっております。今回、今年度当初で計上し

ております部分は平成２６年度の実績に対しての補助というふうなことで、ことしの６

月末までに各行政区長さんの方からその平成２６年度分の実績を出していただいて、そ

して今回交付する予定でおりましたけれども、その中で若干不足が生じたというふうな

ことがございまして、その不足分を今回補正というふうな形で対応させていただいたと

ころでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。この補助金については当初はゼロだったということですか。今

の説明だとゼロでねえよね。はい、あんまり大したあれでないことだから。あと確認す

ればいいというお話ですから。 

      その下、個人番号、また出てくるんだけれども、わがんないから何回も、いろんな場

面で確認しなくてないなと思っているんですが、一番下の負担金、個人番号カード交付

事業負担金、これは何に使う金なんですか。 
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町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。この負担金の４５６万７，０００円の内容でございま

すが、先ほどお話ししたように、１０月５日以降、山元町の住民票を持っている方全て

に対して通知カードを送付するということになってございます。その通知の事務につき

まして、先ほど企画財政課長からもお話ありましたが、地方公共団体情報システム機構

というところでその作業を実施していただくということでございます。それに係る経費

の部分について、負担金というような形で支出するというような内容でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。これはそういうことですか。ということでいいんですね。とい

うのは、これ個人番号カードをつくって、そして希望者には今回は無料で交付するとい

うふうな、今までの説明の中ではそういう理解なんですけれども、そういうどごろに使

う金ではないんですか。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。説明が中途半端になりまして大変申しわけございませ

んでした。 

      第１回目の段階としまして、１０月５日以降に住民の皆様に対して番号通知カードを

送付すると。それに基づきまして、その中には申請書も入っていると。その申請書をも

とに個人番号カードをつくりたいという方については、写真を添えてその申請書を、返

信用の封筒が入っておりますので、それに基づいてこの機構のほうに送っていただくと

いうような形になります。そのつくる方については、そこで機構のほうでつくりまして

本人宛てに、来年の１月以降になりますが、その準備ができましたというような通知を

差し上げます。それを受け取った町民の方については、町の窓口のほうに来て、その交

付の申請をしていただくと、そういった費用についてもこの負担金の中には計上されて

おるということでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。その対象者を、欲しいという人をどのように想定、それも想定

してこの額ということにしたということなんだよねという理解なんだけれども、とする

ならば何名くらいを想定したこの負担額になっているのかをお伺いします。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。この負担額の算定につきましては、当初というような

こともありまして、発行枚数等の見込みが平成２７年度についてはなかなか困難だとい

うようなことから、平成２７年度の通知カード及び番号カードの関連事務の委任に係る

交付金通知というものが示されてございます。その中で各市町村の補助額が決定されて

いるということでございます。これに対する費用としまして、ここの要綱の中に示され

ている額がこの４５６万７，０００円ということで、その部分についての負担金と。実

際は、その後に枚数等確定した段階で精算をして補助額が最終的に決定されるというよ

うなことになろうかと思います。以上でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。ちょっとわからない、理解が難しい、今の説明ではね。最終的

には、この負担金にいろいろ入っていると言ったもので、また混乱しているところがあ

るんだげんとも、私は単純に、その個人カードが来年から配られる、希望者にはね、そ

して、そのつくるもとになる金がこの４５６万なのかなというふうに理解したんだけれ

ども、そうしたらばその中には大体何名分を想定してこの額つくったんですかっていう

ふうな内容の、そういう意味では逆に言うと非常に単純な、あるいは幼稚な質問になん

のがなと。そん中に、さっきの説明では、この４５６万７，０００円にいろんな金がま

ざっているというようなことが言ったもんだから、またちょっと今のところ頭混乱して

いるんだけれども、んだごったらば、その４５６万の中にその部分というのはどのくら
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いあるのというふうな聞き方になるんだげんとも。そもそも、この負担金っつうのは、

だから何のための負担金なのやというのが一番最初の俺質問なんだげんともさ。そこに

そういうのが含まってねえんだったらば、それはそれで理解するわけなんだげんとも、

理解、無理くりしねくてねえんだべげんとも。そして、そもそも私が聞きたい、んだが

ら、それにこれが相当するのかどうかというのもわがんないことも含めて聞くんだげん

とも。その個人カードというのはつぐんねくてねえんだべ。つくって、そして皆さん、

希望者には、もう来年の１月からその辺は活躍というか、するようになるんだべがら、

その前に渡しておがなくてないということになるんたがど思うんだげども、その辺、だ

からそれに対応するのがこの金なのかなというふうな思いで聞いて、そうであるという

ことであるならば、何名分くらいなんですかっていうことが聞きたかったわけです。ち

ょっとこれ制度あいったがらわがんねって言うと、わがんねって簡単に言わんねべげん

とも、ちょっとその辺あんべぐ答えてくないん。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。まず、この機構に対しての委託につきましては、国の

ほうで全国的なこの個人番号カードの部分について全体をここの機構のほうに委託をし

ているということでございます。 

      この機構でやっている、今のやっている仕事としましては、先ほどもお話ししました

ように、まず１０月に通知カードを簡易書留で送付をするということでございます。そ

ういった部分の、山元町でいえば１万３，０００人からの町民の方に対して、その郵便

料、あとはそういった作業等、通知カードをつくる費用等、そういった部分の費用もこ

の４百数十万の中に入っていると。 

      あと、１月以降に申請して交付される個人カードの部分でございますが、それにつき

ましては、希望者に対して個人カードを作成して、それを町のほうに送付をし、あと本

人、申請者にはその準備ができたというような通知をするということでございます。そ

ういった経費等々について、そういったもろもろも含めて、この４５６万７，０００円

という負担金額になっているということでございます。 

      実際の申請カードが想定される枚数というようなことでございますが、そういったこ

とも平成２７年度の段階ではそういった見込みが大変だろうというようなことから、全

国の市町村にこの負担金額の交付金額ですか、それを割り振りをして、その額でこの負

担金額の費用に充てるというような今の段階での形でございます。以上でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。わかりません。ここにもこう、俺、この附属資料の、これをこ

のまま素直に読み取ると、個人番号カード交付に要する負担金４５６万７，０００円と

いうところから出発しているこの疑問点なんですけれども、このことについてはわかり

ました。わかりましたって、わからないことがわかりました。ということで、この件に

ついては切り上げます。 

      次に、先ほど来出ております支援金の件につきまして改めてお伺いいたします。都市

計画復興推進費の中の、ここで追加支援内容について、この附属資料等々でも３点にわ

たって説明されているわけですが、中で下の３番目から確認したいと思います。 

      住宅建築等補助、災害危険区域３種１００万円の定額補助、５億１，８００万、５１

８世帯、１００万円だとすっとね、定額だから、という件についてなんですが、この３

種区域で修繕、ここに、今度こっちの資料ね、前にいただいたこの資料の中で、新築、

増改築、修繕、第３種区域の世帯でね、現地再建するには、が対象ですよと。そして、
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その対象者数が５１８、５億２，０００万円って書いてあっけども、こっち明確に５億

１，８００万だから多分５１８世帯ということになるかと思うんですが、この５１８世

帯っていう、その前に、この３種区域で修繕した世帯全てが対象になるのかというふう

な受けとめでいいのかどうか。この辺については一般質問の中でも一応確認やって、こ

の件についてはしたかどうかわからないんですが、その流れの中での、私の基本的な考

え方は一般質問でも何しても、必要とされる対象者には全て支援すべきだという立場か

らの、考えからの質疑ということになるわけなんですが、という意味で、ここの修繕し

た世帯全てがその対象と見ていいのかどうか確認します。  

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、世帯数の５１８につきましては、平成２５年

の最終意向確認の中で自立を選んでいただいた方を全て対象にしているような形で予算

上では組み上げてございます。ただ、制度上の組み上げの際に、今想定しているものと

いたしましては、被災者支援制度の住宅支援金の加算金の受給対象となった方もしくは

救助法のほうの応急修繕、そちらのほうの対象になった方を今現在のところ想定して制

度組みを考えてございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、加算金を受けた人と応急修理、加算のほうはわか

りやすいんですけれども、例えば応急修理しなかった方が現在帰っていって修繕して、

現在そこに住んでいるという方はその対象にはならないということですか。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、応急修理をしなかった場合につきましては、

ほとんどの方がまず加算支援金のほうを受けているんじゃないかというふうに考えてお

りますが、加算支援金を受ける対象ではなくて、応急修理だけの対象となっている方が

いるかどうか、ちょっと全体での検討についてはもう少し詳しくしたいと思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうふうに、そういうふうにというかね、ただ、私もまだ

要綱を見ていないんだげっとも、要綱でどうなっているのかというのを確認しないまま

っつうか、正式には我々の目には入ってないが、あれまだホームページ等々にとかもま

だ出でねよね、まだね。多分、私いただいたかと思うんだげっと、ちょっとそれすら確

認してないんで正確な質問、質疑になっているかどうがっつうのあるんですが、応急修

理って、あんどぎばだばだしていろいろ、応急修理も５０何万くらいだっけかな、そん

な感じの。そして、応急修理が受けられるのも規定あったんだよね。半壊以上、一部損

壊はだめでね。だげっとも、今把握していないって、それは正直などごだと思うんだげ

っとも。そして応急修理をできる人、あんどぎ規制あったんですよね。仮設に入居すっ

とは応急修理の対象にならないとかね。そういう仮設に入った人が、もうやんだぐなっ

てっつうとあれだげっとも、一日も早くもとに戻りてえということで、一旦入った人が

その後戻って家を修繕して住んでいるという方々もいるんだげんとも、そういう人たち

は一旦仮設に入ってっから応急修理の対象になってないんだよな。そうすっと、応急修

理の対象になってない方は、今のその要綱ではこの１００万円の対象になりませんよと

いうふうに受けとめられるんですが、そういう方はどうなのかと。ただ、要綱上は多分

その対象にはしてならないと、対象にならないというようなことになるかとも思うんで

すが、その辺の理解を求めます。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。今検討している中では、応急修理の対象になった方

までということで、応急修理につきましては災害救助法の中で当初、仮設住宅に入居す

るか、応急修理を選択するかといったところでとまっているかというふうに理解してご
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ざいます。その中で応急修理を受けない方につきましても必要じゃないかという議員の

お話でございますが、建築の補助というところがございますので、ある一定の被災状況

ということは考えなければならないというふうには考えてございますが、そこの部分も

含めて考え方の捉え方について検討といいますか、救える部分につきましては、理由づ

けができれば救っていきたいなというふうには考えてございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。何回も何回も確認するんだげんとも、一応要綱ができて、その

要綱どおりにやれば、今現在の応急修理してないものは、その対象にならないというふ

うに読み取ることができるんだげども、それは要綱を変えるというふうに受けとめても

いいのかな。その辺、町長ですか。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。要綱の中で制度運用上の考え方もございますので、

特に特段の個別案件というような形で対応できないかどうか、検討したいというふうに、

意味でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。これ１つの例なんですが、多分これ一般質問のときにもこうい

うのを想定として聞いたつもりなんですが、あのときにはそういった明快な答えがなか

った。あんどぎも後でまた話す機会あっからということで、こっちもあと時間の関係で

あれしたんですけれども、そういう本来救わなくちゃならない人がそういう状況である

ならば、やっぱり救わなくてないと。こういうときには格差つけてだめなんだね。さっ

きなも格差の話、町長言ったよ、格差のない形でいろいろ工夫していると。まさにその

辺をいろいろ工夫していただきたいということを、そういうふうないろいろ、に限らず、

今の現在の要綱のこの規定に限らず、そういう条件、状況のある人に対しては十分検討

すると。検討するというのは支援を充実させるという、ここでいうと単純に１００、こ

この１００万って大きいからね。第３種地区で今まで頭になかったものいただけるわけ、

いただけるって、これはそれ以上に直したり、建てたりしている方々に対しての支援金

ですから、逆に言うとこれでいいのかという部分もあるんですが、そういう対象となり

得る人に対しては全て検討する。そして、そういういい方向での検討という受けとめ方

でいいんですよね。はい、町長だね、これね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。町といたしましては、先ほども岩佐議員のご質問にもそのよう

な思いで答えさせてもらったつもりですけれども、いろいろと執行部としての問題意識、

そしてまた議員各位からの問題提起も踏まえて、時折々検討を重ねてきたわけでござい

まして、そこの中で今担当課長が説明するように、一定の理屈なり前後のバランスが保

たれるものであれば拡充支援もやぶさかでないというふうな考えで今後とも進めてまい

りたいなというふうに思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい。この件に関しては積極的に受けとめました。いい方向で検討するとい

う意味で受けとめました。そういう方向でぜひ取り組んでいただきたい。そして、そう

いうふうになったときに、もし財源がなくなったときには、それはまたいろいろ向こう

から持ってくる、こっちから持ってくるってね、やっぱりそこまで含めて検討を図って

いただきたい。そういう中での格差はつくらないということで求めたいと思います。 

議 長（阿部 均君）遠藤議員さん、まだまだ質疑があるんでしょうか。ちょっと時間の関係上、

休憩も入れたいなと思いまして、（「いいですよ」の声あり）よろしいですか。（「いいで

すよって、まだあるんだげんとも……、」の声あり）休憩入れてよろしいですか。（「はい、

結構です」の声あり） 
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議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は４時といたします。 

午後３時５０分 休 憩 

                                             

午後４時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。次に、１、２種区域での生活支度金等についてでありますが、

この件に関しては、もう何回も３回も確認しているんですが、改めて確認させていただ

きます。 

      災害危険区域指定前に住宅等を購入した人は対象にならないということになっている

わけですが、この理由がいまだにわからないんですが、何の根拠をもってそういうこと

になっているのか確認したいと思います。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。１、２種の生活支援金１００万円の関係につきまし

ては、実際にその居宅の場所を動かないで現地にとどまっていただいた方ということで

一線を一旦引かせていただいている関係上、対象とならないというふうに考えてござい

ます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。基本はね、そこで頑張っているんだよ、現地で。現地再建でし

ょう、これ。表現、現地再建って書いてあっからね。１種から１種でも現地なんだなと

いうふうにも考えることができるし、だからその辺の考え方、今の前の場合のような考

え方でね、いや、これは国からの指示で、あるいは国からの考えでこれが断固、もう何

が何でもだめなんだと言うんであるならば、そのだめなんだという理由がね、明確にな

っていると思うんですよ。でも、こごさ、実際にそこに住んでいる、しかも危険区域指

定前というのは、もういち早くその現地で頑張ろうと、山元町に残って頑張ろうという

方なんですよ、方々なんです。あと、こういう世帯が何軒あるかというのも確認したい

どごなんですが、私はこれはね、さっきの立場でやっぱりこれ、そして町独自の、あの

８億円というのは何さでも使える金ということになっているわけですから、その辺は町

独自の、町の考えで何ぼでもなる対象なんですよ。先ほどのお話では、まだ残額が１，

０００万円残っているということは、最終的にですよ、ということであるならば、やっ

ぱりこれはその考えのその対象、支援の対象にしてもいいのではないかと、これはもう

町の考えで決まる施策なんですよね。その辺、担当課長に要求するのなんですから、町

長、そういう背景をも考えたときに、やはりこれはもっともっとやっぱり町長も皆さん

に、各課長に相談しながら、この辺の検討を進めていただきたいと。今現時点では本来

ならば最終的な結論出していただければ幸いなんですが、町長の判断で。こういったも

のも独自の判断でやって私は構わないと思うんですが、どうでしょうか、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。議員言ってくれましたように、この問題については何回かやり

とりしているということで、基本的な部分はね、篤とおわかりだということを前提にと

いうことだと思うんですけれども、町としては、あくまでも移転を促進をする区域だと

いうようなことで、やはり基本的な考え方の整合性を崩せない部分がどうしてもござい

ますのでね、やっぱり一線は引かなくちゃないというふうな部分と、議員ご指摘のよう

な部分も踏まえた場合に、いろいろと協議を重ねた中で、現に生活をされているという
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ふうなことに着目した中での一定の支度金というふうな形で支援をさせてもらうという

ようなことで考えたわけでございますので、やはりどうしても譲れない一線はあるとい

うふうな中での１つの窮余の策でもあるというようなことをぜひご理解をいただきたい

というふうに思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。町長も１人で考えないで、みんなに相談して、こういうことこ

そも、今移転促進というお話あったわけですが、今対象にしているのは現地再建してい

る方ですからね、１、２種でも。動かないんですか、そこ。危険地帯に住んでいるんで

すよ。町長が今、大きな障害、障壁といいますかね。条件的には同じなんですよ、そう

いう意味では、現地再建ですから。そういう考え方を、へ理屈とは言いませんけれども、 

     必要なときにはへ理屈でもいいのかななんて勝手に思うところもあるんですが、それは

違いますね。 

      やっぱりこれは考え方として何を出発点にするかと、考えるときにね。そういうこと

で、大いに皆さんと議論し合ってほしいと。もう頭っからだめだと。しかも、この場合、

具体的に災害危険区域指定前の話なんですからね。そのときには、そこに住んでいいと

か、悪いとかっと言ってないんですからね。そんどぎに引っ越した人ですから、非常に

具体的な例とすればですね。そういう人たち、その後づけで、後に決めてしまって、あ

んだはだめだよ、対象になりませんよというような、その辺も深く状況、現状を事実に

即して、そして議論、皆さんと議論して、そしていい方向の結論を出すべきだというふ

うに思うんですが、今ここで結論出さなくてもいいです。町長だけでなくて、やっぱり

みんなとね、この対策本部会議、本部会議でも検討して、協議して、そして新たな結論

を出していただきたいというふうに思うわけですが、そういった取り組みも否定なさい

ますでしょうか。改めてお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。私が一存でこの制度を構築してきているわけでございませんの

で、十分対策本部のほうで議論を交わした中での整理というようなことでございます。

この案件については、生活再建支援というふうなことで考えさせていただいております

ので、議員ご指摘の部分については、これ以上の検討の余地は残念ながらないものとい

うふうにご理解をいただきたいというふうに思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。ここで結論出さなくてもいいって言ったのに、本当にね、その

一言には本当に冷たい町政、町長。だって、この人、何にも悪いことしていないんだよ、

山元町民で。そして、この方からも固定資産税とか、住民税とか取るんですか。自分が

そういうようなのだけ、何かいろいろ聞くと、そういう請求来ているっていう話もある

んですが、全くこの辺については町長の考えがわからない。このことだけを見れば何と

冷たい町長なのかという印象しか受けとめることができませんということを強調してお

きます。何回やっても多分そういう考えであるならば変わらないであろうから、この点

については。しかしながら、あらゆる機会でこの件については捉えて、町民の皆さんに

も訴えていきたいというふうに思います。 

      次に、世帯分離した場合、どうなんのかと。例えば、最初元気で一緒に住んでいた人

が被災して、仮設なり入って、そしてある時期に、息子夫婦が災害公営住宅へと。だげ

んとも、老夫婦は、年寄り夫婦は、いや、やっぱり現地に帰りたいというようなことで、

現地で住みたいというようなことで現地に、現地って、この１、２種だな、に行って、

再建して住んだ場合に、その支度金というのは、その年寄り夫婦のほうに、仮設に行っ
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た息子夫婦は町のこのそれなりの仮設によった移転費とかなんとか、そういうようなの

は町の補助は受けているといった場合、そういった場合、そういう、何ていうんだ、ケ

ースも何件かあるかと思うんですが、そうした場合、その年寄り夫婦は対象になるのか、

ならないのか、その辺の確認をしたいと思います。 

震災復興企画課長（佐藤和典君）はい、議長。１、２種の世帯の方で災害公営住宅とかそういうと

ころに再建を果たした方と地元に残っている方がいた場合、１００万円が受けられるか

というようなことのご質問かと思いますが、町の独自の支援策として、災害公営住宅な

り新市街地に移る際に独自支援策を設けてございます。そちらのほうを受けている場合

につきましては、特にやむを得ない事情で地元に残られているというような方というよ

うな形の捉えではないというふうに考えておりまして、二重の独自支援は受けられない

ような状況ということで考えてございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。この辺もですね、もっと深い議論が必要になってくるかと。あ

るいはすべきだというふうに思います。今この辺でもぐちゅぐちゅ言っているんだけれ

ども、ああ、それは妥当だと。いや、それではおかしいんでねえがと言う人たちもいる

ことも事実ですから。しかしながら、現に戻って生活しているということも事実であり

ます。その辺をもっとやっぱり煮詰めて、せっかくいいごどをやるんだから、誰その落

ちこぼれなくね全ての、先ほども何回も、何回も格差のない社会と格差をつくらないっ

てつうのか、さっきの、そういう格差のない形、いろいろ工夫すると、していると、今

後もその拡充を考えているということを、さらに拡充を考えていると、そこまでいいこ

とを言っているんだから、言ったらもっとやっぱり細いところまでの議論をして、そし

て１人も落ちこぼれのないような支援策にすべきだということを訴えて終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６５号平成２７年度山元町一般会計補正予算（第３号）を採

決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１３．議案第６６号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。それでは、議案第６６号平成２７年度山元町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 
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      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出予算それぞれ３，２６３万４，０

００円を追加いたしまして、総額を２１億９，６５３万１，０００円とするものでござ

います。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明をさせていただきます。 

      お手元の議案書、６ページをお開きいただければと思います。 

      こちらは歳出予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      初めに、第１款総務費第１項総務管理費第１目一般管理費についてですが、こちらに

つきましては、職員の給料、手当、共済費などの人件費並びに一般会計への繰出金に係

る補正額８４９万５，０００円を計上してございます。人件費につきましては、例年９

月補正で行っております人事異動に伴う補正でありまして、当初予算の計上については、

ことしの１月１日現在における人員に合わせまして人件費を組んでおりましたが、その

後、４月１日付の人事異動がありましたので、その人事異動の人員により置きかえた額

の補正額、人件費合計で５３１万７，０００円を計上してございます。 

      次、この同目内の第２８節繰出金についてですが、こちらは一般会計に繰り出しを行

う補正額でありまして、昨年度、当国保会計に一般会計からあらかじめ見込み額として

繰り入れを行っておりました人件費や出産育児一時金などの繰入金について、決算額に

基づく精算を行って一般会計にお戻しする額を確定し、今年度の繰出金として補正額、

こちら３１７万８，０００円を計上してございます。 

      次に、第２款保険給付費第１項療養諸費第１目一般被保険者療養給付費についてです

が、こちらは後ほど歳入のほうでご説明申し上げますが、前期高齢者交付金の歳入減に

よる財源内訳の変更となります。 

      次に、３款後期高齢者支援金等から、次ページをお開きいただければと思います、第

６款介護納付金までの、こちら納付金等につきましては、社会保険診療報酬支払基金へ

の納付金等の今年度分の額の確定に伴う増減額をそれぞれ補正額として今回、計上して

おります。なお、補正額につきましては、前ページの第３款後期高齢者支援金等で３５

万４，０００円の増、第４款前期高齢者納付金等で３万３，０００円の増、第５款老人

保健拠出金で５，０００円の減、第６款介護納付金で１９万５，０００円の減として計

上してございます。 

      次に、８款保健事業費第１項特定健康診査等事業費第１目特定健康診査等事業費につ

いてですが、こちらも後ほどご説明申し上げますが、県補助金であります被災者健康支

援事業費補助金の交付額の決定に基づく歳入増による財源内訳の変更となっております。 

      次に、７ページから次の８ページにかけての第１１款諸支出金でございますが、こち

らにつきましては、平成２６年度に交付を受けた各種補助金交付金の精算に伴う償還金

をそれぞれ計上しておりまして、合計で２，３９５万２，０００円を補正額として計上

しております。 

      それでは、次に歳入予算の補正額についてご説明させていただきます。 

      お手元の議案書、５ページにお戻りいただければと思います。 

      こちらは歳入予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      それでは、初めに、こちら第５款前期高齢者交付金第１項前期高齢者交付金第１目前

期高齢者交付金についてですが、こちらは先ほどご説明申し上げました、歳出第２款の

保険給付費の財源内訳の変更の要因となりました前期高齢者交付金の額の確定による減
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額分１０万１，０００円を補正額として計上してございます。 

      次の、第６款県支出金第２項県補助金第３目特定健康診査等補助金、これで節のほう

は第１節の被災者健康支援事業費補助金です。こちらにつきましても、先ほど歳出のほ

うでご説明いたしました、第８款の保険事業費の財源内訳の変更となりました県補助金

の額の確定による増額分１０３万４，０００円を補正額として計上してございます。 

      次に、第９款繰入金第１項繰入金第１目基金繰入金、こちら第１節財政調整基金繰入

金についてですが、こちらは今回の補正に係る最終的な財源調整の結果として基金取り

崩しの戻入額の８，０２３万５，０００円を減額計上するものでありまして、こちら同

じく第２目一般会計繰入金のこちら第２節その他一般会計繰入金については、人事異動

に伴う職員人件費等相当分を一般会計から繰り入れを行う増額分です。５３１万７，０

００円を補正額として計上している状況でございます。 

      最後に、第１０款繰越金第１項繰越金、こちら繰越金についてですが、平成２６年度、

本国保会計の決算剰余金の約２分の１の額を今年度に繰り越ししましたので、その繰越

額１億６６１万９，０００円を増額補正額として計上してございます。 

      以上が今回の補正予算（第２号）案の内容でございます。よろしくご審査の上、ご可

決賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      ６番遠藤龍之君の質疑を許します。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。決算審査等の中でもいろいろ確認しているんですが、その財政

調整基金の取り崩しの減と財政の関係ですね。この９月の補正で先ほどの説明あった国

に返さなくちゃならないものを返した上で、なお減額、これは今言った前年度の繰り越

し１億が相当影響しているかと思うんですが、しかしそういったもろもろの理由があっ

てもなお８，０００万円も戻すことができたと。そして、現在額が多分八千、今現在で

の取り崩しが約８，０００万円くらいだと思うんですが、今現時点でいうと、これも確

認しているところなんですが、その推計計画から見ても４，０００万円、今現時点で多

いんですね。今後、医療費の動向が、これも確認したいことがあるんですが、きょうは

いい。大きく減が出てくるというようなことが想定されれば、その限りでもないという

ことは言えるんですが、その辺を含めて、医療費の動向とね、それからこのままいくと、

やっぱり２７年も大きな剰余金を生み出し、さらなる基金の積み上げが期待されますと

いうような方向になるのか、この辺の想定、あと６カ月あるんですが、今この時点でど

う見ているか。そして、今現時点ではもう４，０００万円、既にその計画値よりも多い

と。４，０００万円というのは年間ね、どういう額かというと、８，０００万円の半分

だからね。８，０００万円というのは引き下げ、年間引き下げの、っていうのは、どの

くらい大きいかということをちょっと強調したかったんですが、今、その前の質問につ

いてお伺いいたします。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。今の遠藤議員さんのご質問にお答えいたします。 

      基金の現在の残高等も踏まえご回答させていただければと思います。 

      今回の財政調整基金の 9 月補正後の残高に関しましては、今回の議案書の５ページの

第９款の繰入金の基金繰入金の欄なんですが、当初予算では約１億６，０００万円とい

う取り崩しになってございます。今回、補正額で８，０００万円を戻しまして、議員さ
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んおっしゃったとおり現在の繰入額は８，０００万円。先ほどのお話の中で平成２７年

度、今回税率引き下げ、８，０００万円使って税率を引き下げておりますが、そのシミ

ュレーションの中では今年度は１億２，０００万円の基金取り崩しを行って、結果、税

率を引き下げるということですので、この５ページの基金繰入金の合計の欄、今８，０

２５万８，０００円となっていますが、ここが１億２，０００万円という数字になるの

がシミュレーション上の基金の取り崩し額となります。今議員さんのとおり、ここは４，

０００万円差がございます。その１億２，０００というふうな推定に現在８，０００万

円。それに関しましては、こちらも議員さんのほうからお話あったんですが、医療費の

動向なり、被保険者の動向を重視しながら国保運営のほうを進めてまいりたいというふ

うに考えておるのが担当課としての意見でございます。以上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。それで、その結果、今から考えておいだほうがいいということで

提起、確認しているんだげんとも、私の推定では、これはまた上がるのかなと。そうす

っとね、今現在で４億８，０００万円くらいになったな、基金残高っつうかね。５億近

いんですよ。５億の金をそのままプラマイゼロで５億で２７年度終わって、２８年度に 

     いくとね、５億持って２８年度に行く必要ねえんだな。もともと５億が最低１億、あの

あれでは３年目で１億７，０００万くらい残せばいいという計画なんだから。というふ

うな事態になったときに、その時点でどうすっかと。今ここでいろいろな動向等々あっ

から、まだ結論わがんねげども、そういうふうな事態になったときにどうすればいいの

かということを、まだ半年あるんだから、今からやっぱりそういうのを医療費の動向等々

も見ながら、そういう事態になったらすぐにこう変えられるようなね、やっぱり体制で

臨む必要があると思うんですが、担当者、担当官どうですか。いや、事務的なこの準備

が甘いという意味だからね。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。まず、今回の税率引き下げの改正につきましては、３年

間、平成２７、２８、２９の３年間を計画期間としてシミュレーションを組んでござい

ます。今議員さんおっしゃったように医療費の動向なり、被保険者の動向を注視しなが

ら、もちろん経営状況を分析していくのはもっともでございますが、まずはこの３年間

の動向を見ないと、１年間の動きではまだ推計、計画の段階ということなので、すぐに

は動けないとは思うんですが、まずは注視しながら計画を再度検証しながら進めてまい

りたいと思っております。以上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。ここで明確にね、２８年度が３億９，０００、約４億だよ。で、

２９年度で１億になる。これが３年間の計画なんだから、この計画どおりにいかないど

ぎにどうすんのがということを聞いているんだがら、そんときの心構え、んだがら今の

話では４億８，０００万円、今残ってでね、それが５億近い金とまた、２７年度の決算

すっと、また１億余ったどが、２億余ったどがになっと、またこの積み立てすんだった

ら、もう５億が６億なったりする。２８年度で４億って、３億９，８００万円で経過し

ているのが５億どが６億になったらどうすんのというごどを聞いているのよ。だがら、

そういうふうになんねえ場合もあるし、計画どおりになった場合にどうすればいいかと

いうのを今から構えでおげというごどを言っているんです。んだがら、担当官に、ねえ、

その事務的な話だがら、そしてその際に、あどは町長さんにね、このくらいあるんだげ

っと、それは後で相談しながら進めていいんだげども、担当官としては、この数字ね、

この事実の流れ、この計画どおりにいってっかどうが、いってねがったらどうすっかと
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いうことを今から構えて、そういう事態になったらすぐに取り組めるようにということ

の確認で言ってんの。それだけの話だがらね。の確認だがら。はい、改めて。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。今の遠藤議員さんのおっしゃるとおりで、事業を推進す

るに当たり、遂行するに当たり、経営状況を確認して、随時、こういう状況をつかみな

がら１年間、運営を行ってまいりたいと思います。（「はい、わがった、わがった」の声

あり） 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６６号平成２７年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１４．議案第６７号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。それでは、議案第６７号平成２７年度山元町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ３１万６，０００円を追

加いたしまして、総額を１億６，６１３万８，０００円とするものでございます。 

      それでは、当後期高齢者特別会計につきましては、歳入予算のほうからご説明をさせ

ていただきます。 

      お手元の議案書、５ページをお開きいただければと思います。 

      こちらは歳入予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      第４款繰越金第１項繰越金第１目繰越金、こちらについてですが、こちらは平成２６

年度の当後期高齢特別会計の決算剰余金を本年度に全額繰り越ししましたので、その繰

越額３１万６，０００円を増額補正額として計上するものでございます。 

      次に、６ページになります。こちら、歳出予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      こちら第３款諸支出金第２項繰出金第１目一般会計繰出金、こちらについてですが、

こちら、ただいまご説明申し上げました平成２６年度の当後期高齢特別会計の決算剰余

金を一般会計に戻し入れを行うため、当後期高齢特別会計から一般会計への繰出金とし

て歳入と同額の増額となります３１万６，０００円を計上するものでございます。 

      以上が今回の補正予算（第１号）案の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可
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決賜わりますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから議案第６７号平成２７年度山元町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１５．議案第６８号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。それでは、議案第６８号平成２７年度山元町介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ１，６２６万７，０００

円を追加いたしまして、総額を１３億２２９万４，０００円とするものでございます。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明をさせていただきます。 

      お手元の議案書、７ページをお開きいただければと思います。 

      こちらは歳出予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      初めに、第１款総務費第１項総務管理費第１目一般管理費についてですが、こちらに

つきましては、職員の給与、手当、共済費などの人件費を計上してございます。こちら

人件費につきましては、国保会計と一緒ですが、例年９月で補正を行っております人事

異動に伴う補正でありまして、当初予算の計上以降、４月１日付の人事異動等により人

事異動後の人員により置きかえた額の減額分、合計で５５７万円を減額補正額として計

上してございます。 

      なお、次の第３款地域支援事業費第１項介護予防事業費の減額補正額５４９万６，０

００円、並びに同じく第２項包括的支援事業任意事業費の減額補正額４０７万２，００

０円、こちらにつきましても人事異動に伴う減額の補正額となってございます。 

      次に、第５款諸支出金第１項繰出金第１目一般会計繰出金についてですが、こちらは

一般会計に繰り出しを行う補正額でございまして、昨年度、当介護会計に一般会計から

あらかじめ見込み額として繰り入れを行っておりました人件費や事務費などの繰入金に

ついて、決算額に基づく精算を行って一般会計に戻し入れをする額を確定し、今年度の

繰出金として１，０８９万２，０００円を増額計上してございます。 
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      次に、８ページになります。 

      ８ページ、第５款諸支出金第２項償還金及び還付金につきましては、こちら平成２６

年度に交付を受けた各種補助金、交付金の精算に伴う償還金をそれぞれ計上するもので

ありまして、合計で２，０５１万３，０００円を補正額として計上してございます。 

      それでは、次に歳入予算の補正額についてご説明させていただきます。 

      お手元の議案書、５ページにお戻りいただければと思います。 

      こちらは歳入予算の補正予算事項別明細書でございます。 

      それでは、初めに第３款国庫支出金第２項国庫補助金についてですが、こちらは先ほ

ど歳出のところでご説明申し上げました、人件費の組み替えに伴う国庫補助金の減額分

２９６万３，０００円を補正額として計上してございます。 

      次の、第４款支払基金交付金第２項支払基金交付金第１目介護給付費交付金、こちら

第２節過年度分につきましては、平成２６年度の介護給付費に係る社会保険診療報酬支

払基金の負担割合が確定したことによる歳入増として８２７万７，０００円を補正額と

して計上しております。 

      次の６ページをご覧ください。 

      同じく、こちら第２目地域支援事業支援交付金につきましては、こちらも先ほど歳出

のところでご説明いたしました人件費の組み替えに伴うものでございまして、人件費の

減額にともなって社会保険診療報酬支払基金の負担分があわせて減額となるということ

から１５３万９，０００円を減額補正額として計上してございます。 

      次の第５款県支出金第２項県補助金についても、こちらも歳出のところでご説明申し

上げました人件費の組み替えに伴う県補助金の減額分、合計１４８万２，０００円を減

額補正額として計上してございます。 

      あと、次、第７款でございます。第１項繰入金第１目基金繰入金第１節介護保険事業

基金繰入金についてですが、こちらは今回の補正に係る最終的な財源調整の結果として

基金の取り崩しの戻し入れの４４７万１，０００円を減額計上するものでありまして、

同じく第２目一般会計繰入金についてですが、こちらは人件費の組み替えに伴う減額分

７０５万２，０００円を減額補正額として計上してございます。 

      最後に、第８款、６ページですね、第８款繰越金第１項繰越金についてですが、こち

らは平成２６年度、当介護会計の決算剰余金の約２分の１の額を今年度に繰り越ししま

したので、その繰越額２，５４９万７，０００円を増額補正額として計上してございま

す。 

      以上が今回の補正予算（第２号）案の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可

決賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 
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議 長（阿部 均君）これから議案第６８号平成２７年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１６．議案第６９号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

上下水道事業所長（荒  勉君）はい、議長。議案第６９号平成２７年度山元町水道事業会計補正

予算（第１号）についてご説明いたします。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出につきましては、一般会計同様、人事異動に伴う人件費の補正と

なっておりますので説明は省略させていただきます。 

      次に、資本的収入及び支出の支出について申し上げます。 

      １款資本的支出１項建設改良費は、人件費の調整による減、及び工事請負費では坂元

配水池の薬品タンクが経年劣化により液漏れ等が発生したため交換工事費を増額し、補

正額１９４万７，０００円を増額するものであります。 

      最初のページにお戻り願います。 

      第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      収入、第１款水道事業収益５２万４，０００円減額し、総額５億９，９８０万２，０

００円とするものです。       

      支出、第１款水道事業費４５１万７，０００円減額し、総額５億８，１８８万５，０

００円とするものです。 

      第３条 予算第４条中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１９４万７，０

００円は、当年度分損益勘定留保資金等を調整して予定額を次のとおり補正するもので

あります。 

      支出、第１款資本的支出１９４万７，０００円増額し、総額４億９６万３，０００円

とするものであります。 

      第４条 予算第８条に定めた職員給与費を記載のとおり改めるものでございます。 

      第５条 予算第９条に定めた他会計からの繰入金を記載のとおり改めるものでござい

ます。 

      以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第６９号平成２７年度山元町水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１７．議案第７０号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

上下水道事業所長（荒  勉君）はい、議長。議案第７０号平成２７年度山元町下水道事業会計補

正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収支につきましては、人件費の補正となっておりますので、これも説明を省略

させていただきます。 

      次に、資本的収入及び支出の支出について申し上げます。 

      １款資本的支出１項建設改良費につきましては、人件費の調整及び委託料、工事請負

費では第１２回復興交付金で認められた磯地区の津波被害を免れた農集排施設の復旧を

行うための予算措置をするとともに、山元浄化センターに流入するごみを除去するため

のし渣掻揚器の修繕工事費などを、補正額２億９，５８９万６，０００円を増額するも

のであります。 

      収入について申し上げます。 

      支出に見合う財源としまして、１款資本的収入１項企業債２，５６０万円を増額する

ものでございます。 

      第４項国庫補助金、農集排事業復興交付金１億８，６７６万６，０００円を増額する

ものであります。 

      ５項出資金、繰り出し基準に基づく一般会計からの出資金８，４２３万４，０００円

を増額するものでございます。 

      最初のページをお開き願います。 

      第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      収入、第１款下水道事業収益５３万円減額し、総額１３億１，５８２万２，０００円

とするものです。 

       支出、第１款下水道事業費２１２万２，０００円減額し、総額１１億７，４７６万

４，０００円とするものです。 

      第３条 予算第４条中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７０万４，００

０円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などを調整し、補塡財源とし

て予定額を次のとおり補正するものであります。 

      収入、第１款資本的収入２億９，６６０万円増額し、総額６億４，５４３万６，００
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０円とするものです。 

      支出、第１款資本的支出２億９，５８９万６，０００円を増額し、総額９億３，４８

４万５，０００円とするものです。 

      第４条 予算第６条の復興交付金、企業債を記載のとおり改めるものでございます。 

      第５条 予算第９条に定めた職員の給与費を記載のとおり改めるものでございます。 

      第６条 予算第１０条に定めた他会計からの繰り入れする金額を記載のように改める

ものでございます。 

      以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第７０号平成２７年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

                                        

議 長（阿部 均君）本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長します。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１８．議案第７１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

震災復興整備課長（早坂俊広君）はい、議長。議案第７１号平成２７年度 社総交（復興）請１号 

町道２７号町中浜線道路改良工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

      なお、議案の内容につきましては、別紙配布資料ナンバー１１にてご説明いたします

のでご覧願います。 

      議案の概要についてご説明いたします。 

      町道２７号町中浜線道路改良工事請負契約の締結に当たり、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により、議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      次に、各項目及び内容について説明申し上げます。 

      1、契約の目的は、平成２７年度 社総交（復興）請１号 町道２７号町中浜線道路改

良工事でございます。 

      契約の方法につきましては、指名競争入札で、入社参加業者数は８者でございます。 

      契約金額は、６，５９１万２，４００円、こちら消費税を含むもので、落札率は８５．
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５パーセントとなります。 

      契約の相手方につきましては、山元町真庭字南権現１１４、三宅建設株式会社代表取

締役三宅満でございます。 

      工事の場所につきましては、山元町町地内ということで、次ページ、地図を参照願い

ます。こちら町道町中浜線とＪＲ新ルート交差部でございますが、こちら町道町中浜線

の中で狭隘区間ということで、以前から拡幅の要望があった区間でございますが、ＪＲ

の内陸移転にあわせまして、地域の皆様の協力をいただき、今回、道路改良工事を実施

することとなったものでございます。 

      前ページの議案の概要にお戻り願います。 

      工事の概要につきましては、施工延長２００メーター、道路幅員６．５メーターとい

うことで、工事の概要につきましては、２ページ後ろ、Ａ３の平面図をご覧願います。 

      こちら施工箇所としましては、着色されている区間２００メーター区間となっており

まして、主な工事といたしましては、下の標準横断図を見ていただきまして、こちらの

道路改良を行うに当たりまして切土工、着色部分でございますが、こちら６，６００立

米、またこちらののり面を保護するための植生基材吹きつけ１，２６０平米、並びに道

路舗装の１，５８０平米、並びにガードレール等となってございます。 

      議案の概要にお戻り願います。 

      詳細な数値は、表記のとおりとなります。 

      工期につきましては、議決された日の翌日から平成２８年３月３１日までということ

になっております。 

      以上で、議案第７１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜

りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第７１号平成２７年度 社総交（復興）請１号 町道２７号町

中浜線道路改良工事請負契約の締結について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

                                        

議 長（阿部 均君）日程第１９．議案第７２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 
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産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。それでは、議案第７２号平成２７年度 産振農復物１号 

山元町園芸作物用機械等整備事業（大型トラクター等導入）に係る物品購入契約につい

てをご説明申し上げます。 

      配布資料のナンバー１２をご覧いただきたいと思います。 

      まず、提案理由でありますけれども、東日本大震災による被災農家の農業再生を図る

ため、平成２７年度被災地域農業復興総合支援事業に基づき農業用機械を取得するに当

たり、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例の

規定によりまして、議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      まず、１番といたしまして、今回の購入品目・台数でありますけれども、トラクター

１台ほか、このトラクターに合わせた専用作業機各１台でございます。これは全部で１

３台ほどになります。それから、自走式タマネギ収穫機１台、それからタマネギ乾燥機

一式が１５台という、大きく分けて３種類であります。その仕様、装備につきましては、

この表に記載のとおりでございます。 

      ２番といたしまして、契約の方法でありますが、条件つき一般競争入札で執行してお

ります。入札の参加業者については３者でございました。 

      ３番目、契約の金額でございますが、一つ金８，９６０万５，４４０円、これは消費

税含む額でございます。落札率は８９．１パーセントでありました。 

      ４番といたしまして、納期限が平成２８年３月１８日でございます。 

      ５番、契約の相手方でありますが、亘理町のみやぎ亘理農業協同組合でございます。 

      裏面でご覧いただきたいと思いますが、６番３項といたしまして、この機械の貸与先

でありますが、これ経営体１経営体でございまして、東部新浜地区の１１２ヘクタール

を予定している農業法人へ貸与する予定であります。 

      この機械のイメージ写真をここに記載しておりますが、トラクターについては１５０

馬力という、本土ではなかなかない大きさのものです。それにあわせてかんがい装置と

いうことで、これは給水、用水ですね、等をする、あるいはタマネギの収穫機等々でご

ざいます。それから、自走式のタマネギについては、こういった掘って収穫する機械で

あります。それから、タマネギの乾燥機につきましては、この右側のハウスの中に設置

しておりますけれども、左側の乾燥機にこういうブルーシートのようなのをかぶせて、

中にトレーでタマネギを入れて、そこの中で乾燥させていくというようなものでござい

ます。これは１５台ほどになります。 

      以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

      １０番岩佐 隆君の質疑を許します。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。入札方法で条件つき一般競争入札ということでありますけれど

も、この条件つきのちょっと条件の中身について教えていただけませんか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。条件につきましては、一応大きく分けて９項目ほどござ

います。１つは、町の入札参加者の名簿に搭載されているということです。（「もう一度」

の声あり）町の入札参加資格者名簿に記載されていること。それから、２番目といたし

まして、地方自治法施行令の破産者とかということで、無能力者ではないことですね。
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それから、３番目に、指名停止を受けていないこと。それから、４番目に、会社更生法

等で更生手続等の申し立てがされていないこと。それから、５番目に、県内に本店・支

店を有する事業者であること。それから、６番目に、今回の発注、農機具の機械の販売

実績、あるいは納入確約書が提出できる事業者ということです。それから、７番目には、

入札に参加しようとする複数の事業者の間で資本とか人的関係で親会社、子会社の関係

にないというようなことです。あと、最後が、暴力団の指定を受けていないというよう

な条件であります。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。この中で何で聞いたかというと、一応３者しか入札の指名に入

ってこれなかったということなのね。それで、条件つきという部分でちょっと狭まった

形の条件の整備かなと思ったんですけれども、通常の、今お話聞くと、通常の条件とい

う形だったものですけれども、これ何で一般競争入札にしなかったの、条件つきという

形にしたのか、その辺はこの今までの７つの理由の中でどれがあれなのかな。ちょっと、

一般競争入札もよかったのかなと思うんですけれども、あと時期も明示していないしね。

ある程度、入札については、今までお話ししているように公正、公平に、ある程度幅広

く考えて参加をしてもらうような形、それが行政の入札発注の１つの考え方になると思

います。その辺についてどうなんですか、課長。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今回の納入物品については、受注製品でもあるというよ

うなことから、確実な納品をしていただくという必要がありますので、そういった意味

で重視したのは販売実績、それから納品できる確約をきちんととれるということを重視

しているというようなことで条件を付させていただきました。以上でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。あと、ちょっと気になるのは、７番目で、親会社、子会社でな

いとかという要件も入っているんですけれども、一応貸与する先は、今回については、

先ほどの説明だと農協が出資する、そういった法人であるということで、多分要件に当

たらないからそういう形じゃないと思うんですけれども、ただ道義的に考えると、貸与

する先として農協が出資する、そういった会社法人に入札で今回、一応入札で落札した

という形になると。その辺については道義的に全然問題ないということなのか。基本的

にはやはり農協が出資している、そういった法人でありますので、その辺のちょっと考

え方についてお聞かせいただければと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。対応する先については、基本的に被災農家が半分以上を

出資してコントロールすることになっておって、ＪＡ出資については半分以下というこ

とでございますので、意思決定等については特段、この機械等の関係では問題ないとい

うふうに思っております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。本当は入札の条件の、この条件つきの中にきちっとその辺も、

先ほど７番目の関係でちょっと聞こえなかったんだげんとも、親会社、子会社の関係で

ないことという話も入札のなか、親会社、子会社と違うんだげんとも、例えば今お話し

したように、出資が４割強入っている団体の会社に、使うということはわかっていなが

ら入札を参加資格で条件の中であったような形になれば、私は少し何か出資しているっ

ていう形で考えれば、ちょっと疑問が残る関係かなと。それはそれで、あと副町長から

その辺についての答弁いただくんで。あと、その中で、ここで耐用の年数どのくらいで

すか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今のところは、この機械の耐用年数、償却のですね、そ
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れを踏まえてということになろうかと思いますけれども、（「何年と何年だが」の声あり）

通常であれば５年なり、７年なりというようなことだとは思いますが、今のところはそ

ういったことだと思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。あれでしょう、一つ一つの機械で耐用年数違うんでね、その対

応の仕方というのもちょっと違うと思うんですけれども、対応の仕方は全部同じでいい

のかな、機械。トラクターと例えばタマネギとかで同じなのかな。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。基本的には一括で対応してまいりますので、何ていうん

ですかね、機械の耐用年数はそれぞれ違うとは思いますけれども、貸す期間は統一して

いきたいというふうに考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。これはハウスのリース事業と同じように、貸与したら、あとは

年数たったら、そのまま無償で支給という形になるのかな、その辺はどうなんですか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。そこまではまだ考えてはおりませんが、基本的に償却さ

れたものを町のほうとして持ってても、処分の関係もございますので、そこについては

これからの貸与の規定の中で考えていきたいというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。これの提案理由の中に、２７年度の震災地域農業復興総合支援

事業に基づきということで書いてあるんですけれども、これ２７年度のこの被災地の農

業復興震災事業、これ何件か多分やっていると思うんです。ちょっともう一回確認の意

味で、どういう形の内容なのか。今まで我々がいろいろお聞きしたやつ、復旧関係の事

業であるという形では認識しているんですけれども、復旧の全体の説明の中という話も

わかる。その辺ちょっと詳しく教えていただけませんか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。この復興交付金事業については、ここに記載のとおりの

支援事業でありまして、通常「Ｃ－４事業」と言われているものですけれども、東日本

の大震災によって被災した市町村で計画している復興を実現するために町が農業用施設、

あるいは機械等を整備して、被災をしていて経営再開しようとする農家に貸与するとい

う事業であります。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。その程度の内容だったらわかっているんで、ただ、今回の機械

の整備をする中で積み上げをしたと思うんですけれども、ただ現在の町の積み上げの中

で、例えばタマネギだったらタマネギの、そういった形で震災で被災した人たちをどの

くらいに積み上げてＣ－４事業に生かしていくのか。そういう形で全部積み上げながら

今回の事業に結びつけさせたと思うんですけれども、そういう部分でこれから、２７年

度ばっかりでないと思うのね、２８年度、２９年度で続くのかどうかもあるし、あるい

は積み上げ方式をすることによって、この５年間の復興交付金の事業、Ｃ－４事業、そ

れで終わっていくのかどうかということもあるのね。非常にこれから東部の全体のやっ

ぱり被災地の支援をする中で、どういう形で推移するのかというのが全然わからない部

分もあるんでね、ちょっとその辺を確認したいなと思って今お話ししているわけです。 

議 長（阿部 均君）少しわからないと言うので、もう一度お願いします。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。Ｃ－４事業のこの考え方で、復旧の中で積み上げをしながら事

業費を出して事業を行うという形でこの事業があると思うんですけれども、今回のその

積み上げの中で一応機械でね、何の機械でもいいということは多分ないと思うんで、例

えばタマネギの復旧の面積がこのくらいだから、こういう形で事業費積み上げたんだよ

という考え方があるのかどうかということで、これから全体の復旧の中で積み上げ方式
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という形で町から話はされてるんですけれども、具体的にそういう形の積み上げがあっ

て、復興庁と復興交付金の中での事業としてやっていけるのかどうかという部分を確認

したいくてお話なんです。わかりますか。 

議 長（阿部 均君）１０番岩佐 隆君に申し上げます。今の契約案件でございまして、事業の内

容ではございませんので、その辺についてご理解をした上で質疑をお願いしたいと思い

ます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。契約案件である中で、今お話ししたように、この２７年度の震

災の農業復興総合支援事業、これに基づいて今回取得するに当たっての今回の契約なん

でね、それが今議長おっしゃるように全然関係ないという話ではないと思うんですよね。

この関連でお話をしているんで、ただ答えていただけばいいんですよ、別に。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。この貸与する法人につきましては、裏面に参考として経

営体の営農面積ということで、６番目に１１２ヘクタールという面積を記載しておりま

すけれども、この面積の営農の計画の中で、例えば今のところ経営計画として作目をタ

マネギ、ネギ、サツマイモ、ニンジン、ゴボウとか露地栽培で営農して、で、経営計画

を立てているということで積み上げて、それの内容を復興庁に認められて、それに必要

な機械、規模、数量というようなことで、今回はその認められた全体の中の、前回第１

２回の復興交付金で認められた部分を今回計上しているということでございます。です

ので、この機械そのものについてそのようことで、この作目と面積等を含めて基本的に

は積み上げであるということでご理解いただければと思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それをちょっと確認したかったんで。 

      あと、最後に副町長のほうに、今お話ししたように、入札のあり方として条件つき一

般競争入札の考え方だったり、あと出資した団体に貸与する、そういった状況の中での

１つの今回の入札の参加者のその考え方についてお話ししていただければと思います。 

副町長（嘉藤俊雄君）はい、議長。産業振興課長からもお話ししましたけれども、入札参加の資格

の条件として入っておりましたのは、入札参加する事業者同士の親子関係等々がないよ

うにということの指定をさせていただいたところでございます。貸与先、ＪＡ出資型だ

ということではございますけれども、全体としては被災農家の方々がイニシアチブをと

られるという部分もございまして、その点については特に入札上は考慮はしなかったと

いうことでございます。（「あと、条件の考え方」の声あり） 

議 長（阿部 均君）条件の考え方をお願いします。（「先ほど一般競争入札でもよかったんでない

かという話もしたんだげんとも、それで条件をつける上でのこの７項目の考え方につい

て」の声あり） 

副町長（嘉藤俊雄君）はい、議長。条件つきじゃなくて一般競争入札でもよかったのではないかと

いう質問かと思います。今回の場合、いろいろ９点ついておりますけれども、一番重視

したのは、農業機械ですので、こちらの実績なり確約、必ず納めてもらえるというとこ

ろがまず必要かなというところ、あとは県内に本店または支店を有する事業者というこ

とで適正については考慮したということでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。県内に支店、本店とかね、あと今言うように、納める、納めな

いなんていう話は、やっぱりきちっとその入札参加の中できちっとやっぱり審査できる

本当案件なんですよ。それでわざわざ７項目にその条件をつけてやる理由が、今副町長

から聞いた中であんのかどうかということなんですよね。それを具体的に条件つけた理
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由として、今の理由の中で、考え方として私なんかはちょっと全然理解できないんです

けれども、その辺についてもう一回、答弁いただきたいと思います。 

副町長（嘉藤俊雄君）はい、議長。一般競争入札でもやれたのではないかという、地域条件も要ら

なかったのではないかというふうなご質問かと思います。 

      町が取得して経営体のほうに貸し付けするという形のものでございますし、機械等々

ということもございましたので、近くにあるところで十分に納入実績のあるところとい

うところを今回は重視させていただいたという考え方でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。結果的に３者しか応札がなかったということを一番最初にお話

ししたように、広くやっぱり公平に参加できるような形にしていくというのが入札制度

の本来の考え方なんでね。その辺をお話ししているわけで、ですから結果を見たらなか

ったでなくて、結果が出る前に広く、やっぱり幅広くやれるような形の入札の考え方と

いうのをやっぱりやる必要あるんでないかということをお話ししているんでね。その辺

については十分これから考えながらやっていただきたいと思います。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第７２号平成２７年度 産振農復物１号 山元町園芸作物用機

械等整備事業（大型トラクター等導入）に係る物品購入契約について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２０．議案第７３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。それでは、議案第７３号平成２７年度 産振農復物３号 

山元町園芸作物用機械等整備事業（フォークリフト導入）に係る物品購入契約について

ご説明申し上げます。 

      配布資料のナンバー１３をご覧いただきたいと思います。 

      提案理由につきましては、ただいまの７２号と同様でございます。 

      １番といたしまして、今回の購入品目、台数につきましては、フォークリフトの全回

転フォーク機能つきのものが２台、それから同じフォークリフトでハイマスト仕様が１

台、計３台であります。主要装備につきましては、ここの表に記載のとおりでございま

す。 

      ２番といたしまして、契約の方法でございますが、これも条件つき一般競争入札であ
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ります。入札の参加業者数は６者であります。 

      ３番目に契約金額については、一つ金５８９万４，６４０円、消費税含む額でありま

す。落札率は５５．１パーセントでありました。 

      ４番目、納品期限でありますが、平成２８年３月１８日まで。 

      ５番といたしまして、契約の相手方でありますが、亘理町のみやぎ亘理農業協同組合

でございます。 

      裏面、ご覧いただきたいと思いますが、６番３項でございますが、機械の貸与先につ

いては、これについては２法人になります。これは新浜地区の山元ファームみらい野と、

それから磯地区の農事組合法人磯浜であります。 

      機械自体のイメージ写真につきまして、この全回転のほうが、機能つきのほうが新浜

地区、そしてハイマストの１台のほうが、これは磯地区ということでございます。 

      以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第７３号平成２７年度 産振農復物３号 山元町園芸作物用機

械等整備事業（フォークリフト導入）に係る物品購入契約について採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は５時３０分といたします。 

午後５時１９分 休 憩 

                                             

午後５時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２１．委発第３号を議題とします。 

      これより提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員会委員長遠藤龍之君、

登壇願います。 

議会運営委員会委員長（遠藤龍之君）はい、議長。それでは、山元町議会委員会条例の一部を改正

する条例についての提案理由を説明させていただきます。 



- 76 - 

      ２ページ、お開きください。 

      提案理由、山元町議会議員定数条例改正に伴い、議員定数を１名削減したことから、

産建教育常任委員会及び議会運営委員会の定数をそれぞれ１名減とし、議会広報常任委

員会については、議会の公聴活動を活発に行うことを目的に名称の変更並びに所管する

事務を明確にするため提案するものであります。 

      条例の内容につきましては、皆さんに配布されている内容のものとなっております。 

記載された内容でありますので、皆さん、十分に確認していただきたいと思います。 

      以上、山元町議会委員会条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。── 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから委発第３号山元町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、委発第３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２２．認定第１号から日程第２８．認定第７号までの７件を一括議題

とします。 

      認定第１号から認定第７号までにつきましては、９月４日に決算審査特別委員会に付

託し、会期中の審査としておりましたが、審査が終了し報告書が提出されたので、委員

長から報告を求めます。 

      決算審査特別委員会委員長岩佐 豊君、登壇願います。 

決算審査特別委員会委員長（岩佐 豊君）はい、議長。それでは、事前に皆様に配布しております

委員会審査報告書の朗読をもって報告に代えます。 

      特別委員会審査報告書。 

      認定第１号平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第３号平成２６年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号平成２６年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号平成２６年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号平成２６年度山元町水道事業会計決算認定について 

認定第７号平成２６年度山元町下水道事業会計決算認定について 
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      本委員会は平成２７年９月４日付で付託された議案を審査の結果、次の意見を付け原

案のとおり認定すべきものと決定したので、山元町議会会議規則第７６条の規定により

報告します。 

      １、特に留意すべき意見。①震災復興基金について町独自の支援策を早急に拡充すべ

きである。②基金残高の推移を見ながら有効活用を図り、国民健康保険税の負担軽減を

すべきである。 

      山元議委発第９９号、平成２７年９月１４日、山元町議会議長阿部 均殿、決算審査

特別委員会委員長岩佐 豊。 

      以上です。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから委員長に対する質疑を行うわけですが、決算審査特別委員会は議長、

議会選出監査委員を除く全員が所属しておりますので、質疑は山元町議会先例８５番に

より省略します。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第１号平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について

討論を行います。── 討論はありませんか。 

      まず、本案に反対者の発言を許します。６番遠藤龍之君、登壇願います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について、次の

理由から反対の討論を行います。 

      １つは、事業の遅れを見せている道合地区整備事業に係る有志議員８名による政策提

言書の提出を求めている件についての町の対応について問題があることであります。 

      この間の経緯を見てみますと、議会の対応として６月３０日、重要な政策決定に至っ

た資料であるとの判断から、議長から提出要請をいたしましたが、総務課長より、総務

課では取り扱っていないということで提出を拒否されたことから、７月１０日には議長

から町長宛てに政策提言書の提出について、文書をもって平成２６年７月２５日まで提

出することを要請しました。 

      しかし、この７月２５日までの提出との要請に対し、提出期限が７月２９日に遅れる

と。その理由は、町長不在のため決済がとれないからということから、この期限にまず

遅れて提出をされました。おくればせながら提出された７月２９日、提出されたわけで

ありますが、町長から議長に回答文書でありました。その内容につきましては、政策提

言書の内容を公開しないことを前提として受け取ったものであるため、相手との信義則

上、提出はできないとした内容の回答でありました。 

      このことについて、議会ではさらに検討を重ね、１１月１９日、議長から町長宛てに

情報公開請求をいたしました。このことについては、請求日から１４日以内に公開する

か否か、その決定を実施機関はしなければならないということになっておりますが、１

１月１９日に提出したのに対して１２月４日、町から情報不存在とする決定通知が町長

より議長に寄せられました。 

      その後、この議会として、この回答では問題があるということで、１月２３日に正式

に異議申し立てを議長から町長宛てに送りました。そして、この情報公開異議申し立て

の対応につきましては、山元町の情報公開審査会は受理の翌日から１４日以内に審査を

求めるということになっていたわけでありますが、その後、依然としてその回答はござ



- 78 - 

いませんでした。 

      そこで、改めて４月２８日開催の要求を議長から町長宛てに、これも文書で正式にも

って請求いたしました。しかしながら、この件につきましても何ら回答は寄せられず、

そこで２カ月後、６月１７日に改めて２回の開催要求をいたしました。その際には、今

度は期限をつけて要求をいたしました。その期限につきましては、７月１５日という明

確な数字でもって請求をしたわけでありますが、この７月１５日というのも請求したの

は６月１７日ですから、ほぼ１カ月間の余裕がある。そういう余裕のある期限を設定し

たわけでありますが、７月３日、その回答がございました。その回答には、７月１５日

までの回答は困難であると。その理由としては、審査委員が任期満了のため選任に時間

を要する。この時点で情報公開審査会が、常設であるはずの機関が設置されていなかっ

たということがここで判明したわけでありますが、そしてその後、いまだその結果は、

その後情報審査会は開始されたわけですが、開かれたわけですが、いまだその回答は議

会には届いておりません。 

      以上の経緯に見られますように、これらの問題には二重、三重の重大な過ちが挙げら

れます。中でも、異議申し立てに対する町の対応については大きな問題が含まれており

ます。山元町情報公開条例では、実施機関は不服申し立てがあったときは、山元町情報

公開審査会に対し、受理した日の翌日から起算して１４日以内にその不服申し立てにつ

いて審査を求めなければならないとしておりますが、町はこの条例に示されている対応

に対し、この間、２回にわたり文書による公式の開催要請があったにもかかわらず、そ

の対応を、どのような意図があってのことかわかりませんが、半年以上も無視し続け、

放置してきたのであります。このことは町の通常業務の１つとして当然やらなければな

らないことをやってこなかったという重大な問題であり、町、とりわけ町長の責任は大

変重いものと断ぜざるを得ません。あわせて、このことに関連して、常設機関であるは

ずの情報公開・個人情報保護審査会が２年近く委員不在の状態で機能していなかったこ

とがわかり、このことによって、さきの異議申し立てに対する審査会開催の遅れを生み

出しております。この問題もまた通常業務の中で執行されていなければならない業務で

あり、町の責任は重いものと考えます。 

      次に、道合地区の災害公営住宅建設等整備事業の遅れも問題であります。この事業は

計画に問題があり、この間、２度も議会で否決されている計画であることから、十分な

協議、検討が求められている案件ではありましたが、それらが不十分であったことから

事業の遅れが生まれ、災害公営住宅の入居は平成２９年３月まで延び、入居予定者に大

きな迷惑おかけするということになり、これもまた大変な問題であるということを指摘

するものであります。 

      震災後、既存の町営住宅の貸し出しをとめていたこと、これも問題が残ります。入居

を希望する町民がいるにもかかわらず、また人口増の取り組みを進めている中、正当な

理由も示せず、最近まで貸し出しをとめていたことは町の方針からしても重大な問題と

受けとめております。そのほかにも宅地かさ上げの補助事業が１．７パーセントという

低い執行率にとどまっている問題等々、平成２６年度の予算執行には多くの問題が見ら

れ、町はこれらの問題を真剣に受けとめ、今後の政策に生かしていただくことを望みな

がらも、以上のことを理由として、平成２６年度山元町一般会計歳入歳出認定について

は反対の立場を表明するものであります。 
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議 長（阿部 均君）次に、本案に賛成者の発言を許します。 

      ８番佐藤智之君、登壇願います。 

８番（佐藤智之君）はい、議長。私は、賛成の立場で討論をいたします。 

      認定第１号平成２６年度一般会計歳入歳出決算認定について、議会決算特別委員会に

おいて決算内容の細部についての審査をいたしました。東日本大震災からの復旧・復興

を最優先に、また他の事業の予算の執行についても指摘する事項はしっかり指摘し、今

後に生かしてもらうことを含め審査をいたしました。また、監査委員から予算執行状況

も有効かつ適正であると認められました。また、監査委員からの事務引き継ぎにおいて

不十分であると、組織としてチェック機能の強化とその取り組みを進めるようとの指摘

があり、今後にしっかり生かすべきであります。 

      以上の理由から、私は一般会計の決算認定に賛成をいたすものであります。 

      以上、賛成討論といたします。終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで討論を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第１号平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

      本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議 長（阿部 均君）起立多数であります。 

よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定しました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第２号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第２号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について採決します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第２号については認定することに決定いたしました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第３号平成２６年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について討論を行います。── 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第３号平成２６年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について採決します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第３号については認定することに決定しました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第４号平成２６年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第４号平成２６年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について採決します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第４号については認定することに決定しました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第５号平成２６年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出

決算認定について討論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第５号平成２６年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出

決算認定について採決します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第５号については認定することに決定しました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第６号平成２６年度山元町水道事業会計決算認定について討論
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を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第６号平成２６年度山元町水道事業会計決算認定について採決

します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第６号につきましては認定することに決定しました。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第７号平成２６年度山元町下水道事業会計決算認定について討

論を行います。── 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから認定第７号平成２６年度山元町下水道事業会計決算認定について採

決します。 

      お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、認定第７号については認定することに決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２９．閉会中の継続調査申し出の件を議題とします。 

      各常任委員会委員長から、山元町議会会議規則第７４条の規定によりお手元に配布の

とおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

      お諮りします。各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付す

ることにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すること

に決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３０．常磐自動車道建設促進特別委員会中間報告書の件を議題としま

す。 

      常磐自動車道建設促進特別委員会委員長から調査の中間報告書が提出されましたので、
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委員長から報告を求めます。 

      常磐自動車道建設促進特別委員会委員長青田和夫君、登壇願います。 

常磐自動車道建設促進特別委員会委員長（青田和夫君）はい、議長。それでは、事前にお手元に配

布されている内容を読み上げます。 

      特別委員会中間報告書。 

      本委員会は、下記のとおり調査・審査したので、山元町議会会議規則第４６条第２項

の規定により報告いたします。 

      記。 

     １．常磐自動車道建設に関する調査・審査について。 

     ２．期間、平成２３年１１月２２日から平成２７年９月１５日。 

     ３．経過、平成２３年３月１１日以降も常磐自動車道の建設が順調な推移を見ることが

でき、２６年１２月６日に山元インターから相馬インターと南相馬インターから浪江イ

ンターの２区間が開通し、これにより常磐道全線開通が実現したものです。 

      この間、平成２６年１０月７日に常磐自動車道工事中の山元インターから新地インタ

ーを視察し、工事の進捗状況を調査いたしました。今後、坂元地内に建設予定の（仮称）

山元南インターチェンジの建設促進を図るためにも引き続き調査研究が必要であります。

しかし、１１月１２日に任期を迎えることから、今後のまちづくりに大きな影響と効果

を与えるため、次期議員に引き続き調査を望むものであります。 

      平成２７年９月１５日、山元町議会議長阿部 均殿、常磐自動車道建設促進特別委員

会委員長青田和夫。 

      以上であります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから委員長に対する質疑を行うわけですが、常磐自動車道建設促進特別

委員会は議長を除く全員が所属しておりますので、質疑は山元町議会先例８５番により

省略します。 

                                            

議 長（阿部 均君）お諮りします。 

常磐自動車道建設促進特別委員会委員長の報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、常磐自動車道建設促進特別委員会委員長の報告のとおり決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３１．東日本大震災災害対策調査特別委員会中間報告の件を議題とい

ます。 

      東日本大震災災害対策調査特別委員会委員長から調査の中間報告書が提出されました

ので、委員長から報告を求めます。 

      東日本大震災災害対策調査特別委員会委員長齋藤慶治君、登壇願います。 

東日本大震災災害対策調査特別委員会委員長（齋藤慶治君）はい、議長。東日本大震災災害対策調

査特別委員会の中間報告をいたします。 

      皆さんに配布のとおりの報告書ですが、朗読をもって報告にさせていただきます。 
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      本委員会は、下記のとおり調査・審査したので、山元町議会会議規則第４６条第２項

の規定により報告いたします。 

      事件、期日は、書いているとおりであります。 

      ３番、経過。平成２３年３月１１日発生の東日本大震災において本町は甚大な被害を

受けた。発災より４年６カ月が経過し、復旧・復興事業においても一定の進捗が見られ

る。 

      ２３年１２月に山元町の将来の方向性を決める「山元町震災復興計画」の負託を受け、

土地利用計画、重点プロジェクト等を調査し、修正議決している。 

      震災復興は３市街地、新山下駅周辺、新坂元駅周辺、宮城病院周辺を核に、防災集団

移転事業、災害公営住宅事業等で形成を目指している。住居の確保は被災者の生活再建

の第一歩であり、早急な計画完了を求めるものである。 

      町の復興・再生には、１、安心して生活できる住居の確保、２、農業等の産業振興の

育成、３、人口減少対策のための定住促進事業、４、防災向上のための避難路、防潮堤

事業等。 

      ⑤被災者の生活支援等の多くの政策課題が現在進行中である。次のページになります。

一日でも早い被災者の生活再建と将来を見据えた町の復興・再生を実現するためにさら

なる調査研究が必要である。しかし、１１月１２日に任期を迎えることから、町民生活

に大きな影響を与える復旧・復興事業について次期議員に引き続き調査を望むものであ

る。経過は以上であります。 

      ４番は、ずっと平成２３年１１月からの特別委員会の項目を掲載しております。開催

回数は４２回でありました。 

      平成２７年９月１５日、山元町議会議長阿部 均殿、東日本大震災災害対策調査特別

委員会委員長齋藤慶治。 

      以上であります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから委員長に対する質疑を行うわけですが、東日本大震災災害対策調査

特別委員会は議長を除く全員が所属しておりますので、質疑は山元町議会先例８５番に

より省略します。 

                                            

議 長（阿部 均君）お諮りします。 

東日本大震災災害対策調査特別委員会委員長の報告のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、東日本大震災災害対策調査特別委員会委員長の報告のとおり決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）ここで事務局長の発言を許します。 

事務局長（渡邊秀哉君）はい、議長。平成２７年第３回山元町議会定例会は８月２７日に招集され、

２１日間の会期中に、平成２６年度山元町各会計決算及び平成２７年度山元町各会計補
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正予算を初め、議案等全ての審議を終了し、本日閉会となります。 

      山元町議会議員の任期は、１１月１２日までとなっておりますので、本定例会が任期

満了前の最後の議会となります。 

      そこで、平成２７年第３回山元町議会定例会を閉会するに当たり、議長、副議長から

議員、執行部各位に対しあいさつをお願いいたします。 

      阿部議長、後藤副議長、登壇願います。 

                                             

議 長（阿部 均君）一言ご挨拶を申し上げます。 

      平成２３年１１月１３日、議長に就任して以来４年間、きょうまで議員の皆様方の温

かいご理解とご協力を賜りましてまことにありがとうございました。また、町長さん初

め課長の皆さん並びに議会事務局の皆さん方のご協力とご高配を賜りましてまことにあ

りがとうございました。おかげさまで、東日本大震災からの復旧・復興の激動の中、皆

様方のご助言、ご助力によりまして議長の職責を果たすことができました。心から感謝

と御礼を申し上げます。 

      なお、私たちの任期満了は１１月１２日までとなっており、皆様方とともに職責を全

うすることをお誓い申し上げまして挨拶といたします。大変ありがとうございました。 

            （拍手） 

                                             

副議長（後藤正幸君）今、議長から詳細挨拶がありましたので、私は簡単に申し上げます。 

      私も震災後、６カ月後の１１月の初議会で副議長ということで皆様方から任命いただ

きました。そして、この震災の真っただ中、阿部議長の補佐役として復旧・復興を中心

とするまちづくり、このただ中で議会運営、または議会活動と邁進いたしました。その

間、皆様方からいただいた温かいご助言、ご協力、ご指導等に対して深く感謝申し上げ

ます。 

      そのたどってきた道を振り返りますと、道はまだまだ道半ばと思います。ですが、今

から私たちが頑張ってもどうしようもございませんので、皆様方、次期議員になる方々

のさらなる継続をご期待するものであります。そして、結びになりますが、山元町のさ

らなる発展と職員、そして議員の方々、健康でのご活躍をご祈念申し上げ、御礼の挨拶

といたします。どうもありがとうございます。 

（拍手） 

                                             

議 長（阿部 均君）会議を閉じます。 

      平成２７年第３回山元町議会定例会を閉会します。 

      大変ご苦労さまでございました。 

午後６時１１分 閉 会 

                                             

      上記会議の経過は、事務局長渡邊秀哉の記載したものであるが、その内容に相違ない

ことを証するためここに署名する。 

 

 

 


